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第１章 計画の基本事項 

１ 計画策定の趣旨 

我が国においては、少子化の進行が続いており、今後、人口構造のバランスが崩れ、労働力

人口の減少や社会保障負担の増加、地域社会の活力低下など、将来的に社会経済への深刻な影

響を与えるものとして懸念されています。一方、少子化が進行している要因としては、ライフ

スタイルや価値観の多様化、社会経済情勢や就労環境の変化等、様々な要因が複合的に絡み合

っているものと考えられます。また、核家族化や地域での人間関係の希薄化などによって、子

育てに不安や孤立感を覚える家庭も少なくありません。そうした中で、社会環境等、子どもと

家庭を取り巻く環境の変化は続いており、子育てを社会全体で支援していくことが必要となっ

ています。 

このような状況の中、国は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を

整備するため、平成 15 年に「次世代育成支援対策推進法」を制定し、次世代育成に向けた取

組を進めてきました。そして、平成 24 年８月には「子ども・子育て関連３法」が制定され、

これらに基づく「子ども・子育て支援新制度」を平成 27 年度から実施し、幼児期の教育・保

育の一体的な提供、保育の量的拡充、質の向上、家庭における養育支援等を総合的に推進して

いくことを目指しています。その後、「子育て安心プラン」や「新・放課後子ども総合プラン」

の策定、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」の施行等を行い、待機児童の解消に向

けた保育人材確保のための総合的な対策や、３歳児から５歳児までの幼児教育・保育の無償化

といった施策を進めています。 

砂川市では、平成 21 年度に策定した「砂川市次世代育成支援地域行動計画 後期計画」の

方向性を継承しながら、「子ども・子育て支援法」の趣旨を踏まえた「砂川市子ども・子育て支

援事業計画」を平成 26 年度に策定し、子育て環境の計画的な整備に取り組んできました。 

「砂川市子ども・子育て支援事業計画」が本年度で計画期間満了を迎えることから、これま

での取組の成果や課題の分析等を行った上で、本市の最上位計画である「砂川市総合計画」等

との整合を図りながら、子育て環境の整備などを着実に推進するため令和２年度を初年度とす

る「第２期砂川市子ども・子育て支援事業計画」（以下「本計画」という。）を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、本市が今後進めていく教育・保育、子育て支援施策を計画的に実施するため、「子

ども・子育て支援法」第 61 条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として

策定するものです。 

 

 

 

具体的な計画策定に当たっては、同法第 60 条に基づき、内閣総理大臣が定める、子ども・

子育て支援法に基づく基本指針を踏まえています。 

また、この計画は、国の「次世代育成支援対策推進法」による市町村行動計画を内包する計

画とします。 

さらに、本計画は、本市の最上位計画である「砂川市総合計画」のもと、本市における児童

福祉、母子保健・医療、教育関係などの子ども・子育てに関する諸施策を総合的に進めるため

の計画として位置づけられるものであり、市の関連個別計画との連携や整合を図った計画とし

て策定するものです。 

 

図表 計画の位置づけ 

 

【「子ども・子育て支援法」から抜粋】 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地

域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円

滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）

を定めるものとする。 

＜上位計画＞ 

砂 川 市 総 合 計 画 

＜根拠法令＞ 

子ども・子育て関連３法 
○子ども・子育て支援法 

○認定こども園法の一部改正 

○子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律 

次世代育成支援対策推進法 

第２期砂川市子ども・子育て 

支援事業計画 

（砂川市次世代育成支援地域行動計画） 

＜関連計画＞ 

砂川市教育推進計画 

砂川市子ども読書活動推進計画 

健康すながわ 21 

砂川市障害者福祉計画 等 

整合 

連携 
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３ 計画の対象 

本計画の対象は、本市の子どもと子育て家庭を対象とします。 

 

図表 子ども・子育て支援法における「子ども」の範囲、「児童手当」及び事業の対象範囲 

０
歳 

０歳 
１
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１～５歳 
６
歳 

６～11歳 
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歳 

12～15歳 
16
～ 

18
歳 

 乳児期  幼児期  
学童期 

※学校教育を 

除く放課後 

 中学生  

子どもの範囲（18歳に到達してから最初の３月 31日まで） 

児童手当支給の対象範囲（15 歳に到達してから最初の３月 31日まで）  

子ども・子育て支援事業の対象範囲 

（12歳に到達してから最初の３月 31日まで） 
   

 

 

４ 計画の期間 

本計画は、「子ども・子育て支援法」において定められているとおり、５年を１期としてお

り、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とするものです。 

ただし、子ども・子育てを取り巻く社会状況の変化等により、必要に応じて、計画期間中に

見直しを行う場合があります。 

（年度） 
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30 
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令和 

３ 
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砂川市子ども・子育て支援事業計画 

第２期砂川市子ども・子育て支援事業計画 計画の策定 
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５ 計画の策定体制 

［アンケート調査の実施］ 

本計画の策定に当たり、教育・保育・子育て支援に関する「現在の利用状況」や「今後の

利用希望」などを把握するため、就学前児童の保護者及び小学生の保護者に対し、「砂川市子

ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査」を平成31年１月に実施しました。 

［子ども・子育て会議の開催］ 

本計画の策定に当たっては、関係者及び市民の意見を広く聴取するため、保護者や子ども・

子育て支援の関係団体・機関等により構成される「砂川市子ども・子育て会議」を開催し、

委員の皆様から本計画に係るご意見・ご審議をいただきながら、検討・策定を進めました。 

 

［子ども・子育て支援事業計画策定推進委員会の設置］ 

市内部に「子ども・子育て支援事業計画策定推進委員会」を設置し、計画内容、事業運営、

施策推進に関する事項の素案について協議を行いました。 

［パブリックコメントの実施］ 

本計画について、市民から幅広い意見を募集するため、計画案に対するパブリックコメン

トを実施し、市民の意見反映を行いました。 

 

 

  

砂川市（計画決定・実行機関） 子ども・子育て会議 

「砂川市子ども・ 

子育て会議」 

（審議等機関） 

計画策定推進委員会 

ワーキンググループ 

（事務局機能） 

庁内関連部署 

アンケート調査 

パブリックコメント 

等 

報告 

運営事務 

調整・連携 

実施 

意見反映 
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第２章 砂川市の子ども・子育てを取り巻く環境 

１ 統計データからみた子どもを取り巻く状況 

（１）人口の推移 

年齢３階級別人口の推移をみると、本市の人口は、平成 22 年の 19,150 人から平成 30 年

は 17,185 人と、約 2,000 人減少しています。また、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢

人口（15～64 歳）は、減少が続いており、老年人口（65 歳以上）は増加が続いています。

構成割合についても同様に、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢人口（15～64 歳）は、低

下し、老年人口（65 歳以上）は上昇しており、年少人口（０～14 歳）は平成 28 年から平成

30 年にかけて１割を下回っています。 

 

図表 年齢３階級別人口の推移 

 
※平成 26年から、外国人住民が含まれる。      

資料：住民基本台帳（各年４月１日）        

 

図表 年齢３階級別人口構成割合の推移 

 
※平成 26年から、外国人住民が含まれる。      

資料：住民基本台帳（各年４月１日）        
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児童人口の推移をみると、各年齢層ともに、おおむね減少傾向となっています。平成 26 年

から平成 30 年にかけて、特に、６～11 歳は 130 人減少となっており、他の年齢層よりも

減少幅が大きくなっています。 

 

図表 児童人口の推移 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日）        

 

出生数の推移をみると、本市の出生数は、100～120 人程度で推移していましたが、平成

27 年は 100 人を下回る、88 人となっています。また、出生率は、6.0 前後で推移していま

したが、平成 27 年は 5.0 に低下しており、いずれの年も全国や北海道よりも低い値で推移し

ています。 

 

図表 出生数の推移 

 

資料：空知地域保健情報年報（平成 20年～平成 26年）、北海道保健統計年報（平成 27年）        
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合計特殊出生率の推移をみると、本市の合計特殊出生率は、おおむね北海道よりも高く、全

国より低い値で推移しています。 

 

図表 合計特殊出生率の推移 

 

資料：空知地域保健情報年報        

※合計特殊出生率：15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が一生の

間に産む子どもの数の平均 

 

（２）世帯の状況 

世帯数の推移をみると、平成 12 年の 8,440 世帯から、平成 27 年は 7,840 世帯に減少

しています。また、１世帯当たり人員も減少が続き、平成 12 年の 2.42 人/世帯から、平成

27 年は 2.17 人/世帯となっています。 

 

図表 世帯数の推移 

 

資料：国勢調査         
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18歳未満世帯員のいる世帯類型の推移をみると、世帯数は平成 12年の1,955世帯から、

平成 27 年は 1,335 世帯に減少しています。世帯類型では、平成 12 年と平成 27 年を比較

すると、「両親と子ども」「その他世帯」は減少していますが、「ひとり親と子ども」は増加して

います。また、「両親と子ども」「ひとり親と子ども」を合計した核家族世帯は、85％前後で推

移しており、平成 27 年は 84.8％となっています。 

 

図表 18歳未満世帯員のいる世帯類型の推移 

 

資料：国勢調査         

 

18 歳未満世帯員のいる世帯における 18 歳未満世帯人員の推移をみると、18 歳未満世帯

人員は減少が続いており、平成 12 年の 3,399 人から、平成 27 年は 2,230 人となってい

ます。１世帯当たりの 18 歳未満世帯人員も僅かずつですが減少が続いており、平成 27 年は

1.67 人となっています。 

 

図表 18歳未満世帯員のいる世帯における18歳未満世帯人員の推移 

 

資料：国勢調査         
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（３）家庭環境の状況 

婚姻数の推移をみると、本市の婚姻件数は 50～80 件台で推移しています。また、婚姻率

を全国や北海道と比較すると、全国や北海道は 5.0 前後で推移していますが、本市では 4.0 前

後となっており、いずれの年も全国、北海道よりも低くなっています。 

 

図表 婚姻数の推移 

 

資料：空知地域保健情報年報（平成 20年～平成 26年）、北海道保健統計年報（平成 27年）        

 

離婚数の推移をみると、本市の離婚件数は 20～40 件台で推移しています。また、離婚率

は、平成 22 年、平成 26 年を除き、2.0 を下回っており、全国や北海道よりも低くなってい

ます。 

 

図表 離婚数の推移 

 

資料：空知地域保健情報年報（平成 20年～平成 26年）、北海道保健統計年報（平成 27年）        
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（４）就労の状況 

女性の年齢別労働力率の推移をみると、平成 17 年から平成 27 年にかけて、20 歳台前半

から 40 歳台前半はおおむね労働力率が上昇していますが、30 歳台前半は大きな変化がみら

れず、いわゆるＭ字カーブが顕著となっています。 

 

図表 女性の年齢別労働力率の推移 

 

資料：国勢調査         

 

女性の従業上の地位別就業者の割合をみると、平成 22 年から大きな変化はなく、平成 27

年は、「パート・アルバイト・その他」が 43.1％と最も高く、次いで「正規の職員・従業員」

が 40.0％となっています。 

 

図表 女性の従業上の地位別就業者の割合 

 

資料：国勢調査         
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２ 教育・保育の状況 

（１）保育所 

入所者数は、減少傾向となっており、３歳未満児の利用割合は低下傾向となっていましたが、

平成 27 年度から上昇に転じ、平成 30 年度はやや低下したものの 39％となっています。定

員数は、240 人で変化はありません。 

 

図表 保育所の定員数、入所者数、３歳未満児割合の推移 

  

 

（２）幼稚園 

入園者数は、130～150 人台で推移していましたが、平成 29 年度以降は 120 人台に減

少しています。定員数は、平成 24 年度に 240 人から 190 人に減少しております。平成 30

年度は、定員 190 人に対し、入園者数は 124 人と約 65％の利用となっています。 

 

図表 幼稚園の定員数、入園者数の推移 
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（３）学童保育所 

入所者数（月平均入所児童数）は、110 人台から 120 人台で推移しています。入所率は、

平成 27 年度まで７割を超えていましたが、砂川南学童保育所を２施設に分割し、１施設増え

た平成 28 年度以降は６割台となっています。また、平成 28 年度以降、砂川学童保育所や北

光学童保育所の入所児童数が減少している一方、豊沼学童保育所は増加が続いています。 

 

図表 学童保育所の入所者数の推移 

 定員 
平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

砂川南学童保育所 40 人 39.8人  41.8人  - - - 

砂川学童保育所 40 人 - - 43.4人  42.2人  37.1人  

豊沼学童保育所 40 人 - - 8.2人  10.9人  16.7人  

中央学童保育所 40 人 25.8人  17.6人  22.2人  15.3人  19.8人  

北光学童保育所 30 人 11.5人  15.6人  18.2人  15.2人  12.0人  

空知太学童保育所 40 人 44.1人  39.8人  37.0人  34.8人  38.2人  

入所人員計 190人 121.2 人  114.8 人  129.0 人  118.4 人  123.8 人  

入所率  80.8％  76.5％  67.9％  62.3％  65.2％  

※砂川南学童保育所は、平成 28年度から砂川学童保育所と豊沼学童保育所に分割 

※中央学童保育所は、平成 28年度に砂川中央学童保育所から名称を変更 

※入所人員計の定員は、平成 28年度以降のもの 
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３ 地域子育て支援事業の状況 

（１）一時預かり事業 

利用延べ人数は、平成 21 年度以降は 700 人台から 900 人台で推移していましたが、平

成 26 年度から平成 28 年度は 400 人前後に減少しています。平成 29 年度には、幼稚園型

の事業を開始し、利用者数も 4,000 人台に増加しています。 

 

図表 一時預かり事業の利用者数の推移 

 
※平成 29年度から幼稚園型を含む 

 

（２）地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

子育て支援センターに「にこにこ広場」と「にこにこサロン」を設置し、相談の受付や情報

の提供もそれぞれで行っています。子育て支援センターは地域子育ての拠点として中核的な施

設であり、北地区コミュニティセンターや南地区コミュニティセンター、地域交流センターゆ

うにも保育士を派遣し、子育て支援センターのサテライト事業を実施しています。 

子育て支援センターの利用者数は、6,000 人台から 8,000 人台で推移しています。 

 

図表 子育て支援センターの利用状況の推移 
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（３）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）の利用状況 

子育てから手が離れた市民を中心に、子育て支援ボランティアの育成支援に努め、地域住民

の相互援助活動であるファミリー・サポート・センター事業を実施しています。 

会員数は、協力会員が 10 人弱で推移し、依頼会員は、20 人前後で推移していましたが、

平成 30 年度は 46 人に増加しています。 

 

図表 ファミリー・サポート・センターの会員数の推移 

  

項目 
平成 

23 年度 

平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

協力会員 6 人 9 人 8 人 9 人 9 人 8 人 9 人 8 人 

依頼会員 6 人 25 人 25 人 24 人 25 人 21 人 18 人 46 人 

両方会員 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 2 人 2 人 

 

（４）妊婦健康診査 

妊婦健康診査の対象者数は、平成 26 年度まで、100 人を超えていましたが、平成 27 年

度に 100 人を下回り、それ以降は 80 人台から 90 人台で推移しています。 

 

図表 妊婦健康診査の対象者数の推移 
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対象者数 124人 139人 115人 122人 111人 108人 99 人 83 人 93 人 88 人 
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（５）乳児家庭全戸訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業による訪問家庭数は、平成 25 年度まではおおむね 100 世帯を超え

ていましたが、平成 26 年度以降は 80 世帯台から 90 世帯台で推移しています。実施率は、

平成 24 年度、平成 26 年度を除き、96％以上となっています。 

 

図表 乳児家庭全戸訪問事業の実施状況の推移 

  

 

（６）時間外保育事業（延長保育） 

時間外保育事業（延長保育）の延べ利用者数は、平成 24 年度まで増加傾向でしたが、平成

25 年度以降は減少が続き、平成 30 年度には増加しましたが、1,545 人となっています。 

 

図表 時間外保育事業（延長保育）の利用者数の推移 
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（７）病児・病後児保育事業 

平成 28 年度から病児・病後児保育事業を開始しており、平成 30 年度の利用者数は 127

人となっています。 

 

図表 病児・病後児保育事業の利用者数の推移 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

利用者数 12 人 131人 127人 
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４ 「砂川市子ども・子育て支援事業計画」の実施状況 

（１）教育・保育施設 

「砂川市子ども・子育て支援事業計画」における教育・保育施設の数値目標と実施状況は次

のとおりです。 

 

図表 教育・保育施設の目標と実績 

 

  第１期計画目標 
実績 

（平成 31年４月） 

１号認定（３歳以上、

幼稚園を利用希望） 

特定教育・保育施設 0 人 85 人 

確認を受けない申出を行った幼稚園 170人 0 人 

２号認定（３歳以上、

保育所を利用希望） 

特定教育・保育施設 161人 150人 

地域型保育事業 0 人 0 人 

認可外保育施設 0 人 0 人 

３号認定（０歳、保育

所を利用希望） 

特定教育・保育施設 17 人 12 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 

認可外保育施設 0 人 0 人 

３号認定（１・２歳、

保育所を利用希望） 

特定教育・保育施設 62 人 78 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 

認可外保育施設 0 人 0 人 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

「砂川市子ども・子育て支援事業計画」における地域子ども・子育て支援事業の数値目標と

実施状況は次のとおりです。 

 

図表 地域子ども・子育て支援事業の目標と実績 

 

  第１期計画目標 
実績 

（平成 30年度） 

利用者支援事業 1 か所 0 か所  

地域子育て支援拠点事業 1 か所 1 か所  

妊婦健診事業 108人 142人  

乳児家庭全戸訪問事業 88 人 97 人  

養育支援訪問事業その他要保護児童等に対する支援に資する

事業 
9 人 32 人  

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） － － 

子育て援助活動支援

事業（ファミリー・サ

ポート・センター事

業） 

低学年 4 人日 20 人日  

高学年 8 人日 119人日  

一時預かり事業（幼稚

園における在園児対

象型） 

幼稚園の一時預かり 2,900 人日 3,623 人日  

一時預かり事業（幼稚

園における在園児対

象型以外） 

保育所の一時預かり 

（在園児対象型以外） 
2,940 人日 732人日  

子育て援助活動支援事業 300人日 38 人日  

時間外保育事業（延長保育） 80 人 38 人  

病児・病後児保育事

業、子育て援助活動支

援事業（病児・緊急対

応強化事業） 

病児・病後児保育事業 － 127人  

子育て援助活動支援事業 － －  

放課後児童健全育成

事業（学童保育所） 

低学年 130人 138人  

高学年 30 人 65 人  

 

  



19 

 

５ 子ども・子育て支援の課題 

子どもを取り巻く現状やアンケート調査結果を踏まえ、子ども・子育て支援の課題を整理し

ました。 

 

（１）安心して子育てができる環境づくり 

アンケート結果から、国や市に期待する政策として、就学前児童、小学生ともに、「必要な時

にいつでも受診できる小児医療体制を確立すること」と「子どもが安心して外で遊んだり通学

したりできるよう、防犯対策を充実させること」が高くなっており、安心して子どもを育てら

れる環境づくりが求められています。また、結婚・出産・子育て期の女性の就労意向は高まっ

ていますが、子育て家庭では核家族世帯が８割を超え、地域とのつながりが希薄化する中、多

くの保護者が子育てに何らかの不安や負担を抱えています。このため、子育て中の保護者の不

安や負担を軽減させる支援を家庭や地域、企業、行政などが協力して行い、地域で安心して子

育てができる環境づくりを、生活環境や職場環境をはじめとした様々な面から進めていくこと

が求められます。 

 

（２）多様な教育・保育ニーズへの対応 

本市では、30 歳台前半を除き、結婚・出産・子育て期の女性の労働力率が上昇してきてお

り、アンケート結果からも母親の就労している割合が前回調査を上回っていて、今後も女性の

労働力率は上昇傾向が続き、共働き世帯は増加していくものと考えられます。また、病気の際

の病児・病後児保育施設等や、子育て中の保護者の負担軽減を図る一時保育等の不定期に利用

する事業には一定の利用意向がみられます。こうした状況に対応できるよう、教育・保育環境

や様々な子育て支援の整備・充実を図ってきていますが、今後も社会情勢等の変化、就労形態

や価値観等の多様化に伴い、多様な教育・保育ニーズが顕在してくることも考えられます。こ

のため、今後も、多様化する教育・保育ニーズを的確に把握し、状況に合わせた対応を取って

いくことが求められます。 

 

（３）配慮を必要とする子どもやその家庭へのきめ細かな取組 

地域とのつながりの希薄化や核家族化の進行により、家庭環境や地域での子育てに関する状

況が変化してきています。本市でも、18 歳未満の世帯員のいる世帯では、多くが核家族世帯

であり、ひとり親家庭も一定数を占めていますが、こうしたひとり親家庭の中には、経済的に

不安定な家庭もあるものと考えられます。また、アンケート結果から、子育ての不安や負担に

ついて、とても不安や負担を感じている割合は、１割に満たないものの、こうした不安や負担

が更に大きくなると、子どもの虐待につながってしまう危険性もあります。本市では、関係機

関との連携により、児童虐待の防止や支援を図るとともに、ひとり親家庭や障がいのある子ど

ものいる家庭など、特別な配慮や支援の必要な家庭、子どもに対する支援を行ってきました。

今後も、全ての子どもが健やかに成長できるよう、各々が抱える課題や状況に応じたきめ細か

な支援を行っていくことが求められます。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

（１）基本理念 

子育て支援サービスの充実を図り、安心して子育てができる環境づくりを進めるとともに、

ひとり親家庭の自立を支援し、幸せに生活することができるまちづくりを目指します。このた

め、これまでの取組や考え方を発展的に踏襲し、子ども・子育て支援事業の目指す方向性とし

て、次の基本理念を定めます。 

 

 

（２）基本的方針 

子どもは社会の宝であり、一人ひとりの子どもの幸せは、社会全体の願いです。 

子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、一人ひとりの子どもや保護者の幸せにつな

がるだけでなく、未来の活力ある社会の担い手の育成にもつながるため、社会全体で取り組む

べき最重要課題の一つと考えます。 

子育ては、地域や社会が保護者に寄り添い、保護者の不安感や負担を軽減し、喜びや生きが

いを感じながら、安心して子育てができるよう、社会全体で支援することが大切です。 

子ども・子育て支援のための施策を質・量ともに充実させ、妊娠・出産期から子育て期まで、

切れ目のない支援を実施し、家庭を中心に保育所、学校、地域、企業、その他社会を構成する

全ての人々が、子ども・子育て支援への関心や理解を深め、相互に密接に連携しながら、それ

ぞれの役割を果たすことにより、家庭を築き、子どもを産み育てたいと思う人々の希望がかな

えられ、全ての子どもが健やかに成長できるまちづくりを目指します。 

 

２ 基本的視点 

（１）次世代を担う子ども一人ひとりが心豊かに育つことのできるまちづくり 

子どもの育ちにおいては、おおむね１歳に達するまでの乳児期は、愛着形成を基礎とした情

緒の安定や他者への信頼感が醸成され、身体面でも著しく発達する重要な時期です。 

また、おおむね３歳に達するまでの幼児期は、行動範囲が拡大し、特定の大人への安心感を

基礎として自発性を持ち、徐々に広がる人間関係を通じて社会性を身に付ける時期です。 

おおむね３歳以上の幼児期は、遊びを中心とした生活の中で豊かな感性、好奇心、探究心や

思考力が養われるとともに、自我や主体性が芽生える重要な時期です。さらに、小学校就学後

の学童期は、自立意識や他者理解等の社会性が発達し、心身の成長も著しい時期です。 

こうした、子どもの発達段階に応じた育ちの状況や一人ひとりの個性を踏まえ、全ての子ども

が健やかに成長できるよう、それぞれの子どもにとって適切で質の高いまちづくりを目指します。 

子どもの健やかな成長をみんなで支えるまちづくり 
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（２）保護者一人ひとりが喜びと生きがいを感じながら子育てをすることのできるまち

づくり 

現在、我が国では出生率の低下に伴い少子化が進行しており、本市においても全国的な傾向

以上に出生率や年少人口（０～14 歳）割合の低下が進んでいます。 

また、近年、核家族化の加速や地域のつながりの希薄化など、子育てをめぐる地域や家庭の

状況が変化し、併せて共働き家庭や非正規雇用割合が増加するなど、親の就労状況も変化して

います。 

このような状況において、家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、誰もが安心

して子どもを育てることができるよう、妊娠・出産期から切れ目のない支援を行うとともに、

子育てしやすい環境整備に努めます。 

また、男女ともに親が、子育てに喜びや生きがいを感じ、子どもと向き合い、親として成長

できるよう、子育て中の親の気持ちを受け止めることなど、良好な親子関係の形成を支援して

いくことで、子どもにとってもより良い育ちの環境を実現していくことを目指します。 

 

（３）社会を構成する一人ひとりが子どもや子育て家庭への理解を深め、支え合うまち

づくり 

子どもの健やかな成長を実現するためには、社会における一人ひとりが、子どもの育ちと子

育て支援に対する関心と理解を深め、各々の役割を果たすことが大切です。 

全ての子どもが身近な地域で安心して生活できるよう、関係機関と連携し、特別な配慮を要

する子どもへの支援の充実を図るとともに、子育て中の保護者も含めた全ての人が、仕事と家

庭を両立しやすいよう支援を推進するなど、子どもを産み育てやすい環境づくりを進めます。 
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３ 施策体系 

砂川市子ども・子育て支援の施策について、体系や方向性をまとめます。 

 

基本的視点 基本施策 主な事業 

次世代を担う子ど
も一人ひとりが心
豊かに育つことの
できるまちづくり 

■幼児期の教育・保育

の充実 

■子どもの居場所づく

り 

■障がい児支援の充実 

◎低年齢児保育（乳児） 

◎保育士等の育成 

◎学童保育事業 

◎放課後子ども教室 

◎子ども交流ゾーン 

◎児童発達支援 

◎通級指導教室 

◎肢体不自由児療育訓練事業 

など 

保護者一人ひとり
が喜びと生きがい
を感じながら子育
てをすることので
きるまちづくり 

■母子保健の充実 

■親子のふれあいの場

づくり 

■多様な子育て支援サ

ービスの充実 

■情報提供・相談体制

の整備 

■経済的支援の実施 

◎母子健康手帳交付・妊婦一般健康診

査事業 

◎乳児家庭全戸訪問事業 

◎子育て世代包括支援センター事業 

◎地域子育て支援拠点事業 

◎保育所（園）開放事業 

◎養育支援訪問事業 

◎ファミリー・サポート・センター事業 

◎一時預かり事業 

◎時間外保育事業（延長保育） 

◎利用者支援に関する事業 

◎乳児おむつ無料クーポン券支給事業 

◎乳幼児等医療費助成事業 

など 

社会を構成する一
人ひとりが子ども
や子育て家庭への
理解を深め、支え
合うまちづくり 

■児童虐待防止対策の

充実 

■ひとり親家庭等の自

立支援の推進 

■仕事と家庭の両立支

援（ワーク・ライフ・

バランス）の推進 

■経済的困難を抱える

家庭への支援 

◎家庭児童相談 

◎砂川市要保護児童対策地域協議会 

◎民生児童委員協議会 

◎母子・父子家庭相談 

◎児童扶養手当支給事業 

◎母子家庭等自立支援教育訓練給付金

事業 

◎母子家庭等高等職業訓練促進給付金

事業 

◎労働環境の改善促進 

◎就学援助制度 

など 

  

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
み
ん
な
で
支
え
る
ま
ち
づ
く
り 

基本 

理念 
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第４章 施策の展開 

１ 教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援事業計画では、市町村が定める区域ごとに、幼児期の教育・保育、地域

子ども・子育て支援事業についての「量の見込み」と、具体的な教育・保育の提供方針として

の「確保の方策」を記載することとされています。また、「量の見込み」と「確保の方策」を設

定する単位として、各自治体において「教育・保育の提供区域（以下「提供区域」という。）」

を定めることとなっています。 

提供区域は、保護者や子どもが居宅より容易に移動することができ、質の高い教育・保育及

び子育て支援の提供を受けることができるよう、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的

条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況、幼児期

の教育と小学校教育との連携・接続などを総合的に勘案し、設定することになります。 

本市は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域とし、市内全域を

１つの提供区域として設定します。 

 

（１）砂川市における教育・保育提供区域 

事業区分 区域設定 考え方 

１号認定（３～５歳） 

市内全域 
現状の提供体制、利用状況を踏まえ、 

砂川市内全域とします。 

２号認定（３～５歳） 

３号認定（０歳） 

３号認定（１～２歳） 

 

 

（２）地域子ども・子育て支援事業ごとの区域設定 

各事業の性格から市内全域を基本とします。 

 

11 の事業 提供区域 考え方 

利用者支援に関する事業 
子どもの親又は子どもの保護者

からの相談に応じ、必要な情報の

提供及び助言等を実施する事業 

市内全域 
教育・保育施設の活動の一環であるため、 

砂川市内全域とします。 

地域子育て支援拠点事業 
公共施設や保育所等の地域の身

近な場所で、子育て中の親子の交

流・育児相談等を行う事業 

市内全域 
現状の提供体制、利用状況を踏まえ、 

砂川市内全域とします。 

妊婦に対して健康診査を実施

する事業 
妊婦が定期的に行う健診費用を

助成する事業 

市内全域 現状どおり、砂川市内全域とします。 
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11 の事業 提供区域 考え方 

乳児家庭全戸訪問事業 
生後４か月までの乳児のいる家

庭を訪問し、情報提供や養育環境

等の把握を行う事業 

市内全域 現状どおり、砂川市内全域とします。 

養育支援訪問事業 
養育支援が特に必要な家庭を訪

問して、保護者の育児、家事等の

養育能力を向上させるための支

援等を行う事業 

市内全域 
乳児家庭全戸訪問事業と同様に、 

砂川市内全域とします。 

子育て短期支援事業 
（ショートステイ・トワイライト

ステイ） 

保護者が、疾病・疲労など身体上・

精神上・環境上の理由により児童

の養育が困難となった場合等に、
児童養護施設などにおいて養育・

保護を行う事業 

市内全域 
他事業における現状の提供体制を踏まえ、 

砂川市内全域とします。 

子育て援助活動支援事業 
（ファミリー・サポート・センタ

ー） 

児童の預かり等を希望する依頼

会員と、援助を行うことを希望す

る協力会員との相互援助活動に

関する連絡・調整を行う事業 

市内全域 
現状の提供体制、利用状況を踏まえ、 

砂川市内全域とします。 

一時預かり事業 
保育所その他の場所において、一

時的に子どもを預かる事業 

市内全域 
教育・保育施設での利用も含むため、 

砂川市内全域とします。 

時間外保育事業（延長保育） 
保育認定を受けた子どもについ

て、通常の利用日及び利用時間以

外の時間において、保育所等で引

き続き保育を実施する事業 

市内全域 
通常利用する施設等での利用が想定されるた

め、砂川市内全域とします。 

病児・病後児保育事業 
保育の必要な乳幼児や児童で、病

気や病気の回復期にある場合に

病院・保育所等の付設の専用スペ

ース等で一時的に保育する事業 

市内全域 
他事業における現状の提供体制を踏まえ、 

砂川市内全域とします。 

放課後児童健全育成事業 
（学童保育所） 

共働き家庭など留守家庭の小学

生に対して、放課後に適切な遊

び、生活の場を提供し、その健全

育成を図る事業 

市内全域 
現状の提供体制、利用状況を踏まえ、 

砂川市内全域とします。 
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２ 教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保内容と実施時期 

（１）教育・保育の量の見込み 

本計画の作成時期における教育・保育の利用状況、ニーズ把握調査により把握した利用希望

を踏まえて、認定区分ごとに量の見込み（必要利用定員総数）を定めています。 

 

【認定区分】 

「子ども・子育て支援法」第 19 条等に基づき、教育・保育を利用する子どもについて、３

つの認定区分が設けられています。 

保護者の申請を受け、市が客観的基準に基づいて保育の必要性を認定（子どもの認定区分）

した上で施設型給付を行う仕組みとなっています。 

区分 対象年齢 保育の必要性 利用施設 

１号認定 ３～５歳 
幼児期の教育希望 

（教育標準時間認定） 
主に幼稚園に該当 

２号認定 ３～５歳 
保育の必要性あり 

（保育認定） 

主に保育所、 

認定こども園に該当 

３号認定 
０歳、 

１～２歳 

保育の必要性あり 

（保育認定） 

保育所 認定こども園、 

地域型保育に該当 
※施設型給付＝保護者本人への給付ではなく、新制度で幼稚園・保育所・認定こども園（教育・保育施設）を通じ

た共通の給付が行われること。 

 

 

（２）教育・保育の提供体制の確保内容と実施時期 

教育・保育の利用状況及びニーズ把握調査により把握する利用希望を踏まえ、教育・保育提

供区域ごとに均衡の取れた教育・保育の提供が行えるよう、小学校就学前の児童数の推移、教

育・保育施設の配置状況及び地域の実情等を考慮し、認定区分ごとに量の見込み（必要利用定

員総数）と確保の内容及び実施時期を設定します。 

 

①１号認定（３歳以上、幼児期の教育希望） 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要利用定員総数 93 人 93 人 88 人 89 人 81 人 

確保の内容 150人 150人 150人 150人 150人 

 

特定教育・保育施設 150人 150人 150人 150人 150人 

確認を受けない申出

を行った幼稚園 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

過不足 57 人 57 人 62 人 61 人 69 人 

※必要利用定員総数＝幼児期の教育・保育の量の見込み 

※確認を受けない申出を行った幼稚園＝自治体が施設型給付の対象となることを確認する「認定こども園・幼稚園・

保育所」に該当しない、私立幼稚園のこと。 
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②２号認定（３歳以上、保育の必要性あり） 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要利用定員総数 168人 166人 158人 159人 145人 

 

幼児期の教育の 

利用希望が強い 
26 人 25 人 24 人 24 人 22 人 

上記以外 142人 141人 134人 135人 123人 

確保の内容 214人 214人 214人 214人 214人 

 

特定教育・保育施設 184人 184人 184人 184人 184人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

企業主導型保育施設

の地域枠 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

認可外保育施設 30 人 30 人 30 人 30 人 30 人 

過不足 46 人 48 人 56 人 55 人 69 人 

※必要利用定員総数＝幼児期の教育・保育の量の見込み 

 

③３号認定（０歳、保育の必要性あり） 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要利用定員総数 11 人 11 人 10 人 10 人 10 人 

確保の内容 22 人 22 人 22 人 22 人 22 人 

 

特定教育・保育施設 17 人 17 人 17 人 17 人 17 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

企業主導型保育施設

の地域枠 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

認可外保育施設 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 

過不足 11 人 11 人 12 人 12 人 12 人 

※必要利用定員総数＝幼児期の教育・保育の量の見込み 

 

④３号認定（１・２歳、保育の必要性あり） 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要利用定員総数 51 人 44 人 43 人 42 人 42 人 

確保の内容 74 人 74 人 74 人 74 人 74 人 

 

特定教育・保育施設 59 人 59 人 59 人 59 人 59 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

企業主導型保育施設

の地域枠 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

認可外保育施設 15 人 15 人 15 人 15 人 15 人 

過不足 23 人 30 人 31 人 32 人 32 人 

※必要利用定員総数＝幼児期の教育・保育の量の見込み 
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（３）市立保育所における保育の実施 

保育の必要性の認定（２号、３号の保育の必要性の認定を受ける子ども）については、以下

の基準を策定します。また、この認定に基づき、市立保育所では保育時間を確保します。 

 

【保育必要性の事由と保育必要量】 

保育の必要性の事由によって、次のように保育の必要量（時間）を「保育標準時間」と「保

育短時間」と区分して、認定します。 

 事由 保育必要量の区分 保育の必要量の認定基準 

① 就労（月に 48時間以上） 

保育標準時間 月に 120 時間以上の就労 

保育短時間 
月に 48時間以上 120時間未

満の就労 

② 妊娠、出産（産前２か月、産後２か月） 保育標準時間  

③ 保護者の疾病、障がい 保育標準時間  

④ 
同居又は長期入院している親族の介護・看

護 

保育標準時間 月に 120 時間以上の介護等 

保育短時間 
月に 48時間以上 120時間未

満の介護等 

⑤ 災害復旧 保育標準時間  

⑥ 求職活動（起業準備を含む）（90 日以内） 保育標準時間  

⑦ 就学（訓練学校等における職業訓練を含む） 

保育標準時間 月に 120 時間以上の就学 

保育短時間 
月に 48時間以上 120時間未

満の就学 

⑧ 虐待、ＤＶのおそれがあること 保育標準時間  

⑨ 
育児休業取得中に、既に保育を利用している

子どもがいて、継続利用が必要であること 
保育標準時間  

⑩ 
その他上記に類する状態として市が認めた

場合 

保育標準時間 
 

保育短時間 

 

【保育必要量の認定】 

保育の必要性の事由によって、保育の必要量（時間）を「保育標準時間」と「保育短時間」

と区分して、認定します。 

保育の必要量 利用上限時間 

保育標準時間 
１日上限 11 時間（午前７時 15 分～午後６時 15 分） 
※この時間帯を超えて利用する場合は、延長保育の利用となります。 

保育短時間 
１日上限８時間（午前８時～午後４時） 
※この時間帯を超えて利用する場合は、延長保育の利用となります。 

 

【市立保育所の保育時間】 

保育標準時間と保育短時間を認定することに伴い、保育時間は次のようになります。 

   7：15 8：00       16：00  18：15 19：00 
                    

 保育標準時間認定 保育標準時間利用（最大で 11時間） 延長保育  
 

 

                 

 保育短時間認定 延長保育 保育短時間利用（最大で８時間） 延長保育 延長保育  

    開所時間  



28 

 

（４）幼児教育・保育の無償化への対応 

令和元年 10 月より実施された幼児教育・保育の無償化は、幼児教育・保育の重要性や負担

軽減を図る少子化対策の観点から実施される取組であり、この円滑な実施に努めます。 

 

施設種別 
対象となる 

子ども 
内容 

子ども・子育て支援新制

度移行幼稚園等 
満３～５歳 利用料が無償化 

認可保育所 

認定こども園等 
０～５歳 

利用料が無償化（０～２歳は住民税非課税世帯の子どもの

み） 

子ども・子育て支援新制

度未移行幼稚園等 
満３～５歳 月額 2.57 万円を上限として利用料が無償化 

認可外保育施設 

一時預かり事業 

病児・病後児保育事業 

ファミリー・サポート・

センター事業等 

０～５歳 

保育の必要性があると認定を受けた３～５歳の子どもの利

用料を月額 3.7 万円まで無償化（０～２歳は住民税非課税

世帯のみ月額 4.2万円まで） 

預かり保育事業 満３～５歳 

幼稚園等に在園している保育の必要性があると認定を受け

た３～５歳の子どもの利用料を、利用日数に応じて（450 円

×利用日数）月額 1.13万円まで無償化（満３歳は住民税非

課税世帯のみ月額 1.63万円まで） 

障がい児通園施設 ３～５歳 
３～５歳の障がい児通園施設を利用する子どもの利用料を

無償化 

 

 

３ 教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保の内容 

（１）基本的方針 

幼児期の教育・保育の一体的な提供については、幼稚園機能と保育所機能の統合のみならず、

保護者の就労の実態、教育・保育の質の向上、乳幼児期の発達が連続性を有するものであるこ

となどを大切に考え、子どもが健やかに育成されるための環境づくりを進めていくことが重要

です。 

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なものであり、「子ど

もの最善の利益」が実現される社会を目指すことを第一に考えながら、質の高い教育・保育の

提供と、保護者や地域の子育て力の向上に向けた支援を実施していくことは、本市の未来を見

据える上で重要な施策の一つです。 
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（２）認定こども園について 

小学校就学前の子どもに対する教育・保育については、従来、幼稚園・保育所により担われ

てきましたが、親の就労形態の変化、少子化等により教育・保育に対するニーズも大きく変化

してきました。このような状況の中、地域において子どもが健やかに育成される環境の整備を

するため、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」（平成

18 年法律第 77 号）が平成 18 年６月に公布され、同年 10 月から認定こども園制度がスタ

ートしました。 

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況及びその変化に関わ

らず、柔軟に子どもを受け入れられる施設です。保護者の就労の有無に関わらず、０歳から就

学前の全ての子どもが利用可能になるなどメリットもありますが、認定こども園を先駆けて整

備した市町村からは、「保育時間がまったく異なる子どもたちを、同じ施設で保育することは

できない」「直接契約制度は、保育所をさがす親の“負担”と“不安”を倍増させる」などのデ

メリットも出てきています。 

本市としては、認定こども園制度への移行については、慎重に議論を重ね、見定める必要が

あると考えています。既存の幼稚園・保育所での教育・保育体制を維持し、それぞれの教育・

保育方針を尊重しつつ、相互に連携・協働する体制を構築し、市民に向け一体的な子育て支援

サービスの提供に努めていきます。 

 

 

４ 教育・保育の質の向上 

質の高い教育・保育及び子育て支援を提供するためには、幼稚園教諭、保育士等子どもの育

ちを支援する者の専門性や経験が極めて重要であり、研修等によりその専門性の向上を図るこ

とが必要です。 

全ての子どもの健やかな育ちを保障していくために、発達段階に応じた質の高い教育・保育

及び子育て支援を提供し、その質の確保・向上のために、適切な評価を実施するとともに、結

果を踏まえた改善努力を行います。 

 

①保育教諭の資格取得の促進 

質の高い教育・保育及び子育て支援を提供するため、教育と保育を一体的に提供する施設で

ある幼保連携型認定こども園での勤務が可能となる、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持

つ保育教諭について、資格取得の特例制度などを活用し、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両

方の取得促進に向けた支援に努めます。 

 

②幼稚園教諭と保育士の合同研修 

幼稚園教諭と保育士が、教育と保育を一体的に提供する意義や課題を共有できるよう、合同

研修会の開催などによる支援に努めます。 
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③保育士の処遇改善 

保育の担い手である保育士の確保が全国的な課題となっていることから、本市においても、

国や道の制度を活用し、保育士の処遇改善に取り組みます。 

 

④特に配慮を要する子どもに関わる職員の資質向上 

健康状態や発達の状況、家庭環境等から配慮を要する子どもについては、一人ひとりの状況

を的確に把握し、適切な教育・保育が提供されるよう、専門機関等との連携を強化するととも

に、職員の資質向上を図ります。 

 

 

５ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設の円滑な利用に

向けた方策 

保護者が産休・育休明けの希望する時期に、円滑に教育・保育施設、地域型保育事業を利用

できるよう、休業中の保護者に対して情報提供に努めます。 

 

①保護者に対する情報提供の充実 

市ホームページや広報紙などで、教育・保育の正確な情報発信に努めることにより、妊婦及

び子育て中の保護者が、いつでも、どこでも必要な情報を取得することができる環境を整備し

ます。 

また、妊娠届出時や出産後における「乳児家庭全戸訪問事業」の機会などを通じて、教育・

保育の利用に関する情報提供や保護者からの相談に応じます。 

さらに、今後は、より充実した情報提供、相談対応ができるよう子育て世代包括支援センタ

ーの設置について検討します。 

 

②相談支援体制の充実 

子どもや保護者にとって身近な子育て支援センター等を活用し、教育・保育の利用に関して、

いつでも保護者からの相談に応じています。 

また、「利用者支援事業」を活用して、各家庭のニーズに応じた教育・保育の紹介及びあっせ

んを行うことにより、円滑な事業利用へとつなげます。 
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６ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保内容と実

施時期 

国の基本指針等に沿って、「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」を定めます。さら

に、設定した「量の見込み」に対応するよう、事業ごとに地域子ども・子育て支援事業の確保

の内容及び実施時期を設定します。計画期間における量の見込み、確保の方策は以下のとおり

です。 

 

（１）利用者支援事業 

子どもや保護者が、幼稚園・保育所での教育・保育や一時預かり、学童保育等の地域子育て

支援事業の中から適切なものを選択し円滑に利用できるよう、情報提供や相談を含めた支援を

行う事業です。 

 

[対象] ０～５歳 

子育て世代包括支援センターでの実施について検討します。 

 

目的 

子ども及びその保護者等又は妊娠している方が、教育・保育施設や地域の子育て支援

事業等を円滑に利用できるように情報収集と提供を行い、必要に応じて相談・助言等

を行うとともに、関係機関との連絡調整を実施し、支援する。 

内容 
子育て家庭の「個別ニーズ」を把握し、教育・保育施設及び地域子育て支援事業の利

用に当たっての「情報集約・提供」「相談」「利用支援・援助」を行う。 

対象 ０歳～就学前の親子 期間 通年 

 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施予定 

か所数 

基本型・ 

特定型 
0 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

母子 

保健型 
0 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

※実施体制 

実施機関：ふれあいセンター、子育て支援センター、子育て支援係 

 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

公共施設や保育所、公民館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子の交流や

育児相談、情報提供等を実施する事業です。 

 

[対象] ０歳～就学前 

[単位] 延べ利用者数（年間）人回／年 

現状に引き続き実施します。 
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（ア）にこにこ広場 

目的 
保育士による情報提供、親子や子ども同士が一緒に遊びながら交流を深める場を提

供することにより子育て支援を推進する。 

内容 
保育士が歌や体操、季節ごとの工作遊びやゲームなど、親子や子ども同士が一緒に遊

べるプログラムを作成するほか、運動会や季節の行事など様々な事業を実施する。 

対象 ０歳～就学前の親子（登録制） 期間 通年 

 

（イ）にこにこサロン 

目的 
親子や子ども同士が一緒に遊びながら交流を深める場を提供し、子育て支援を推進

する。 

内容 
親子や子ども同士が一緒に遊べる場や、親同士が子育てについての情報交換をでき

る場を提供する。 

対象 ０歳～就学前の親子 期間 通年 

 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 5,383 人回 4,888 人回 4,770 人回 4,691 人回 4,592 人回 

確保の 

方策 

利用者数 5,500 人回 5,000 人回 5,000 人回 5,000 人回 5,000 人回 

か所数 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

※実施体制 

実施機関：子育て支援センター 

 

 

（３）妊婦健診事業 

妊婦が定期的に行う健診費用を助成する事業です。正式には、「妊婦一般健康診査事業（道協

定委託）及び砂川市妊婦一般健康診査費用助成事業」です。 

 

現状に引き続き実施します。 

目的 
妊娠期の異常を早期に発見し、適切な治療や保健指導を行い、安全な分娩と健康な児

の出生を促す。 

内容 

妊婦一般健康診査受診票 14 枚（超音波検査６回含）と砂川市妊婦一般健康診査補助

券（15 回目以降の健診及び超音波検査有料回分）を妊娠届出時と妊婦健康相談時に

分けて発行し、受診を促す。健診は委託医療機関において実施。 

対象 妊婦 期間 通年 
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■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 100人 96 人 93 人 90 人 89 人 

確保の方策 100人 96 人 93 人 90 人 89 人 

※実施体制 

実施場所：委託医療機関 

実施体制：医療機関と委託契約 

検査項目：国が定める基本的な妊婦健康診査項目 

実施時期：通年実施 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に

関する情報提供などを行うとともに、親子の心身の状況や養育環境などの把握や助言を行い、

支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供につなげるものであり、この訪問を、乳児の

いる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立を防ぐことを目指

す事業です。 

 

[対象] ０歳 

現状に引き続き実施します。 

 

目的 

妊娠・出産を安心して迎えられ、その後に続く育児においても、母親が安心して育児

ができるよう個別の状況を総合的に判断しながら支援をし、母子の健康の保持増進

を図る。 

内容 

こんにちは赤ちゃん事業として、全新生児を対象に保健師による家庭訪問を実施。 

親子の心身の状況や養育環境などの把握や助言を行い、必要に応じて地域社会や関

係部局と連携を図る。 

対象 ０歳～生後４か月までの親子 期間 通年 

 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 86 人 83 人 80 人 78 人 77 人 

確保の方策 86 人 83 人 80 人 78 人 77 人 

※実施体制 

実施機関：ふれあいセンター 

協力部署：子育て支援センター 
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（５）養育支援訪問事業その他要保護児童等に対する支援に資する事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させるため

の支援（相談支援、育児・家事援助など）を行う事業です。正式名は、「養育支援訪問事業及び

要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対する支援に資する事業」です。 

 

[対象] 要支援児童、特定妊婦、要保護児童（注） 

現状に引き続き実施します。 

 

（ア）乳児幼児訪問指導 

目的 
妊娠・出産を安心して迎えられ、その後に続く育児においても、母親が安心して育児がで

きるよう個別の状況を総合的に判断しながら支援し、母子の健康の保持増進を図る。 

内容 
乳幼児健診などで支援が必要と判断したもの、心身障がい児、健診未受診者などを対

象に家庭訪問を実施。 

対象 ０歳～就学前までの親子 期間 通年 

 

（イ）妊産婦訪問指導 

目的 
妊娠・出産を安心して迎えられ、その後に続く育児においても、母親が安心して育児がで

きるよう個別の状況を総合的に判断しながら支援し、母子の健康の保持増進を図る。 

内容 
全初妊婦・妊娠８か月以降届出の者・異常の既往などで支援の必要な者を対象に家

庭訪問を実施し、相談・指導を行う。産婦の対象は乳児家庭全戸訪問事業に準じる。 

対象 妊産婦 期間 通年 

 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 11 人 11 人 10 人 10 人 10 人 

確保の方策 11 人 11 人 10 人 10 人 10 人 

※実施体制 

実施機関：ふれあいセンター、子育て支援センター、子育て支援係 

 

（注）対象について（児童福祉法第６条の２第５項の規定より） 

要支援児童：乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特

に必要と認められる児童 

特 定 妊 婦：出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 

要保護児童：保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童 

 

※砂川市要保護児童対策地域協議会 

目的 
児童虐待など複雑、多様化する児童に関する諸問題の未然防止や発生時の迅速な対

応を図るため関係各機関が集い、児童虐待の未然防止や対策など協議を行う。 

内容 
要保護児童及びその保護者に対する情報の交換、支援の内容に関する協議、支援方策

の具体的な検討や支援。 

対象 関係機関 期間 必要の都度随時 
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（６）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難となった

場合等に、児童養護施設などにおいて養育・保護を行う事業です。 

 

[対象] ０～５歳 

[単位] 延べ利用者数（年間）人／年 

現在、当該事業の実施はしていません。 

今後も、需要の状況に応じ、設置を検討します。 

 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

確保の方策 － － － － － 

 

 

（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（協力会員）、両方を

兼ねる人（両方会員）に会員登録してもらい、子育てのサポートを提供する相互援助活動を行

う、就学児が対象の事業です。 

 

[対象] 就学児 ※本市では未就学児も対象としています。 

現状に引き続き実施します。 

 

目的 
地域において育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者による会員登録制

の相互援助活動組織をつくり、地域における子育て支援環境づくりに努める。 

内容 

急な残業時や、保育所や習い事への送迎時など、突発的で変動的な保育ニーズに対応

するため、地域において育児の援助が必要な人（依頼会員）と子どもを預かることの

できる人（協力会員）による会員登録制の相互援助活動組織をつくり、依頼に応じて

協力会員により保育を実施し、子育て中の保護者の育児をサポートする。（料金は別

途徴収する） 

対象 満１歳以上の未就学児及び就学児 期間 通年 

 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の 

見込み 

低学年 32 人日 30 人日 29 人日 29 人日 28 人日 

高学年 92 人日 88 人日 86 人日 83 人日 82 人日 

確保の 

方策 

低学年 32 人日 30 人日 29 人日 29 人日 28 人日 

高学年 92 人日 88 人日 86 人日 83 人日 82 人日 

※実施体制 

実施機関：子育て支援センター（ファミリー・サポート・センター）  
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（８）一時預かり事業 

保護者のパートタイム就労や疾病・出産などにより、保育が一時的に困難となった幼児につ

いて、保育所その他の場所において、一時的に預かりを行う事業です。 

 

[対象] ①幼稚園在園児は３～５歳  ②在園児以外の１～５歳 

[単位] 延べ利用者数（年間）人日／年 

 

①幼稚園の一時預かり（幼稚園型） 

現状に引き続き実施します。 

 

目的 

幼稚園において、教育課程に係る教育時間の前後や休業日において、在園児を対象に教

育活動を行うことで、職業などを持っているが、子どもを幼稚園に通わせたいという保

護者のニーズに対する支援や、家庭や地域の教育力を補完し、その再生・向上を図る。 

内容 
砂川天使幼稚園において、月～金曜日（８時～10時、14 時～17 時）及び長期休業中（９

時～16時）に在園児を対象に一時的な保育を行う。（保育料を設定し徴収） 

対象 在園児 期間 通年 

 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み合計 2,659 人日 2,638 人日 2,502 人日 2,528 人日 2,303 人日 

 

幼稚園の在園児を対

象とした一時預かり 

（１号認定見込み） 

2,078 人日 2,079 人日 1,966 人日 1,991 人日 1,777 人日 

 

幼稚園の在園児を対

象とした一時預かり 

（２号認定見込み） 

581人日 559人日 536人日 537人日 526人日 

確保の方策 3,000 人日 3,000 人日 3,000 人日 3,000 人日 3,000 人日 

※実施体制 

実施機関：砂川天使幼稚園 

 

②保育所等の一時預かり（幼稚園型以外） 

現状に引き続き実施します。 

 

目的 

保育所に入所していない児童で保護者の疾病等により緊急的に保育を必要とする児

童、並びに保護者の育児に伴う負担の解消のため一時的に保育を必要とする児童に対

して保育を行うことで、対象児童の福祉の向上を図る。 

内容 
ひまわり保育園において、月～土曜日（８時 30分～17 時）まで１～５歳児を対象に一

時的な保育を行う。（保育料を設定し徴収） 

対象 事前に利用申込みをした１～５歳児 期間 通年 
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■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 961人日 907人日 874人日 870人日 826人日 

 
保育所の一時預かり 

（幼稚園型以外） 
917人日 865人日 833人日 830人日 787人日 

 
子育て援助活動支援

事業 
44 人日 42 人日 41 人日 40 人日 39 人日 

確保の方策 2,974 人日 2,972 人日 2,971 人日 2,970 人日 2,969 人日 

 
保育所の一時預かり 

（幼稚園型以外） 
2,930 人日 2,930 人日 2,930 人日 2,930 人日 2,930 人日 

 
子育て援助活動支援

事業 
44 人日 42 人日 41 人日 40 人日 39 人日 

※実施体制 

実施機関：ひまわり保育園 

 

 

（９）時間外保育事業（延長保育） 

保護者の就労形態の多様化、長時間の通勤等に伴う延長保育需要に対応するため、保育標準

時間又は保育短時間を超えて、朝は午前７時 15 分から、夜は午後７時 00 分までの保育を実

施する事業です。 

 

[対象] １～５歳 

現状に引き続き実施します。 

 

目的 
保育所入所児童のうち、勤務等が長時間にわたる保護者の希望に基づき時間を延長

して保育を行うことで、対象児童の福祉の向上を図る。 

内容 
市内の３保育所で１～５歳児を対象に午後７時 00分までの保育を行う。保育料は別

途徴収。 

対象 保育所入所児童 １～５歳児 期間 通年 

 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 76 人 73 人 70 人 70 人 66 人 

確保の方策 80 人 80 人 80 人 80 人 80 人 

※実施体制 

実施機関：ひまわり保育園、さくら保育園、空知太保育所 
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（10）病児・病後児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業） 

病児・病後児保育事業は、病気にかかっている子どもや回復しつつある子どもを病院等の医

療機関や保育施設の付設の専用スペース等で看護師等が一時的に預かる事業です。 

 

[対象年齢] 生後６か月～小学校３年生 

現状に引き続き実施します。 

 

目的 

保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な

場合の保育需要に対応するため、病中又は病気の回復期にある子どもを一時的に保

育し、安心して子育てができる環境の整備や児童の福祉の向上を図る。 

内容 

生後６か月から小学校３年生までを対象とし、病中又は病気の回復期にある子ども

を、就労などのため家庭で保育できない保護者に代わり、砂川市立病院内の施設で一

時的に保育する。 

対象 生後６か月～小学校３年生 期間 通年 

 

■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 1,040 人日 988人日 950人日 947人日 892人日 

確保の方策 879人日 879人日 879人日 879人日 879人日 

 
病児・病後児保育事

業 
879人日 879人日 879人日 879人日 879人日 

 
子育て援助活動 

支援事業 
0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

 

 

（11）放課後児童健全育成事業（学童保育所） 

主に保護者が就労等により昼間は家庭にいない小学生に、適切な遊びや生活の場を提供して、

児童の健全育成を図る事業です。 

 

[対象] 就学児（６～11 歳） 

現状に引き続き実施します。 

 

目的 

保護者の就労等により保育を必要とする小学校の就学児童に対し、遊びの場及び生活

の場を提供するとともに、保護者に代わり保育することにより、児童の健全な育成を図

る。 

内容 

保護者から申請があった小学生を放課後や土曜日、長期休業中に指導員が保育する。保

育内容は、自由遊びや集団遊び、生活習慣を身に付ける活動、誕生会などの行事を行

う。 

対象 小学生 期間 通年 
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■量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の 

見込み 

１年生 33 人 35 人 35 人 34 人 34 人 

２年生 29 人 27 人 28 人 29 人 28 人 

３年生 19 人 24 人 23 人 24 人 24 人 

４年生 16 人 16 人 20 人 19 人 19 人 

５年生 16 人 10 人 9 人 12 人 11 人 

６年生 9 人 11 人 7 人 7 人 8 人 

低学年 81 人 86 人 86 人 87 人 86 人 

高学年 41 人 37 人 36 人 38 人 38 人 

確保の 

方策 

低学年 140人 150人 150人 150人 150人 

高学年 50 人 40 人 40 人 40 人 40 人 

※実施体制 

実施機関：砂川学童保育所、豊沼学童保育所、中央学童保育所、北光学童保育所、空知太学童

保育所 

 

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難であ

る者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当

該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助する事業です。 

 

幼児教育・保育の無償化に伴い、実費徴収の対象となる子どもの見直しがあったため、対象

児童を適切に把握した上で事業の実施を検討していきます。 

 

 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

待機児童解消加速化プランによる保育の受皿拡大や子ども・子育て支援新制度を円滑に実施

していくために、多様な事業者の能力を活用しながら、保育所、小規模保育などの設置を促進

していく事業です。 

 

現状の保育施設にないものに対して、需要を検討しながら手段を講じていきます。 
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７ 「新・放課後子ども総合プラン」に基づく取組の推進について 

国は、平成 26 年７月に「放課後子ども総合プラン」を策定し、平成 30 年９月には「新・

放課後子ども総合プラン」を策定しました。その中で、全ての児童が放課後等を安全・安心に

過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、共働き家庭等の「小 1 の壁」「待機児童」

などの問題を解消するために、「新・放課後子ども総合プラン」においては、学童保育と放課後

子ども教室の両事業の計画的な整備等を推進する方向性が示されています。 

本市では、学童保育の推進はもちろんのこと、放課後子ども教室についても、既存教室の活

用や地域の施設等を活用しながら、保護者の就労有無に関わらない、子どもの安全・安心な居

場所づくりとして、事業を推進していきます。 

就学後の放課後など子どもの居場所づくりについては、教育、福祉、就労等、様々な分野が

関わっているため、今後、学童保育所及び放課後子ども教室を一体的又は連携して実施してい

くために、教育委員会と福祉部局が連携し、共通理解、情報共有を図りながら、計画的整備等

に向けて取り組んでいきます。また、放課後子ども教室を未実施の２か所の小学校区において、

令和３年度からの開設を目指し、全ての小学校区において、学童保育所と放課後子ども教室を

実施することで、連携の強化を図っていくこととします。 

さらに、継続的な事業実施が可能となるよう、国や道の関係機関への働きかけを行っていき

ます。 

 

８ 地域子ども・子育て支援事業の質の向上 

乳幼児期の発達が連続性を有するものであることや、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成

の基礎を培う重要なものであることに十分留意し、教育・保育施設及び地域型保育事業を行う

者の相互の連携並びに幼稚園、保育所及び認定こども園と小学校等との連携についての基本的

考え方を踏まえ、これらの連携を推進します。 
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９ 児童虐待防止対策の充実 

養育支援を必要とする家庭を早期に発見し、地域資源や民生児童委員をはじめとした「地域

のちから」を活用して児童虐待の発生予防をするほか、早期発見、早期対応に努めます。また、

児童相談所の権限や専門性を要する場合には、遅滞なく介入を求められるよう、これに先立ち、

関係機関との連携を強化し、密接に情報を共有していくことが不可欠と考えます。 

 

（１）関係機関との連携及び市における相談体制の強化 

子ども・子育てに関する相談は、「にこにこ広場」をはじめ、「にこにこサロン」、コミュニテ

ィセンターや地域交流センターゆう等で実施している「サテライト事業」などを通して子育て

支援センターで相談を受けています。さらに、ふれあいセンター、社会福祉課、学務課、各保

育所、幼稚園、小中学校などにおいて、子どもに関わる相談ができる体制になっています。子

どもが家庭を含めて、安心して安定した社会生活を送ることができるよう、今後もこうした相

談体制の維持・強化に努めていきます。 

また、児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応等のためには、これらの相談体制を軸に関

係機関の連携並びに情報の収集及び共有により、子育て世帯への支援を行うとともに、実際の

児童虐待事例への対応をはじめ、要保護・要支援児童への組織的な対応や適切なアセスメント

を確保していくことが必要となります。このため、関係機関との情報共有、連携を図るととも

に、関係機関への専門性を有する職員の訪問や、北海道が実施する講習会等への参加等を通じ

た体制の強化及び資質の向上を図ります。 

さらに、一時保護などの実施が適当と判断した場合や児童相談所の専門性や権限を要する場

合には、児童相談所長などへの通告を行うほか、児童相談所に適切に援助を求めつつ、北海道

と相互に協力して、児童虐待による重大事例の発生を食い止める体制を強化していきます。 

 

（２）発生予防、早期発見、早期対応等 

児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応等のため、健康診査や保健指導等の母子保健活動、

地域の医療機関等との連携、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の実施等を通

じて、妊娠、出産及び育児期に養育支援を必要とする子どもや妊婦の家庭を早期に把握するよ

う努めます。特に支援を必要とする場合には、養育支援訪問事業等への速やかかつ適切な支援

につなげるようにします。 

また、児童福祉、母子保健の各担当部局が日頃から緊密な連携を図るとともに、医療機関と

も効果的な情報の提供及び共有を行い、連携体制を強化していく必要があります。さらに、幼

稚園や保育所、小中学校、スクールソーシャルワーカー、子どもに関わる機関等の地域資源や、

民生児童委員をはじめ、子育て世帯の保護者や市民の皆様の「地域のちから」を活用して児童

虐待の防止、早期対応に努めます。 
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10 ひとり親家庭の自立支援の推進 

ひとり親家庭の自立支援は、母子・父子自立支援員による母子・父子家庭相談や就業支援、保

育及び放課後児童健全育成事業（学童保育所）の利用に際しての配慮等の各種支援策を推進する

ほか、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」、同法に基づく国の基本方針及びこれに即して北海道が

策定する「母子家庭及び寡婦自立促進計画」等の定めるところにより、子育て・生活支援策、就

業支援策、養育費の確保策及び経済的支援策を四本柱として総合的な自立支援を推進します。 

 

（ア）手当等の支給 

取組 児童扶養手当支給事業 社会福祉課子育て支援係 

目的 
児童を養育している母子・父子家庭等に対して手当を支給することにより、生活の安

定と自立の促進に努める。 

内容 
母子・父子家庭等で児童を養育している者の申請により、受給者資格及び児童扶養手

当の額について認定を行い、対象となった者に児童扶養手当を支給する。 

対象 母子・父子家庭等で児童を養育している者 

期間 通年（定期払い 年６回） 

 

取組 母子・父子・寡婦福祉資金貸付 社会福祉課子育て支援係 

目的 
母子・父子家庭等を対象とした福祉資金の貸付けにより、その家庭の経済的自立が助

長されるよう努める。 

内容 
資金の種類は 13種類あり、対象者、償還、利子についても取扱いが異なるため、制

度の説明や相談に応じ、目的に応じた資金の貸付けの申請を受ける。 

対象 母子家庭の母及び父子家庭の父、母子福祉団体、父母のない児童 

期間 通年 

 

取組 ひとり親家庭等医療費助成事業 市民生活課保険係 

目的 
医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに、福祉の増進に

努める。 

内容 

申請により対象となった者の医療費の一部を助成。（所得制限あり） 

就学前の子どもと市民税非課税世帯の小学生は自己負担なし。市民税課税世帯の小

学生以上の方に係る自己負担は１割負担。市民税非課税世帯の中学生以上の方は初

診時一部負担金のみ。 

※令和２年７月診療分までは、市民税非課税世帯の小学生は初診時一部負担金のみ。 

対象 

ひとり親家庭で 20歳未満の子どもを扶養している親と子（親は入院医療費のみ対象）、

又は両親の死亡若しくは行方不明等により、他の家庭で扶養されている 20歳未満の子。 

ただし、18～20歳未満の子は、大学・専門学校等に在学しているなどの理由により扶養

されている場合のみ対象。 

期間 通年 
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（イ）相談・指導 

取組 母子・父子家庭相談 社会福祉課子育て支援係 

目的 
母子・父子家庭等からの相談を母子・父子自立支援員が応じることにより、その家庭

の自立支援を促進するとともに、家庭生活の安定及び向上に努める。 

内容 
福祉事務所に母子・父子自立支援員を配置し、母子・父子家庭等からの相談に応じ、助

言及び指導を行う。 

対象 母子・父子家庭等 

期間 通年 

 

（ウ）就労等支援 

取組 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業 社会福祉課子育て支援係 

目的 
母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、個々の主体的な能力開発の取組を支援し、

母子・父子家庭の経済的自立の促進を図り、家庭生活の安定及び向上に努める。 

内容 
資格を取得するため、対象となる教育訓練講座を受講する際に支払った受講費用の

一部（60％）を支給する。 

対象 母子家庭の母及び父子家庭の父 

期間 通年 

 

取組 母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業 社会福祉課子育て支援係 

目的 

母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、給付金を支給することにより、修業期間中に

おける生活の負担軽減を図り、資格取得を容易にすることで、母子家庭及び父子家庭

の経済的自立の促進を図る。 

内容 
看護師等の就職に有利な資格取得に係る養成機関に修業する際に、生活の負担軽減

のため給付金を支給し、さらに市独自で交通費（ＪＲ定期券代）も支給する。 

対象 母子家庭の母及び父子家庭の父 

期間 通年 

 

取組 母子・父子自立支援プログラム策定事業 社会福祉課子育て支援係 

目的 

個々の児童扶養手当受給者の自立を促進するため、個々のケースに応じた自立支援

プログラムを策定し、これを基に公共職業安定所と連携することにより、継続的な相

談及び情報提供を充実させ、就業・自立支援を行う。 

内容 

自立・就労に対する意欲がある児童扶養手当受給者から経済的な相談や就職の相談

があった際には、公共職業安定所へ同行するなど、就職に関する助言、指導を行い、

自立・就労への支援を行う。 

対象 児童扶養手当受給者 

期間 通年 

 

取組 母子世帯向け住宅の管理 建築住宅課住宅係 

目的 
母子世帯向けの住宅の確保を図ることにより、母子家庭における生活の安定と福祉

の増進に努める。 

内容 

20 歳未満の子どもを扶養している母子で、公営住宅への入居を希望している者に対

して優先的に措置できるよう、公営住宅の一部（三砂団地Ｄ棟３Ｆ６戸）を特定目的

住宅として管理する。 

対象 20 歳未満の子どもを扶養している母子 

期間 通年 
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11 障がい児施策の充実 

障がいの原因となる疾病及び事故の予防、早期発見、治療の推進を図るため、妊婦及び乳幼

児に対する健康診査の受診、学校における健康診査等の実施を推進することが必要です。 

また、障がい等により支援が必要な子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生

活できるようにする観点から、自立支援医療（育成医療）の給付のほか、年齢や障がい等に応

じた専門的な医療や療育の適切な提供が必要です。そして、保健、医療、福祉、教育等の各種

施策の連携により、在宅支援の充実、就学支援を含めた教育支援体制の整備等、一貫した総合

的な取組を推進するとともに、専門関係機関等による地域支援・専門的支援の強化や保育所等

訪問支援の活用を通じた障がい等による特別な支援が必要な子どもと、その家族等に対する支

援の充実が必要です。 

さらに、自閉症、学習障がい（ＬＤ）、注意欠如多動性障がい（ＡＤＨＤ）等の発達障がいを

含む障がいのある子どもには、障がいの状態に応じて、その子の可能性を最大限に伸ばし、そ

の子どもが自立して社会参加するために必要な力を養うため、教諭や保育士など子どもを支援

する職員の資質向上を図りつつ、一人ひとりの希望に応じた適切な教育上の支援等を行う必要

があります。 

そのためには、乳幼児期を含め早期に適切な相談が受けられるよう本人や保護者には十分に

情報を提供していく必要があります。幼稚園、保育所、認定こども園、小中学校、特別支援学

校等においては、保護者を含めた関係者が教育上必要な支援等について共通理解を深めること

で、保護者の障がい受容及びその後の円滑な支援につなげていくことが重要です。併せて、本

人と保護者、市、教育委員会、学校等が、教育上必要な支援等について、適切な連携、相談体

制により合意形成を図ることが求められます。特に発達障がいについては、社会的な理解が十

分に得られていないことから、適切な情報の周知が必要であり、さらに、家族が適切に子育て

を行えるよう家族支援を行うなど、関係機関と連携を密にして、支援体制整備を行うことが必

要です。 

 

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業を行う者、放課後児童健全育成事業（学童保育所）

を行う者等は、障がい児等特別な支援が必要な子どもの受け入れを推進するとともに、受け入

れに当たっては、各関係機関との連携を図ることが必要です。 

 

取組 児童発達支援 子ども通園センター 

目的 

心身の発達や成長に、遅れや心配のある児童に対し、その発達を促すことを目標に、

関係機関と連携しながら、必要な療育指導、相談、援助を行い、健やかな成長を家族

と一緒に目指す。 

内容 
対象児童及び保護者に一緒に通園してもらい、指導員が日常生活の基本動作や集団

生活への適応訓練、保護者に対する助言などのサービスを提供する。 

対象 
２市４町（砂川・歌志内・上砂川・奈井江・浦臼・新十津川）の市町が発行する受給

者証を持つ児童及びその保護者（０歳から小学生まで） 

期間 通年 
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取組 障がい児保育（保育所） 社会福祉課子ども保育係 

目的 
保護者の就労等により保育を必要とする障がい児の成長と自立支援のため、障がい

児保育を行うことで、対象児童の福祉の向上を図る。 

内容 
市内の３保育所で、障がいの程度に応じて保育士を加配し、集団保育の中で障がい児

保育を行う。 

対象 障がいが特別な医療処置を必要としない程度、集団保育が可能、毎日通所できる児童 

期間 通年 

 

取組 障がい児保育（学童保育所） 社会福祉課子ども保育係 

目的 
保護者の就労等により保育を必要とする障がい児の成長と自立支援のため、障がい

児保育を行うことで、対象児童の福祉の向上を図る。 

内容 市内の５学童保育所で、集団保育の中で障がい児保育を行う。 

対象 集団保育が可能な障がい児 

期間 通年 

 

取組 肢体不自由児療育訓練事業 社会福祉課子育て支援係 

目的 

運動発達に遅れがみられる又は肢体に障がいのある児童（者）に対し、理学療法士に

よる適切な訓練を行うことにより、運動発達の促進や障がいの進行を抑制する。ま

た、軽度の障がいのある児童に対しては、日常生活に役立つ訓練を施し自立を促す。 

内容 

関係機関の理学療法士により、運動発達に遅れがみられる又は肢体に障がいのある

児童（者）に訓練を行う。また、今後は言語発達に遅れがみられる児童に対しても、

言語聴覚士により、療育訓練を行う。 

対象 
運動発達に遅れがみられる又は肢体に障がいのある児童（者）、言語発達に遅れがみ

られる児童 

期間 月１回程度 

 

取組 障害児福祉手当支給事業 社会福祉課社会福祉係 

目的 
重度の障がいの状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする障がい児に手

当を給付することにより、当該児や介護者の負担の軽減に努める。 

内容 

在宅の重度の障がい児であって、日常生活において常時介護を必要とする当該児童

へ手当を支給する。また、受給要件を満たす重度障がい児が手当を受給できるよう、

制度の周知を徹底する。 

対象 上記に該当する児童  

期間 通年（定期払い 年４回） 

 

取組 自立支援医療（育成医療）事業 社会福祉課社会福祉係 

目的 
医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに、福祉の増進に

努める。 

内容 
申請により対象となった者の医療費の一部を助成。 

自己負担額が原則１割負担。世帯の所得の状況により負担上限月額を設定。 

対象 

障がい児（障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患

がある児童を含む。）で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確

実に効果が期待できる方。 

期間 通年（定期払い 年４回） 
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取組 重度心身障害者医療費助成事業 市民生活課保険係 

目的 
医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに、福祉の増進に

努める。 

内容 

申請により対象となった者の医療費の一部を助成。（所得制限あり） 

就学前の子どもと市民税非課税世帯の小学生は自己負担なし。市民税課税世帯の小

学生以上の方に係る自己負担は１割負担。市民税非課税世帯の中学生以上の方は初

診時一部負担金のみ。 

※令和２年７月診療分までは、市民税非課税世帯の小学生は初診時一部負担金のみ。 

対象 

身体障害者手帳１級、２級又は３級（３級は内部障がいに限る）に該当する方、療育

手帳Ａ判定又は重度の知的障がいと診断（判定）された方、精神福祉手帳１級に該当

する方（通院医療費のみ対象） 

期間 通年 

 

取組 子ども通園センター交通費助成事業 社会福祉課子育て支援係 

目的 

心身の発達や成長に、心配や遅れのある就学前児童が、子ども通園センターに通園す

る際の保護者の交通費を助成することで、経済的な負担軽減を図り、福祉の増進に努

める。 

内容 
自宅より子ども通園センターまで、療育指導を受けるために通う公共交通機関の往

復交通費の一部を申請により支給する。 

対象 市内に住所を有し、就学前児童と共に子ども通園センターに通園する保護者 

期間 通年 

 

取組 肢体不自由児療育訓練交通費助成事業 社会福祉課子育て支援係 

目的 
肢体不自由児療育訓練に通う際の保護者の交通費を支給することにより、経済的な

負担軽減を図り、障がい児の福祉の増進に努める。 

内容 自宅より訓練を行う施設まで、ハイヤー料金の一部を申請により支給する。 

対象 市内に住所を有し、肢体不自由児療育訓練に参加する児童の保護者 

期間 通年 

 

取組 重症心身障害児等通園施設交通費助成事業 社会福祉課社会福祉係 

目的 
在宅の重症心身障がい児（者）が通園施設に通園する交通費を助成することにより、

経済的な負担軽減を図り、重症心身障がい児の福祉の増進に努める。 

内容 
自宅より重症心身障がい児通園施設（北海道が設置する重症心身障がい児等通園施

設）に通う場合、通園施設が行う送迎バス料金の一部を助成する。 

対象 市内に住所を有し、重症心身障がい児通園施設に通園する児童の保護者 

期間 通年 

 

取組 特別支援学級就学扶助 学務課学校教育係 

目的 児童生徒の特別支援学級就学に際し、保護者負担の軽減を図る。 

内容 審査該当となった保護者に学用品費、給食費、通学費等の扶助を行う。 

対象 特別支援学級に就学している児童生徒の保護者 

期間 通年 

  



47 

 

12 子ども・子育てに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する北

海道が行う施策との連携 

子ども・子育てに関する専門的な知識及び技術を要する以下の支援に対し、北海道が行う施

策との連携を図ります。 

 

（１）児童虐待防止策に関する北海道が行う施策との連携 

北海道が行う「児童虐待防止策」に関する施策との連携を図ります。 

 

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進に関する北海道が行う施策との連携 

北海道が行う「ひとり親家庭の自立支援の推進」に関する施策との連携を図ります。 

 

（３）障がい児施策の充実に関する北海道が行う施策との連携 

北海道が行う「障がい児施策の充実」に関する施策との連携を図ります。 

 

 

13 仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進 

仕事と家庭を両立することができ、各々のライフスタイルに応じた多様な働き方ができる社

会は、生活に潤いと豊かさをもたらすと考えられます。 

そのため、仕事と生活の調和、いわゆるワーク・ライフ・バランスを実現できるよう、職場

での働き方や家庭での役割分担を選択できる環境の整備や、意識の醸成に継続的に取り組む必

要があります。また、企業等民間団体に対しても、こうした取組の共通理解の促進や労働環境

の整備に向けた啓発を実施していく必要があると考えます。 

 

（１）働きやすい職場環境の整備 

保育や地域子ども・子育て支援事業の充実等を通じて、住民一人ひとりがワーク・ライフ・

バランスを実感できる環境づくりを進めます。 

 

取組 労働環境の改善促進 商工労働観光課企業労政係 

目的 
男女労働者が働きながら子どもを産み育てやすい雇用環境を整備し、仕事と子育て

の両立の負担の軽減を図る。 

内容 
関係機関と連携して「育児・介護休業制度」や「育児短時間勤務制度」の啓発・普及

に努める。 

対象 市民全般 

期間 通年 
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取組 女性の労働支援 商工労働観光課企業労政係 

目的 
働く女性が性別により差別されることなく、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍でき

る社会を目指し、その能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を図る。 

内容 
「女性差別撤廃条約」や「男女雇用機会均等法｣「男女共同参画社会基本法」の法律

等に基づき、関係機関と連携して啓発・普及に努める。 

対象 市民全般 

期間 通年 

 

（２）育児休業等制度の周知 

企業等民間団体への育児休業等の制度の周知や、行政機関においても育児休業等を取得しや

すい職場環境づくりの気運の醸成に努めます。 

 

（３）ワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発 

誰もが働きやすい労働環境の改善に向けた各種啓発、情報提供に努めます。併せて、子育て

期間中の人も含めた、男女双方の働き方の見直しを促進していきます。 
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14 砂川市次世代育成支援地域行動計画の動向と課題及び施策の方向 

（１）社会全体で子育てを支える 

【施策展開の基本方針】 

社会全体で子どもが健やかに育つための施策や、育児不安や経済的負担を緩和するための

施策などを推進します。 

 

【動向と課題】 

アンケート結果から、子育ての不安や負担について、就学前児童世帯では「とても不安や

負担を感じる」（5.1％）と「やや不安や負担を感じる」（26.3％）の合計は 31.4％、小学

生児童世帯では「とても不安や負担を感じる」（4.3％）と「やや不安や負担を感じる」（28.6％）

の合計は 32.9％と、いずれも３割を超えています。子育てについての悩みでは、就学前児

童世帯は「自分の時間を十分もてない」や「子どもの勉強や進学のこと」など、複数の項目

で２割を超えており、小学生児童世帯は「子どもの勉強や進学のこと」が半数を超えている

ほか、「経済的な不安・負担が大きい」と「子どもとの時間を十分もてない」が２割を超えて

います。 

子育てに関しての相談指導・支援については、子育て支援センターのにこにこ広場・にこ

にこサロン等において、育児相談や子育てサークルへの支援を行っています。また、地域に

おいては、地域交流センターゆうや北・南地区のコミュニティセンターでのサテライト事業

による相談・情報提供、施設に来られない方などを対象としての家庭訪問事業などを実施す

る子育て支援体制を整備しています。 

さらに、より充実した支援体制を構築するため、子育て世代包括支援センターや子ども家

庭総合支援拠点の設置についても検討します。 

子どものいる世帯については平成 12 年から平成 27 年にかけて、世帯数が減少する中、

ひとり親家庭は増加しています。ひとり親家庭では、子どもの養育など様々な悩みを抱え、

経済的な負担も大きいものと考えられます。子育ての不安や悩み、支援を必要とするひとり

親家庭に対しては、母子・父子自立支援員が窓口となって相談・助言を行っているほか、経

済面では、自立に向けた支援事業の実施や手当・貸付金の支援を行っています。 

近年の厳しい経済状況の中、特に母子家庭の母は、就業に向けた十分な準備のない状態で

の就業、厳しい就業条件、就業先が見つからないなど、生計を支えるための十分な収入を得

ることが困難な状況にあるため、より良い就労環境での就職につながる支援が必要です。ま

た、最近は、厳しい経済状況から収入の減少など、ひとり親家庭の生活状態・悩みを把握し、

支援していくことが課題となっています。 
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①子育てに対する支援体制の充実 

【施策の方向】 

現在、子育て支援サービスは福祉（保育等）、母子保健、教育など各機関が担当しており、

相談の受付や情報の提供もそれぞれで行っていますが、子育て支援センターはこの中核的な

施設であり、ここを拠点にコミュニティセンターや地域交流センターゆうにも保育士が訪問

し、子育て支援センターのサテライト事業を実施しています。 

子育て支援センターでは、子育て家庭の親子や子育てサークルが、気軽に集える場の提供

や子育てに関する情報提供を行い、子育て中の親の悩みや育児不安の軽減を図れるよう子育

て支援を推進します。 

 

（ア）子育て支援センター 

１ にこにこ広場（子育て支援センター） 

目的 
保育士による情報提供、親子や子ども同士が一緒に遊びながら交流を深める場を提供する

ことにより子育て支援を推進する。 

内容 
保育士が歌や体操、季節ごとの工作遊びやゲームなど、親子や子ども同士が一緒に遊べる

プログラムを作成するほか、運動会や季節の行事など様々な事業を実施する。 

対象 ０歳～就学前の親子（登録制） 

期間 通年 

２ にこにこサロン（子育て支援センター） 

目的 親子や子ども同士が一緒に遊びながら交流を深める場を提供し、子育て支援を推進する。 

内容 
親子や子ども同士が一緒に遊べる場や、親同士の子育てについての情報交換をできる場を

提供する。 

対象 ０歳～就学前の親子 

期間 通年 

３ にこにこ開放日（子育て支援センター） 

目的 
子育て支援センターを利用する子育てサークルや少人数のグループに情報交換や交流の

場を提供し、子育てサークルの育成と自主活動を支援する。 

内容 
子育てサークルに、子育て支援センターの専用室を無料開放する。希望に応じて、保育士

が活動の支援や相談対応を実施する。 

対象 子育てサークル（就学前の児童とその保護者） 

期間 通年 
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（イ）地域交流センター ゆう 

４ 子ども交流ゾーン（社会教育課社会教育係） 

目的 
中心市街地の活性化を目指す地域交流センターにおいて、子育て支援と児童の健全育成を

図る。 

内容 

子ども交流ゾーンにおいては、乳幼児を持つ保護者への支援として遊びや活動の場の提

供、子育てに関する相談や情報提供を図る。また、児童に対してはボランティア等の協力

によって、文化の伝承や体験学習、交流センターの各機能を有効に利活用するなど、子ど

も同士や世代間の交流を進め、子どもの創造性や社会性を育むなど健全な育成を図る場と

する。 

対象 市民全般 

期間 通年 

 

（ウ）コミュニティセンター 

５ キッズルーム（市民生活課生活交通係） 

目的 

子どもたちが自由に遊ぶことのできるキッズルームを北・南地区コミュニティセンター内

に設置することにより、親子連れや子どもたちが、安心して、気軽に集うことができる交

流の場を提供する。 

内容 利用料は無料で、幼児用遊具や巡回文庫（児童書）が配備されている。 

対象 市民全般 

期間 通年 

 

（エ）公民館 

６ 公民館を利用する子育てサークルの支援（社会教育課文化学習係） 

目的 
子育て活動（情報交換、交流等）を行うサークルに活動の場を提供し、子育てサークルの

育成と自主活動を支援する。 

内容 
砂川市公民館条例及び砂川市公民館条例施行規則により、公民館で活動する子育てサーク

ルの使用料を免除する。 

対象 公民館で活動する子育てサークル 

期間 通年 

 

（オ）保育所（園） 

７ 保育所（園）開放事業（社会福祉課子ども保育係） 

目的 

家庭で子育てをしている保護者に対する子育て支援として、保育所（園）を開放すること

で、遊びの場の提供や保護者同士の交流、保育士等による子育てに関する相談を実施し、

保護者の子育ての負担軽減を図る。 

内容 
児童は、同じ年齢のクラスの園児と一緒に遊び、保育を体験する。保護者には、保育の様

子を見てもらうとともに、育児相談への対応や保護者同士の交流の場とする。 

対象 市内在住の就学前の未就園児と保護者 

期間 年 10 回 
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（カ）地域における子育て支援 

８ どさんこ・子育て特典制度（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
市と商工団体、企業等の理解と協力を得ながら、社会全体で子育てを支援していく仕組み

をつくり、子育て家庭を応援する。 

内容 

妊婦の方及び小学校までの子どものいる世帯が、本市の協賛している店舗などで買物や施

設利用などをした場合に、特典カードを提示することにより、協賛店舗から特典を受けら

れる。 

対象 妊婦の方及び小学生までの子どもがいる世帯、商工団体、企業等 

期間 通年 

 

（キ）公共施設等を利用した子育て支援 

９ おむつ交換や授乳等の公共施設の利用（関係課） 

目的 

乳幼児を抱える保護者の子育て支援と施設の有効活用の観点から、公共施設において外出

中のおむつ交換や授乳などで利用できる場所を提供し、希望者に対して利用促進に向けた

取組を図る。 

内容 
乳幼児を連れて外出する保護者がおむつ交換や授乳のために、公共施設を利用した場合、

おむつ交換台や授乳のための場所を提供する。 

対象 乳幼児の親子 

期間 通年 

 

 

②子育てに対する相談体制の充実 

【施策の方向】 

子育てをめぐる社会的環境は、核家族化の進行などにより、家族や地域に大きな変化を生

じさせています。地域の中で孤立した家庭での子育ては、保護者に育児不安や負担感をもた

らし、「身近に相談する人がいない」と感じる人が増えています。 

子育て支援センターでは、子どもが健やかに育つことができるよう、気軽に相談できる環

境づくりや、育児に関する情報提供、子育てに関する相談指導を行い、保護者の育児不安の

解消に努めます。 

また、乳幼児のいる家庭に保健師や保育士等が訪問し、子育てなどに関する相談に応じ、

母子の健康保持と育児支援を図ります。 

 

（ア）子育て支援センター 

10 子育てに関する相談（子育て支援センター） 

目的 子育てに関する不安を解消するため、相談指導を行う。 

内容 
保育士が、保護者からの子育てに関しての相談を受け、助言や情報提供を行い（電話相談・

面接相談・メール相談）、必要に応じて他機関へつなぐ。 

対象 ０歳～就学前の親子 

期間 通年 
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11 訪問事業（子育て支援センター） 

目的 
子どもの発育・発達を確認するとともに、安心して子育てができるよう個別の状況を判断

しながら相談に応じ支援する。 

内容 

交通手段がない又は病気などで子育て支援センターに来られない方等を対象に、保育士が

家庭訪問し、児童と一緒に遊び、保護者の子育てに関する悩みや相談に応じ、助言や情報

提供を行う。 

対象 ０歳～就学前の親子 

期間 通年 

 

（イ）ふれあいセンター 

12 乳児家庭全戸訪問事業（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 

全ての乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な

不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家

庭に対しては適切なサービスの提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やか

に育成できる環境整備を図る。 

対象 生後４か月までの親子 

期間 通年 

 

 

③子育て支援のネットワークづくりと情報提供 

【施策の方向】 

子どもは社会の宝という視点に立って、子育てを社会全体で担うことが必要であり、その

ためには子どもたちが生活している地域社会の連携、協力が大切です。 

子育てから手が離れた市民を中心に、子育て支援ボランティアの育成支援に努め、地域住

民の相互援助活動であるファミリー・サポート・センター事業を実施し、通常の保育サービ

スでは対応が難しい保育ニーズに対応します。 

また、子育てに関する適切な各種情報提供を行うため、市広報紙、市ホームページ、おた

より等で子育てについての制度紹介に努めます。 

 

（ア）ファミリー・サポート・センター事業 

13 ファミリー・サポート・センター事業（子育て支援センター） 

目的 
地域において育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者による会員登録制の相

互援助活動組織をつくり、地域における子育て支援環境づくりに努める。 

内容 

急な残業時や、保育所や習い事への送迎時などといった突発的で変動的な保育ニーズに対

応するため、地域において育児の援助が必要な人（依頼会員）と子どもを預かることのでき

る人（協力会員）による会員登録制の相互援助活動組織をつくり、依頼に応じて協力会員に

より保育を実施し、子育て中の保護者の育児をサポートする。（料金は、別途徴収する。） 

また、安心して事業を利用できるよう１歳６か月児に対して、４時間分のお試しクーポン

を配布する。 

対象 児童は、１歳から小学校６年生。協力会員は、市民全般。 

期間 通年 
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（イ）子育て情報の提供 

14 子育て支援センター機関紙の発行（子育て支援センター） 

目的 子育て支援センターの事業の周知や子育てに関する情報提供を図る。 

内容 

子育て支援センターの事業の周知や子育てに関するワンポイントアドバイスを掲載した、

おたよりを定期的に発行することで、保護者に対する情報提供、支援を行う。また、市ホ

ームページにも掲載し周知する。 

対象 保護者 

期間 月１回 

15 オアシス通信の発行（社会教育課社会教育係） 

目的 
市民の主体的な学習活動への意欲を高めるとともに、各団体と社会教育行政の関係強化を

図る。 

内容 

市民自らが学習意欲を高め、主体的に学習活動に参加することができるように、市民に親

しみと関心の持てる生涯学習に関する情報を、各保育所、幼稚園、各小中学校の全児童生

徒、関係機関等への配布、各町内会での回覧により提供する。また、オアシス通信を通し

て各団体と社会教育行政の関係を強化していく。 

対象 市民全般 

期間 月１回 

 

 

④子育てに対する経済的支援 

【施策の方向】 

地域経済の低迷が続く中、家計に占める子育ての経済的負担は大きくなっています。 

児童手当など各種手当の支給や乳児おむつ無料クーポン券の支給、さらにはこれまでの未

就学児医療費の無料化に加え、通院に係る医療費の助成対象を小学生まで拡大するなど、子

育てに対する経済的負担の軽減を図り、家庭における生活の安定に努めます。 

また、経済的理由により就学に支障があると認められる小中学生の保護者を対象に、学用

品費、給食費、医療費などの扶助を行います。 

 

（ア）手当等の支給 

16 児童手当支給事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与する

とともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に努める。 

内容 児童を養育する者の申請により、対象となった者に児童手当を支給する。 

対象 中学校修了までの児童を養育している者 

期間 通年（定期払い 年３回） 
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17 特別児童扶養手当支給事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
障がい児の福祉の増進に寄与するとともに、在宅障がい児の監護や養育をする者に対する

経済支援に努める。 

内容 
知的又は身体的に障がいのある 20 歳未満の児童を養育している者が、特別児童扶養手当

を受けようとするときに、相談に応じるとともに申請を受ける。 

対象 知的又は身体的に障がいのある 20歳未満の児童を養育している者 

期間 通年（定期払い 年３回） 

18 災害遺児手当支給事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
災害による遺児を養育している者に手当を支給し、遺児の健全な育成を助長するととも

に、福祉の増進に努める。 

内容 
遺児を養育している者の申請により、受給資格の認定を受けた者に災害遺児手当を支給す

る。 

対象 災害による遺児を養育している者 

期間 通年（定期払い 年２回） 

19 障害児福祉手当支給事業（社会福祉課社会福祉係） 

目的 
重度の障がいの状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする障がい児に手当を給

付することにより、当該児や介護者の負担の軽減に努める。 

内容 

在宅の重度の障がい児であって、日常生活において常時介護を必要とする当該児童へ手当

を支給する。また、受給要件を満たす重度障がい児が手当を受給できるよう、制度の周知

を徹底する。 

対象 上記に該当する児童  

期間 通年（定期払い 年４回） 

20 生活保護（社会福祉課保護係） 

目的 
生活困窮世帯に対して困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障する

とともに、その自立の助長に努める。 

内容 

申請に基づき審査を行い、必要がある場合、生活扶助などを行う。児童養育加算、教育扶

助など子育ての経済的支援がある。 

また、生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活困窮者に対して生活保護の適用を含む各

種支援が早期に開始できるよう、関係機関との連携を一層強化する。 

対象 支援が必要となる生活困窮世帯 

期間 通年（定期払い 毎月） 

21 乳幼児紙オムツ等処理用指定ごみ袋配付事業（市民生活課環境衛生係） 

目的 子育て世帯の経済的負担軽減を図る。 

内容 
紙オムツの処理などにごみ袋を使用することが多いと見込まれる乳幼児の保護者に対し、

指定ごみ袋を無料配付する。（最大年 120枚×３年間） 

対象 市内在住の０歳から２歳（３歳未満）までの乳幼児がいる世帯 

期間 通年 

 

  



56 

 

22 乳児おむつ無料クーポン券支給事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 

乳児のおむつ等の購入に係る経費の一部を助成することにより、子育て世帯の経済的負担

を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境を構築することで、次代を担う子どもの

健やかな成長を図る。 

内容 

市内の指定取扱店においておむつ等の購入に使用できるクーポン券を乳児１人につき月

額 4,000 円分、最大 12 か月分を支給する。原則、ふれあいセンターで実施している乳幼

児全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の際にクーポン券を支給する。 

対象 ０歳児の保護者 

期間 通年 

23 ふしぎの森利用料無料クーポン券支給事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
親子が一緒に過ごす機会を増やすことを目的として、子育て世帯の経済的負担を軽減する

ことで、子どもが心身ともに健やかに成長できる家庭環境づくりを促進する。 

内容 
北海道子どもの国の有料施設であるふしぎの森の利用料無料クーポンを１世帯当たり 10

枚支給する。 

対象 小学生以下の児童の保護者 

期間 北海道子どもの国開園期間中 

 

（イ）保育費用の負担軽減 

24 保育料軽減（社会福祉課子ども保育係） 

目的 
国で定める階層の保育料を軽減し、保護者の経済的負担を軽減することで、児童福祉の向

上を図る。 

内容 全ての階層の保育料を一律 10％減額する。 

対象 市内に住所を有する保育所利用者。 

期間 通年 

25 多子世帯保育料負担軽減（社会福祉課子ども保育係） 

目的 多子世帯における保護者の経済的負担を軽減することで、児童福祉の向上を図る。 

内容 
保育所入所において第１子とする年齢制限を撤廃し、国基準以上となる年収 360万円以上

の世帯においても、保育料を第２子は半額、第３子は無料とする。 

対象 市内に住所を有する保育所利用者で、国の多子世帯保育料軽減の対象外となる多子世帯 

期間 通年 

26 保育所副食費負担軽減（社会福祉課子ども保育係） 

目的 

幼児教育・保育の無償化により利用者負担が増すことのないよう、これまでどおり子育て

支援施策として、対象世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境

を整備し、児童福祉の向上を図る。 

内容 
国が示している無償化の対象外となった副食費月額 4,500 円を 4,000 円（10％減額）に、

第２子は半額の月額 2,000円、第３子は無料とする。 

対象 

市内に住所を有する市立保育所を利用する世帯で、３歳から５歳の幼児教育・保育の無償

化により副食費の利用者負担が発生する世帯及び市が実施していた多子世帯保育料負担

軽減事業で第２子半額、第３子無料となる世帯。 

期間 通年 
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（ウ）医療費の助成 

27 乳幼児等医療費助成事業（市民生活課保険係） 

目的 
医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに、福祉の増進に努め

る。 

内容 

申請により対象となった者の医療費の一部を助成。（所得制限あり） 

就学前の子どもと市民税非課税世帯の小学生は自己負担なし。市民税課税世帯の小学生に

係る自己負担は１割負担。 

※令和２年７月診療分までは、小学生は入院医療のみ対象で、市民税非課税世帯の小学生

は初診時一部負担金のみ。 

対象 ０歳～小学生 

期間 通年 

28 ひとり親家庭等医療費助成事業（市民生活課保険係） 

目的 
医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに、福祉の増進に努め

る。 

内容 

申請により対象となった者の医療費の一部を助成。（所得制限あり） 

就学前の子どもと市民税非課税世帯の小学生は自己負担なし。市民税課税世帯の小学生以

上の方に係る自己負担は１割負担。市民税非課税世帯の中学生以上の方は初診時一部負担

金のみ。 

※令和２年７月診療分までは、市民税非課税世帯の小学生は初診時一部負担金のみ。 

対象 

ひとり親家庭で 20 歳未満の子どもを扶養している親と子（親は入院医療費のみ対象）、又

は両親の死亡若しくは行方不明等により、他の家庭で扶養されている 20 歳未満の子。 

ただし、18～20 歳未満の子は、大学・専門学校等に在学しているなどの理由により扶養さ

れている場合のみ対象。 

期間 通年 

29 重度心身障害者医療費助成事業（市民生活課保険係） 

目的 
医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに、福祉の増進に努め

る。 

内容 

申請により対象となった者の医療費の一部を助成。（所得制限あり） 

就学前の子どもと市民税非課税世帯の小学生は自己負担なし。市民税課税世帯の小学生以

上の方に係る自己負担は１割負担。市民税非課税世帯の中学生以上の方は初診時一部負担

金のみ。 

※令和２年７月診療分までは、市民税非課税世帯の小学生は初診時一部負担金のみ。 

対象 

身体障害者手帳１級、２級又は３級（３級は内部障がいに限る）に該当する方、療育手帳

Ａ判定又は重度の知的障がいと診断（判定）された方、精神福祉手帳１級に該当する方（通

院医療費のみ対象） 

期間 通年 

30 未熟児養育医療給付事業（市民生活課保険係） 

目的 入院を必要とする未熟児に対し、医療給給付を行うことで、福祉の増進に努める。 

内容 申請により対象となった未熟児の入院医療費を助成。（指定医療機関のみ） 

対象 医師が必要と認める未熟児（１歳の誕生日の前日まで） 

期間 通年 
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31 自立支援医療（育成医療）事業（社会福祉課社会福祉係） 

目的 
医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに、福祉の増進に努め

る。 

内容 
申請により対象となった者の医療費の一部を助成。 

自己負担額が原則１割負担。世帯の所得の状況により負担上限月額を設定。 

対象 

障がい児（障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある

児童を含む。）で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が

期待できる方。 

期間 通年 

 

（エ）交通費の助成 

32 子ども通園センター交通費助成事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
心身の発達や成長に、心配や遅れのある就学前児童が、子ども通園センターに通園する際

の保護者の交通費を助成することで、経済的な負担軽減を図り、福祉の増進に努める。 

内容 
自宅より子ども通園センターまで、療育指導を受けるために通う公共交通機関の往復交通

費の一部を申請により支給する。 

対象 市内に住所を有し、就学前児童と共に子ども通園センターに通園する保護者 

期間 通年 

33 肢体不自由児療育訓練交通費助成事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
肢体不自由児療育訓練に通う際の保護者の交通費を支給することにより、経済的な負担軽

減を図り、障がい児の福祉の増進に努める。 

内容 自宅より訓練を行う施設まで、ハイヤー料金の一部を申請により支給する。 

対象 市内に住所を有し、肢体不自由児療育訓練に参加する児童の保護者 

期間 通年 

34 重症心身障害児等通園施設交通費助成事業（社会福祉課社会福祉係） 

目的 
在宅の重症心身障がい児（者）が通園施設に通園する交通費を助成することにより、経済

的な負担軽減を図り、重症心身障がい児の福祉の増進に努める。 

内容 
自宅より重症心身障がい児通園施設（北海道が設置する重症心身障がい児等通園施設）に

通う場合、通園施設が行う送迎バス料金の一部を助成する。 

対象 市内に住所を有し、重症心身障がい児通園施設に通園する児童の保護者 

期間 通年 

 

（オ）就学援助制度 

35 就学援助制度（学務課学校教育係） 

目的 
経済的な事由により義務教育において就学に支障のある児童生徒の保護者に対し、その就

学に必要な援助を行う。 

内容 審査該当となった保護者に学用品費、給食費、医療費等の扶助を行う。 

対象 小中学校に就学している児童生徒の保護者 

期間 通年 
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36 特別支援学級就学扶助（学務課学校教育係） 

目的 児童生徒の特別支援学級就学に際し、保護者負担の軽減を図る。 

内容 審査該当となった保護者に学用品費、給食費、通学費等の扶助を行う。 

対象 特別支援学級に就学している児童生徒の保護者 

期間 通年 

 

（カ）助産施設 

37 助産施設措置事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
児童福祉法に基づき、経済的に困難な妊産婦のために助産施設を設けることで、当該世帯

の福祉の増進に努める。 

内容 
助産のために市立病院内に２床設ける。出産予定日の 30 日前までに、申請を受け入所承

諾をした者に分娩費と出産の日から７日間の入院費を措置する。 

対象 妊産婦 

期間 通年 
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⑤ひとり親家庭の自立支援 

【施策の方向】 

ひとり親家庭が安定した生活を送れるよう関係機関と連携して、相談・自立支援に努めます。 

子どもを健やかに育成するための経済支援として、母子・父子家庭等に対し児童扶養手当

の支給や母子・父子・寡婦福祉資金の貸付けを実施しています。 

ひとり親家庭は、経済的な面や精神的な面で不安定な状態にあり、生活面から子育てに関

する悩みを多く抱えています。本市では、母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭に

対する総合的な相談窓口として、相談に対する助言・情報提供を行い、家庭生活の安定と向

上に努めます。 

また、ひとり親家庭の中でも、特に母子家庭の母は、就業経験が少ないことや、結婚・出

産等で就業が中断していることが多く、就職に際し十分な準備がないまま、生活のため職に

就かなければならないことも多くみられるため、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業能力

の向上を図り、適切な職業の選択を行うことができるよう自立支援に努めます。 

さらに、市営住宅優先入居枠を確保し、母子世帯が安心して生活できる場を提供しています。 

 

（ア）手当等の支給 

38 児童扶養手当支給事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
児童を養育している母子・父子家庭等に対して手当を支給することにより、生活の安定と

自立の促進に努める。 

内容 
母子・父子家庭等で児童を養育している者の申請により、受給者資格及び児童扶養手当の

額について認定を行い、対象となった者に児童扶養手当を支給する。 

対象 母子・父子家庭等で児童を養育している者 

期間 通年（定期払い 年６回） 

39 母子・父子・寡婦福祉資金貸付（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
母子・父子家庭等を対象とした福祉資金の貸付けにより、その家庭の経済的自立が助長さ

れるよう努める。 

内容 
資金の種類は 13 種類あり、対象者、償還、利子についても取扱いが異なるため、制度の

説明や相談に応じ、目的に応じた資金の貸付けの申請を受ける。 

対象 母子家庭の母及び父子家庭の父、母子福祉団体、父母のない児童 

期間 通年 

 

（イ）相談・指導 

40 母子・父子家庭相談（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
母子・父子家庭等からの相談を母子・父子自立支援員が応じることにより、その家庭の自

立支援を促進するとともに、家庭生活の安定及び向上に努める。 

内容 
福祉事務所に母子・父子自立支援員を配置し、母子・父子家庭等からの相談に応じ、助言

及び指導を行う。 

対象 母子・父子家庭等 

期間 通年 
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（ウ）就労等支援 

41 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、個々の主体的な能力開発の取組を支援し、母子・

父子家庭の経済的自立の促進を図り、家庭生活の安定及び向上に努める。 

内容 
資格を取得するため、対象となる教育訓練講座を受講する際に支払った受講費用の一部

（60％）を支給する。 

対象 母子家庭の母及び父子家庭の父 

期間 通年 

42 母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 

母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、給付金を支給することにより、修業期間中におけ

る生活の負担軽減を図り、資格取得を容易にすることで、母子家庭及び父子家庭の経済的

自立の促進を図る。 

内容 
看護師等の就職に有利な資格取得に係る養成機関に修業する際に、生活の負担軽減のため

給付金を支給し、さらに市独自で交通費（ＪＲ定期券代）も支給する。 

対象 母子家庭の母及び父子家庭の父 

期間 通年 

43 母子・父子自立支援プログラム策定事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 

個々の児童扶養手当受給者の自立を促進するため、個々のケースに応じた自立支援プログ

ラムを策定し、これを基に公共職業安定所と連携することにより、継続的な相談及び情報

提供を充実させ、就業・自立支援を行う。 

内容 

自立・就労に対する意欲がある児童扶養手当受給者から経済的な相談や就職の相談があっ

た際には、公共職業安定所へ同行するなど、就職に関する助言、指導を行い、自立・就労

への支援を行う。 

対象 児童扶養手当受給者 

期間 通年 

44 母子世帯向け住宅の管理（建築住宅課住宅係） 

目的 
母子世帯向けの住宅の確保を図ることにより、母子家庭における生活の安定と福祉の増進

に努める。 

内容 

20 歳未満の子どもを扶養している母子で、公営住宅への入居を希望している者に対して

優先的に措置できるよう、公営住宅の一部（三砂団地Ｄ棟３Ｆ６戸）を特定目的住宅とし

て管理する。 

対象 20 歳未満の子どもを扶養している母子 

期間 通年 
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（２）子どもの健康づくりを支える 

【施策展開の基本方針】 

安心して子どもを産み育てていくための母子保健に関する施策などを推進します。 

 

【動向と課題】 

安全・安心に子どもを出産するためには、妊娠中からの母親の健康管理が重要となります。

このため、妊娠届出時と妊娠中期に全妊婦を対象とした健康・栄養相談や、初妊婦への訪問指

導等、妊娠期の健康管理に関する支援を強化してきましたが、平成 30 年の低出生体重児の割

合は 12.0％と全国の 9.4％を上回っています。妊娠期の状況をみると、妊娠届出時のやせの

割合が 29 歳以下では 23.9％と増加傾向にあり、高血糖 16.9％、貧血 9.9％、高血圧 8.4％

と所見を有する妊婦が増加しています。妊娠期の保健指導の更なる充実を図るとともに妊娠す

る前からの食生活等の健康管理についても検討していくことが課題となっています。 

少子化や核家族化が進展し、身近に相談・協力者がいないため、妊娠・出産の悩みや育児

不安を抱えたり、生活の中での妊娠・出産や育児体験が乏しく家庭の子育て力も弱くなって

きています。加えて、虐待の問題も大きな社会問題となってきており、子どもの健康づくり

を支える上で、妊娠期から子育て期まで安心して子どもを産み育てられる環境づくりが急務

となっています。これまで同様、随時の相談や支援を継続していくとともに、関係機関との

更なる連携強化を図り、支援体制を充実させていくことが必要です。 

また、近年は、結婚年齢や妊娠・出産年齢が上昇し、不妊治療を受けている夫婦も増加し

ています。高額な治療費がかかるため子どもをあきらめざるを得ない場合もあることから、

平成 27 年度より特定不妊治療に係る助成を行い、経済的な負担軽減を図り、子どもを望む

夫婦が妊娠・出産できる環境を整えてきました。今後も制度を必要としている方に情報が届

くよう周知を図っていく必要があります。 

歯科保健対策については、フッ素塗布やフッ化物洗口、歯磨き指導などにより、３歳児の

う歯がない者の割合は 84.4％に上昇し、12 歳児の１人平均う歯本数は、平成 23 年度の

3.98 本から平成 29 年度には 1.27 本に減少しています。しかしながら、いまだ全国の

0.82 本には届かず、更なるう歯予防対策が必要です。 

感染症予防では、近年、定期予防接種の種類が毎年のように増えており、親にとっては大

きな負担となっていますが、例年、接種率は 95％以上を維持しています。また、平成 27

年度より任意接種であるインフルエンザ予防接種の費用助成を行ってきたことで、接種率は

平成 26 年度の 29％から平成 30 年度には 52.1％と増加しています。感染症のまん延防

止のため、今後も適切な時期に実施できるよう、適宜、情報提供や相談を実施していくこと

が必要です。 

アンケート結果から、子どもを産み育てやすくするために、国や砂川市に期待する「政策」

について、「必要な時にいつでも受診できる小児医療体制を確立すること」は就学前児童の

世帯が 77.5％、小学生児童の世帯が 74.3％と、いずれも最も高くなっています。平成 22

年 10 月の市立病院の改築、平成 24 年の救命集中治療センター、救命救急センターの設置

などにより、本市の医療機関や救急医療体制は一層充実したものとなっています。 

しかし、中空知地域においては、小児科や産婦人科の医療提供体制の縮小やクリニックの

閉院など、医療情勢は厳しくなってきています。 
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子どもの病気やその際に安心して受診できる医療体制の確保は、保護者にとって大きな心

配事の一つです。今後も、発病した場合に、適切な医療機関を受診できるよう、保護者に対

し病気に関する知識や地域の医療機関に関する情報提供を行うとともに、本市における現状

の医療提供体制を維持していくことが求められています。 

 

①母子保健サービスの充実 

【施策の方向】 

子どもたちが健やかに生まれ、心身ともに健康に育つためには、母親の健康状態と密接な関

係があることから、母子ともに健康を保持・増進するための支援が重要となります。加えて、

母子を取り巻く家族全体の健康についても視野に入れながら支援していくことが必要です。 

妊娠期からの医学的管理と保健指導を適切に行い、妊産婦、新生児に対する訪問指導や、乳

幼児期を通じて母子の心身の健康が確保されるよう、乳幼児健診や相談などを実施し、疾病や

障がいの早期発見・早期治療・早期療育を図るとともに、親自身が子どもの成長発達を理解し、

子どもの成長を促していけるような関わりができるよう、訪問指導や健康相談などのあらゆる

機会において、出産や育児に必要な正しい知識や情報の提供を行いながら支援していきます。 

また、子育て期には、他の親子と交流したり、子育ての仲間づくりも重要であることから

子育て支援センターや市内の遊び場などの紹介など、関係機関との連携を図ります。 

感染症のまん延を予防するため、新しく追加される定期予防接種も含め、予防接種に関す

る知識の普及と相談を実施していきます。 

小児医療については、保健所、医師会などの関係機関と連携しながら、現状の子どもへの

医療体制の維持を図ります。 

 

（ア）妊産婦とその家庭への支援 

45 母子健康手帳交付・妊婦一般健康診査事業（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 
妊娠期の異常を早期に発見し、適切な治療や保健指導を行い、安全な分娩と健康な児の出

生を促す。 

内容 

妊娠届出時、母子健康手帳と妊婦一般健康診査受診票 14 枚に加え、市独自に超音波検査

及び 15 回目以降の妊婦健診への助成を拡大して補助券を発行し、健診の受診を促す。健

診は委託医療機関において実施しているが、道外など委託契約を行えない医療機関受診の

妊婦に対し、償還払いで対応する。 

対象 妊婦 

期間 通年実施 

46 マザークラス参加費助成事業（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 
妊娠・出産に関する正しい知識を学び、家族そろって妊娠・出産・育児の準備ができる。ま

た、妊婦同士の交流を通じて、妊娠・出産・育児についての相談相手、仲間づくりができる。 

内容 

砂川市立病院で行われているマザークラス（前中期と後期）への参加費について、クーポ

ン券を発行し各１回ずつ助成する。（母子健康手帳交付時、転入の方はセンターでの手続

き時にクーポン券を発行する） 

対象 砂川市に住民票のある妊婦 

期間 通年 
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47 妊産婦訪問指導（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 
妊娠・出産を安心して迎えられ、その後に続く育児においても、母親が安心して育児がで

きるよう個別の状況を総合的に判断しながら支援し、母子の健康の保持増進を図る。 

内容 

全初妊婦・妊娠８か月以降届出の者・異常の既往などで支援の必要な者を対象に家庭訪問

を実施し、個々の状況に応じた相談・指導を行う。産婦の対象は乳児家庭全戸訪問事業に

準じる。 

対象 妊産婦 

期間 通年実施 

48 新生児・乳児・幼児訪問指導（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 
母親が安心して育児ができるよう個別の状況を総合的に判断しながら支援し、母子の健康

の保持増進を図る。 

内容 

新生児：こんにちは赤ちゃん事業を兼ね、全新生児を対象に家庭訪問を実施。 

乳幼児：健診などで支援が必要と判断したもの、健診未受診者などを対象に家庭訪問を実

施し、継続的な支援を行う。 

対象 ０歳～就学前までの親子 

期間 通年実施 

49 特定不妊治療費助成事業（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 

近年、結婚年齢や妊娠・出産年齢が上昇し、不妊治療を受ける夫婦が増加している。不妊

治療に係る費用については保険適用外であり高額な費用が必要となることから、不妊治療

を受ける者の経済的負担を軽減し、子どもを望む夫婦が妊娠・出産できる環境を整備する。 

内容 

不妊治療のうち体外受精及び顕微授精を受ける者に初回は 30 万円、２回目以降は 15 万

円、採卵を伴わない場合などは７万５千円を上限に助成する。第２子以降も同様に最大６

回（40歳以上の場合は３回）まで助成する。また、男性不妊治療も対象とする。 

対象 

特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦で、次の要件を全て満たす者 

①北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱による助成の決定を受けた者 

②夫婦のいずれかが市内に住所を有する者 

③同一の治療に対して他の市町村から同様の助成を受けていない者 

期間 通年実施 

50 妊婦健康相談（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 
妊婦一人ひとりの健診結果に基づいた保健・栄養指導を実施し、母体の健康管理を促すと

ともに、食について学ぶ機会とする。 

内容 
母子健康手帳交付時及び妊娠中期に保健師・栄養士が面談し、妊婦健康診査結果に基づい

た保健・栄養指導を実施する。 

対象 妊婦とその家族 

期間 通年実施 

51 妊婦歯科健康診査（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 
妊婦の口腔内の疾病を予防し、歯周病が胎児に悪影響を及ぼすことを防止して健康で安全

な出産を促すとともに、歯科予防への意識を高め、乳幼児の早期歯科予防の推進を図る。 

内容 
妊娠届出時に１人１回分の妊婦歯科健康診査受診票を発行し、市内歯科医院において歯科

健診を実施する。費用は全額助成する。 

対象 砂川市に住民票のある妊婦 

期間 通年 
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52 陣痛タクシー事業（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 市内タクシー事業所の協力を得て、安心して出産できる環境整備の充実を図る。 

内容 
市内タクシー事業所に事前登録をした妊婦を陣痛が始まり受診の指示があったときに、24

時間優先配車で自宅から市立病院までの費用を全額助成する。 

対象 砂川市在住の妊婦及び砂川市へ里帰り中の妊婦 

期間 通年 

 

（イ）乳幼児への支援 

53 乳児健康診査（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 

乳児の発育・発達が順調であることを確認するとともに、疾病・障がいの早期発見・早期

療育を図り、心身の健全な発達を促す。また、母親の育児相談に応じ、育児不安の軽減を

図る。 

内容 

身体計測・医師診察・栄養指導・保健指導を実施し、支援の必要なケースには、子育て支

援センターなど関係機関と連携しながら、継続して支援を行う。６～７か月児には離乳食

講習会及びブックスタート（図書館主催）も同時実施している。 

対象 ３～４か月児・６～７か月児 

期間 月１回 

54 １歳６か月児・３歳児健康診査（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 

幼児の発育・発達が順調であることを確認するとともに、疾病・障がいの早期発見・早期

療育を図り、心身の健全な発達を促す。また、母子の育児相談に応じ育児不安の軽減を図

る。 

内容 

身体計測・歯科検診・内科健診・栄養指導・歯磨き指導・保健指導・遊びの提供などを実

施し、支援の必要なケースには、子ども通園センターや子育て支援センターなど関係機関

と連携しながら、継続して支援を行う。また、希望者にはフッ素塗布も同時実施する。 

対象 １歳６か月児・３歳児  

期間 月１回（１歳６か月児は偶数月・３歳児は奇数月） 

55 フッ素塗布事業（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 
予防処置及び保健指導を継続的に実施することで口腔衛生に対する関心を高め、幼児の虫

歯予防、歯科疾患の早期発見・早期治療を図る。 

内容 歯科検診・指導・予防処置としてのフッ化物歯面塗布を実施し、費用を全額助成する。 

対象 １歳６か月～６歳児  

期間 年 12 回 

56 フッ化物洗口推進事業（ふれあいセンター保健予防係・学務課学校教育係） 

目的 

幼児期から集団でフッ化物洗口を行うことによって、親の意識に左右されず子どもの永久

歯の虫歯予防ができるとともに、子どもたちの歯科保健に対する意識の向上と、生涯にわ

たる口腔の健康づくりに寄与できる。 

内容 
対象施設において、フッ化物によるうがいを、週１回集団で実施する費用を全額助成する。

また、保育所・幼稚園において、歯科衛生指導を行う。 

対象 市内保育所・幼稚園・小学校・中学校に通う４～14歳  

期間 通年実施 
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（ウ）ふれあい機会の提供 

57 １歳児パクパクひろば（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 

乳児期から幼児期へ移行する節目の時期に、母親が子どもの成長過程を理解し、子どもの

成長に応じた育児ができるようになる。また、親子の交流を通じて、育児不安の解消と仲

間づくりができる。 

内容 
身体計測・育児交流・離乳食の試食と栄養指導・歯磨き指導・生活面の保健指導等を集団

で実施する。また、必要に応じて個別相談も実施する。 

対象 １歳児の親子 

期間 月１回 

 

（エ）感染症予防の推進 

58 予防接種事業（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 感染症の発生及びまん延を予防する。 

内容 

ＢＣＧ・４種混合・２種混合・麻しん風しん混合・ヒブ・小児用肺炎球菌・水痘・子宮頸

がん予防ワクチン・日本脳炎・Ｂ型肝炎を個別接種として市内各医療機関で実施する。ま

た、新しいワクチンの定期接種化があれば、随時周知対応していく。 

対象 予防接種法に基づき定期接種の対象となる市民 

期間 通年実施 

59 インフルエンザ任意予防接種費用助成事業（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 
インフルエンザ予防接種にかかる経済的負担の軽減と、子どものインフルエンザの重症化

を予防するため、接種率の向上を図る。 

内容 

中学生以下の子どもの任意接種となるインフルエンザ予防接種を市内医療機関で受ける

際の接種費用を助成する。13 歳未満は２回接種で自己負担は１人１回 500 円、13 歳以上

の中学生は１回接種で自己負担は１人 1,000 円とする。 

対象 中学生以下の子ども 

期間 毎年 11月～12月 

 

（オ）小児医療の確保 

60 小児医療の確保（ふれあいセンター管理係・砂川市立病院） 

目的 
子どもたちが地域において、いつでも安心して医療サービスが受けられるよう小児医療体

制の維持に努める。 

内容 

砂川市立病院では周産期の中心医療機関として、平成 16 年度には産婦人科医師・小児科

医師の増員が図られたところである。休日の診療体制は初期救急医療として空知医師会の

協力を得て在宅当番医制で実施するとともに、砂川市立病院でも休日夜間の初期救急医療

を担っている。また、二次救急医療としては、砂川市立病院、あかびら市立病院、滝川市

立病院の３病院が輪番制で小児救急医療を担っており、小児科医師の院内待機あるいはオ

ンコール制で対応している。 

対象 市民全般  

期間 通年 
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61 養育者支援保健・医療連携システム事業（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 

医療機関と地域保健機関が連携し、妊娠期・周産期から乳幼児及び 18 歳以下の児童等の

養育支援を必要としている家庭を積極的に把握し、早期に適切な支援に結びつける体制を

推進する。 

内容 

養育支援を必要としている家庭について、「医療機関から地域保健機関への情報提供」、「地

域保健機関による支援の実施」、「地域保健機関から医療機関への支援実施結果報告」の一

連の過程を実施する。また、必要に応じて関係機関との連携を図り、支援を継続する。 

対象 市民全般 

期間 通年 

 

 

②食育の推進 

【施策の方向】 

食事は人の生命を維持し、健やかな成長を促すために欠かすことのできないものであり、

栄養をバランスよく取ることは健康な生活を送る上でも重要な要因となります。また、望ま

しい食習慣を定着させることは、健康的な生活習慣を形成する基本となり、心身の健康づく

りや将来の生活習慣病の予防にもつながっていきます。妊娠期からの親の食生活への支援や

乳幼児期の離乳食から幼児食へ移行していく過程での支援を継続しつつ、親と子どもの食の

実態を把握・分析しながら、子どもの食生活の基盤づくりへの支援を充実させていきます。 

また、保育園・保育所や学校訪問している栄養教諭、給食関係者、砂川市食生活改善協議

会等の食育に関係する機関との連携を進めながら、子どもたちの発達段階に応じた食の指導

と食事づくりなどの体験学習の機会を広めるなど、子どもたちの「食べる力」を豊かに育む

支援を推進していきます。 

 

（ア）家庭における食育 

62 妊婦健康相談（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 
妊婦一人ひとりの健診結果に基づいた保健・栄養指導を実施し、母体の健康管理を促すと

ともに、食について学ぶ機会とする。 

内容 
母子健康手帳交付時及び妊娠中期に保健師・栄養士が面接し、妊婦健康診査結果に基づい

た保健・栄養指導を実施する。 

対象 妊婦とその家族 

期間 通年実施 

63 離乳食講習会（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 
食の基本となる離乳期を適切に経過することで乳幼児の健全な成長・発達を促すととも

に、乳幼児期からの正しい食習慣の確立を図る。 

内容 

６～７か月児健診において、個別の栄養相談のほかに、離乳食初期から中期にかけての見

本を展示しその試食を通して、離乳の進め方や味付けなどを具体的に学習する。また、離

乳食の調理に不安のある方には、個別に離乳食の調理実習を行う。 

対象 ６～７か月児 

期間 月１回 
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64 お母さんのための料理教室（ふれあいセンター保健予防係） 

目的 
家族の健康管理を担う「お母さん」が食の大切さを学び、料理のレパートリーを広げなが

ら家族の食生活を豊かにするとともに、核家族化が進む中、お母さん同士の交流を図る。 

内容 
食生活改善協議会主催の事業で、「お母さん」を対象に調理実習や試食、栄養についての

学習、レクリエーションなどを実施する。 

対象 母親 

期間 年１回 

 

（イ）乳幼児の食育 

65 保育所・幼稚園における食育（社会福祉課子ども保育係など） 

目的 
幼児期の児童が「食」に対して興味、関心を高めるとともに、その大切さを理解すること

で、好ましい食習慣を身に付けるよう努める。 

内容 
保育や幼児教育の一環として、「食」に関する指導や、様々な体験活動などを通して規則

正しい食生活や偏食の防止など「食」の大切さを伝える。 

対象 保育所及び幼稚園に通所（園）している児童 

期間 通年 

 

（ウ）学校教育における食に関する指導 

66 小中学校における食に関する指導（学校：学務課指導主事） 

目的 

生涯にわたって健康で生き生きとした生活を送ることを目指し、児童生徒一人ひとりが正

しい食事のあり方や望ましい食習慣を身に付け、食事を通して自らの健康管理ができるよ

うにするとともに、楽しい食事や給食活動を通じて豊かな心や社会性を育成する。 

内容 

各学校において、学校教育目標に基づき、食に関する指導の基本的な考え方、指導方針を

明確にし、関連教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間など、学校教育活動全般を通

して、食に関する指導の充実を図る。 

対象 小中学生 

期間 通年 

67 保護者が考えた献立に基づく給食（学校給食センター管理係） 

目的 
学校給食の献立を家庭の食事に近づけることで、児童生徒にとってより身近な給食を実施

するとともに、食の大切さを家庭においても深く理解できるよう努める。 

内容 各学校保護者（ＰＴＡ）が考えた献立に基づいて給食を実施する。 

対象 小中学生 

期間 随時 
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（３）子育てと仕事の両立を支える 

【施策展開の基本方針】 

女性の社会進出など、時代背景から望まれている保育ニーズや学童保育に関する施策、親

としての子育て力を高めるための施策などを推進します。 

 

【動向と課題】 

アンケート結果から、母親の就労状況については、平成 25 年度に比べて「以前は就労し

ていたが、現在は就労していない」が低下し、フルタイムやパート・アルバイト等で就労し

ている割合が上昇しています。また、女性の労働力率は 30 歳台前半では大きな変化がみら

れませんが、これを除いた 20 歳台前半から 40 歳台前半ではおおむね労働力率が上昇して

いることから、女性の社会進出は進んでおり、今後もこの傾向は続くものと考えられます。 

出生数は減少していますが、近年では３歳未満児の保育需要が上昇傾向にあるなど、社会

経済、環境の変化等による新たなニーズに対応するため、乳児保育・延長保育・障がい児保

育・一時保育などを行っています。 

幼児教育・保育の無償化により新たな保育需要も掘り起こされ、待機児童が懸念されると

ころですが、現在のところ待機児童は発生しておりません。また、保育料についても、所得

階層の見直しや第１子の年齢制限を撤廃し、入所する２子目以降の保育料や副食費の引下げ

（３子目以降は無料）を行い、保護者ニーズに対応してきました。 

小学生についても、保護者が就労などの理由で昼間家庭にいない子どもに適切な遊びや生

活の場を提供して、児童の健全育成を図るため、市内に４か所の学童保育所を設置し、平成

28 年度からは砂川南保育所を分割して、現在は５か所となっています。 

今後は、就労形態の多様化に伴い、既存の体制では応じきれない変則的なニーズに対し、

どのように対応していくかが課題であり、利用希望者のニーズを引き続き把握していくこと

が必要となります。 

また、アンケート結果から、就学前児童のいる世帯の育児休業の取得状況について、「取得

した（取得中を含む）」は母親が約３割、父親は約３％となっており、国や砂川市に期待する

「政策」について、産休や育児休業などを取得しやすくする、あるいは、柔軟な働き方の推

進を事業所に働きかけることが３～４割となっています。このため、家庭生活と職業生活の

バランスが取れる多様な働き方を選択できるよう、事業主や労働者の意識啓発を図ることが

必要となっています。 
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①保育サービスの充実 

【施策の方向】 

働きながら安心して子育てができるよう、子育てと仕事の両立を支援します。 

現在の保育所では、勤務形態の多様化に対応するため、低年齢児保育（乳児保育）、延長保

育、障がい児保育、一時保育といった特別保育を実施していますが、今後も利用ニーズをみ

ながら適切な保育環境の整備を図ります。 

また、職員個々の専門性が高められるよう、保育士を各種研修会に参加させるなど、資質

の向上を図り、安心して子どもを預けられる施設としてサービスの質が向上するよう努めま

す。 

 

（ア）多様な保育ニーズへの対応 

68 低年齢児保育(乳児)（社会福祉課子ども保育係） 

目的 
保育を必要とする０歳の児童について、保護者の入所希望に基づき保育を行うことで、低

年齢児童の福祉の向上を図る。 

内容 市内の３保育所で０歳児の保育を行う。 

対象 ０歳児（生後６か月を経過した乳児） 

期間 通年 

69 時間延長保育（社会福祉課子ども保育係） 

目的 
保育所入所児童のうち、勤務等が長時間にわたる保護者の希望に基づき、時間を延長して

保育を行うことで、対象児童の福祉の向上を図る。 

内容 
市内の３保育所で１～５歳児を対象に、通常の保育時間の前後に保育を行う。保育料は別

途徴収。 

対象 １～５歳児 

期間 通年 

70 障がい児保育（社会福祉課子ども保育係） 

目的 
保護者の就労等により保育を必要とする障がい児の成長と自立支援のため、障がい児保育

を行うことで、対象児童の福祉の向上を図る。 

内容 
市内の３保育所で、障がいの程度に応じて保育士を加配し、集団保育の中で障がい児保育

を行う。 

対象 障がいが特別な医療処置を必要としない程度、集団保育が可能、毎日通所できる児童 

期間 通年 

71 一時保育（社会福祉課子ども保育係） 

目的 

保育所に入所していない児童で保護者の疾病等により緊急的に保育を必要とする児童、並

びに保護者の育児に伴う負担の解消のため一時的に保育を必要とする児童に対して保育

を行うことで、対象児童の福祉の向上を図る。 

内容 
ひまわり保育園において、月～土曜日（８時 30分～17 時）まで１歳児以上を対象に一時

的な保育を行う。（保育料を設定し徴収） 

対象 事前登録をした１～５歳児（１歳児は事前予約が必要） 

期間 通年 
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72 広域保育（社会福祉課子ども保育係） 

目的 
居住地以外に設置されている保育所で、勤務の利便性などの理由により希望する保護者の

児童について保育を行うことで、対象児童の福祉の向上を図る。 

内容 
中空知５市５町で広域保育の協定を締結しており、保護者の申出により、受け入れ先で可

能であれば居住地の役所を通じて入所申込みを行い入所決定する。 

対象 ０～５歳児 

期間 通年 

73 病児・病後児保育（社会福祉課子ども保育係） 

目的 

市内の保育所等に入所している児童が病中又は病気の回復期にあり、就労などのために家

庭で保育できない保護者に代わり、専用の保育施設で一時的に保育を行うことで、仕事と

育児の両立を支援する。 

内容 

市立病院南館に設置した病児・病後児保育施設で、専任の保育士の配置と看護師の体制を

整備し、一時的に預かり保育を実施する。利用時間は、月～土曜日の午前７時 15 分～午

後６時 15分（午後６時 15分～午後７時までの延長保育が可能）で、保育料を設定し徴収

する。 

対象 
市立保育所、院内保育所、幼稚園、学童保育所等の市内に開設された施設を利用している

生後６か月から小学校３年生までの児童（事前登録・予約制・定員３名） 

期間 通年 

74 私立幼稚園一時預かり（社会福祉課子ども保育係） 

目的 

保育所等を利用していない家庭においても、保護者の就労形態の多様化や養育環境の変化

に伴い、一時的に保育が困難となる場合があることから、幼稚園においても児童を一時的

に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、対象児童の福祉の向上を図る。 

内容 

利用希望者に対し、教育標準時間を除き４時間以上の一時預かりを行うなど、国が定める

実施要綱上の一時預かり事業（幼稚園型）を実施する幼稚園等に、子ども・子育て支援交

付金交付要綱の補助単価に基づき委託料を支払う。 

対象 幼稚園等に在園する原則３歳以上の児童 

期間 通年 

 

（イ）保育士等の資質の向上 

75 保育士等の育成（社会福祉課子ども保育係） 

目的 
子どもの自立心や創造性を育み、個性を伸ばす保育を実施するため、研修を通じて保育士

等の資質の向上を図る。 

内容 
職場内研修を積極的に行うとともに、北海道社会福祉協議会などが主催する保育士等を対

象とした各種の職場外研修に参加する。 

対象 保育所職員 

期間 通年 
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（ウ）保育地域活動の推進 

76 保育地域活動（社会福祉課子ども保育係） 

目的 
保育所児童と地域住民とがふれあう機会を設けることで、地域コミュニティの活発化と児

童の健全育成を図る。 

内容 
地域住民の保育所行事への参加や保育所児童の福祉施設への訪問などを通じて、保育所児

童と地域住民の交流を図る。 

対象 保育所児童、市民全般 

期間 通年 

 

 

② 学童保育の推進 

【施策の方向】 

保護者が就労などの理由で昼間家庭にいない小学校の就学児童の健全育成を図るため、学

童保育を実施しています。学童保育所は放課後児童対策として、保護者の就労等に伴うニー

ズの多様化に対応し、通常保育のほか、延長保育、障がい児保育といった特別保育を実施し

ており、放課後児童の健全育成と安全・安心な居場所づくりの確保に努めています。 

学童保育所は現在、公設公営３か所、公設民営２か所での運営を行っており、今後、指導

員不足などの課題への対応や、より望ましい形態で学童保育を実施するため、検討を進めて

いきます。 

 

（ア）学童保育の推進 

77 学童保育事業（社会福祉課子ども保育係） 

目的 
保護者の就労等により保育を必要とする小学校の就学児童に対し、遊びの場及び生活の場

を提供するとともに、保護者の代わりに保育することにより、児童の健全な育成を図る。 

内容 

保護者から申請があった小学生を、放課後や土曜日、長期休業中に、指導員が市内５学童

保育所で保育を行う。保育内容は、自由遊びや集団遊び、生活習慣を身に付ける活動、誕

生会などの行事を行う。 

対象 小学生 

期間 通年 

78 時間延長保育（社会福祉課子ども保育係） 

目的 
学童保育所を利用する児童のうち、勤務等が長時間にわたる保護者の希望に基づき時間を

延長して保育を行うことで、対象児童の福祉の向上を図る。 

内容 市内の５学童保育所で午後７時まで保育を行う。保育料は別途徴収。 

対象 小学生 

期間 通年 
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79 障がい児保育（社会福祉課子ども保育係） 

目的 
保護者の就労等により保育を必要とする障がい児の成長と自立支援のため、障がい児保育

を行うことで、対象児童の福祉の向上を図る。 

内容 市内の５学童保育所で、集団保育の中で障がい児保育を行う。 

対象 集団保育が可能な障がい児 

期間 通年 

 

 

③ 職場における子育て環境の整備 

【施策の方向】 

男女の固定的な役割分担意識にとらわれず、様々な活動ができるよう社会の制度や習慣に

ついて配慮する必要があります。 

男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、家族としての役割を果たしながら、共

に子育てに参加するとともに、子育てと仕事が両立できる雇用環境を整備し、仕事と子育て

の負担を軽減するよう努めます。 

また、男女ともに、意欲に応じてあらゆる分野で活躍できるよう、事業主、労働者、地域

住民などに働きかけ、個人の能力を十分に発揮できる職場環境を確保し、社会全体の意識改

革が推進されるよう広報活動や情報提供に取り組みます。 

 

（ア）子育て家庭の労働環境の改善 

80 労働環境の改善促進（商工労働観光課企業労政係） 

目的 
男女労働者が働きながら子どもを産み育てやすい雇用環境を整備し、仕事と子育ての両立

の負担の軽減を図る。 

内容 
関係機関と連携して「育児・介護休業制度」や「育児短時間勤務制度」の啓発・普及に努

める。 

対象 市民全般 

期間 通年 

81 女性の労働支援（商工労働観光課企業労政係） 

目的 
働く女性が性別により差別されることなく、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社

会を目指し、その能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を図る。 

内容 
「女性差別撤廃条約」や「男女雇用機会均等法｣「男女共同参画社会基本法」の法律等に

基づき、関係機関と連携して啓発・普及に努める。 

対象 市民全般 

期間 通年 
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④ 親の学習機会の拡充 

【施策の方向】 

子どもたち一人ひとりが、家庭や社会の一員として他者との適切な関係を築いていくため

には、家庭教育が重要な役割を果たします。そのため、家庭での教育力が低下しないよう、

家庭や地域での教育を支援し、保護者を対象とした学習機会の提供に努めるとともに、様々

な媒体を通じて子育て情報の提供を図ります。 

 

（ア）親の学習機会 

82 ママさんリフレッシュセミナー（社会教育課社会教育係） 

目的 乳幼児を持つ保護者の気分転換、親同士の交流や子育て世代の生涯学習活動を推進する。 

内容 
託児で子どもを預かり、乳幼児を持つ保護者の心身のリフレッシュと、親として必要な知

識を得ることができる講座を実施する。 

対象 乳幼児の保護者 

期間 年５回 

83 子育てに関する講習会等の実施（子育て支援センター） 

目的 
乳幼児を持つ保護者に子育てに関する必要な基礎知識を習得する機会、情報交換の場を提

供する。 

内容 救急救命講習：乳幼児の救急救命に必要な基礎知識の講習会を実施する。 

対象 ０歳～就学前の親子 

期間 救急救命講習（年１回） 

84 いきいき家庭セミナー（社会教育課社会教育係） 

目的 
家庭教育に必要な知識や技能の習得を図るとともに、学校、家庭、地域が連携し家庭教育の

向上を推進する。 

内容 

各小中学校で次のような内容の講演会や講座を開催する。 

・親（保護者）の家庭教育・地域の教育が充実するためのもの 

・ＰＴＡの連携や運営力を向上させるもの 

・家庭と地域との連携を強化し、交流の機会を提供するもの 

対象 小中学生の保護者、一般市民 

期間 年８回 
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（４）子どもの学ぶ力と生きる力を育む 

【施策展開の基本方針】 

子どもが自己を確立していけるように生きる力を育てるための施策などを推進します。 

 

【動向と課題】 

アンケート結果から、子育てについての悩みは、小学生のいる世帯で「子どもの勉強や進

学のこと」が半数を超えて最も高くなっています。また、国や砂川市に期待する「政策」に

ついて、「子どもが学ぶ力や社会参加に必要な力を身に付ける機会を増やすこと」は就学前

児童のいる世帯、小学生児童のいる世帯ともに４割を超えています。 

子ども自身が自ら考え行動できる力「生きる力」を身に付けるためには、自然体験・生活

体験・地域交流などの活動を経験させることが必要となります。そのためには、家庭・地域・

学校等がそれぞれの役割と責任を自覚し、相互に連携及び協力に努めることが重要です。本

市では、子どもの成長に応じた活動の場を提供するため、放課後子ども教室、地域学校協働

本部事業など、子どもたちを健全育成する取組や事業を実施するとともに、地域の身近な施

設である学校教育施設を、子どもと大人が共に取り組めるスポーツやレクリエーション活動

の場として開放し、地域との交流事業の推進を図っています。 

教職員には、児童生徒から信頼され、人間的に魅力あふれた教職員としての資質と指導力

の向上を図るため、各学校や砂川教育研究会等での研修を行っています。 

また、心身の発達や成長に遅れや心配のある子どもや障がいのある子どもに対して早期か

らの切れ目のない一貫した自立支援に向け、乳幼児期、就学時など、ライフステージごとの

ニーズに応じたサービスを提供できる体制の充実が求められます。本市では、乳幼児健康診

査等を通じて、子どもの発達の遅れなどの早期発見と支援に努め、障がいのある子どもに対

しての療育訓練、障がいや発達に心配がある児童に関しての相談など、関係機関と連携を図

り、地域において安心して暮らすことができる取組を進めていくこととしています。 

 

①「生きる力」を育てる教育の推進 

【施策の方向】 

学習指導要領の「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和を重視する「生きる力」

の理念について、各学校においてその理念実現に向けて適正な教育課程を編成します。 

子どもたちの個性と創造性を伸長するという基本的な考え方に立ち、「確かな学力」につ

いては、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら問題を解決する資質や能力等の学ぶ力を育成す

るため、「学びに向かう力」「基礎的・基本的な知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」

をバランスよく身に付けます。また、「豊かな心」については道徳教育を充実させ、自他を尊

重し、人を思いやる心や感動する心などを育みます。「健やかな体」については、生涯にわた

り心身とも健康で活力ある生活を送るために、運動を通じて体力を養うとともに、望ましい

食習慣など健康的な生活習慣の形成に努めます。 
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（ア）幼児教育の推進 

85 学び体験教室（社会教育課社会教育係） 

目的 幼児の発達段階に合わせた学びの体験及び親子の交流を推進する。 

内容 

子育てひろば…月１回月曜日に親子、子ども・保護者同士が自由に体験・活動ができる。 

親子であそぼう…土曜日に開催することで幼稚園・保育所に通う幼児や小学生を参加対

象とし、親子で活動する。 

対象 乳幼児、小学生その保護者 

期間 子育てひろば…年 12回（月１回月曜日）、親子であそぼう…年２回（土曜日） 

86 赤ちゃんのおはなしばたけ（図書館管理係） 

目的 
読み聞かせを通じて親子のコミュニケーションを深めるとともに読書への動機づけを図

る。 

内容 乳幼児への絵本、紙しばい等の読み聞かせ。 

対象 ０～２歳児、保護者 

期間 月１回 

 

（イ）体験的な学習や活動を取り入れた豊かな教育活動の推進 

87 体験的な学習や活動を取り入れた豊かな教育活動（学校：学務課指導主事） 

目的 

自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら問題を解決する資質や能力等の学ぶ力を育成するため、

「学びに向かう力」、「基礎的・基本的な知識及び技能」、「思考力・判断力・表現力等」を

バランスよく育む。 

内容 

教科、道徳科、特別活動、総合的な学習の時間の指導に当たっては、体験的な学習を重視

するだけでなく、積極的に取り入れ、児童生徒の学びに向かう力を身に付けさせるととも

に、学ぶことの楽しさや成就感を体得させる。 

対象 小中学生  

期間 通年 

88 ジャリン子四季自然体験塾（社会教育課社会教育係） 

目的 
親子で自然体験を通じて、家庭の教育力の向上を図るとともに、意欲的に活動する子ども

の育成を図る。 

内容 

・すながわ子どもセンター協議会が主催者となり、四季を通したふれあい体験学習を実施

する。 

・地域の協力によりリングプル運動を実施する。 

対象 幼児、小学生、保護者 

期間 年４回（自然体験４回） 
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（ウ）豊かな人間性を育む「心の教育」の充実 

89 豊かな人間性を育む「心の教育」の充実（学校：学務課指導主事） 

目的 自らを律しつつ、自他を尊重し、人を思いやる心や感動する心などを育む。 

内容 

道徳科の時間と教科、特別活動、総合的な学習の時間との密接な関連を図りながら、考え

議論する道徳を実践するとともに、全ての教育活動を通じて道徳教育の充実を図る。また、

家庭や地域、関係機関との役割と連携をより確かなものにし、「心の教育」の充実に努め

る。 

対象 小中学生、保護者、市民全般 

期間 通年 

 

（エ）たくましい心身を育む、体育・健康に関する指導の充実 

90 たくましい心身を育む、体育・健康に関する指導（学校：学務課指導主事） 

目的 
生涯にわたり心身ともに健康で活力ある生活を送るための基本的な生活習慣や基礎的な

体力を育む。 

内容 

健康に関する現代的な課題に適切に対応し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送

るための基礎を培う。「子どもは、次代の親である」という視点において、関係機関との

連携により授業の工夫・充実を図り、思春期における心身の機能の発達と望ましい生活習

慣、感染症予防等についての理解を通じて、自分の心や身体の健康を保持増進していく資

質や能力を育てる。 

対象 小中学生 

期間 通年 

 

（オ）教職員の資質の向上 

91 教職員の資質の向上（学務課指導主事） 

目的 学校教育の成果を上げるため、児童生徒の教育を担当する教職員の資質向上を図る。 

内容 
各学校における研修、砂川教育研究会による研修、道教委等の主催による研修、その他教

育機関等による研修への参加により、教職員の資質向上を図る。 

対象 市内各小中学校の教職員  

期間 通年 

 

（カ）学習機会の提供 

92 放課後学習サポート（学務課学校教育係） 

目的 
将来的な学力の土台となる小学校４～６年生の時期に、基礎基本の内容を学習できる機

会を提供することで、望ましい学習習慣の定着及び学力の底上げを図る。 

内容 
民間学習塾の協力のもと、放課後、講師を公民館に招き、学校の授業の進度によらない基

礎基本を学習できる機会としてテキストを配付し、講習を受講する。 

対象 市内小学校４年生から６年生までの希望児童 

期間 ６月～２月 
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②子ども会活動の推進 

【施策の方向】 

子どもが地域の一員としての自覚や社会性を身に付けることができるよう、子ども会活動

や地域の行事など、子どもの社会参加活動を推進し、健全育成に努めます。 

また、子ども会育成団体連絡協議会の主体的な活動を支援し、この協議会が主催するイベ

ントなどを通じて、子どもの自主性・主体性の伸長や子ども会育成者の資質の向上を図りま

す。 

 

（ア）子ども会活動の支援 

93 単位子ども会による地域活動（社会教育課社会教育係） 

目的 単位子ども会の活性化を推進する。 

内容 

・会議の実施 

・育成者役員会（育成者の代表が役員となり、事業を企画・推進する） 

・育成代表者会議（単位子ども会の代表者が一堂に会し、子ども会のあり方や情報交換

などを行う） 

・子ども会育成団体連絡協議会行事（リーダー研修会、ジャリン子夏祭り）の実施 

・全国子ども会安全共済会の加入手続き、申込みのとりまとめを行い、北海道子ども会事

務局へ申請書を提出 

・単位子ども会への備品の貸し出し 

対象 単位子ども会 

期間 通年 

 

 

③多様な体験機会の提供 

【施策の方向】 

子どもたちが生活の中から遊びや自然体験・社会体験などとの関わりを通じて、心身とも

に調和の取れた人間として成長できるよう、子どもの発達段階に応じた様々な体験機会を提

供していきます。また、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施

することにより、地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境・居場所づくりを推進しま

す。 

子どもたちが文化的事業を通して芸術・文化にふれ、スポーツに親しむことによって、心

身の健全な育成が図られるように、体験する機会や交流の場を提供します。 

また、外国の生活習慣や文化等を理解するため、外国語指導助手を活用し体験活動や交流

活動を行います。 
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（ア）国際交流活動 

94 国際交流ふれあい事業（社会教育課社会教育係） 

目的 
国際交流ふれあい委員と連携・協力し、地域人材を生かし、外国の文化や風習を学ぶとと

もに、異年齢、異世代間による体験学習や交流活動を通して、子どもたちの国際性を養う。 

内容 
国際交流ふれあい委員が中心となり、外国語指導助手を活用し体験活動や交流活動を行

う。 

対象 小学生、市民全般 

期間 年２回 

 

（イ）芸術文化活動 

95 公民館教室（社会教育課文化学習係） 

目的 
文化活動の体験学習を通して、様々な分野に興味を持つ機会をつくるとともに、体験活動

を通して、指導者たちとの世代交流を図る。 

内容 
１回完結又は連続の形式で、公民館で活動するグループ・サークル、郷土資料室、社会教

育団体等が指導者として多種多様な分野の事業を実施する。 

対象 小学校１～６年生 

期間 年１～３回程度 

96 おはなしのいずみ（図書館管理係） 

目的 
耳から聞く言葉を通して物語のイメージを描くことに習熟することや、活字をイメージ化

し物語を楽しむ力を養うとともに読書への動機づけを図る。 

内容 幼児向け及び小学生向けに対象を分け、絵本、紙しばい等の読み聞かせを行う。 

対象 ３歳児～小学生 

期間 月１回 

97 出張おはなし会（図書館管理係） 

目的 事業を通じて、子どもたちの読書への関心を高め、図書館の利用促進を図る。 

内容 市内の団体向けに、絵本や紙しばい等の読み聞かせを行う。 

対象 乳幼児、小学生 

期間 申込みにより随時 

98 ジャリン子ハロウィーン（社会教育課社会教育係） 

目的 
地域人材を生かし、外国の文化や風習を学ぶとともに、地域の人々との交流を通じて、子

どもたちの地元への愛着を育む。 

内容 

実行委員会の各組織がハロウィーンを体験し、地域と交流を深める事業を企画、運営す

る。また、実行委員会組織が事業にかかる経費を負担して実施する。 

・構成団体…すながわスイートロード協議会、国際交流ふれあい委員会、ゆうゆうひ

ろば、子ども会育成団体連絡協議会、ＮＰＯ法人ゆう 

対象 幼児、小学生、保護者 

期間 年１回 
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（ウ）スポーツ活動 

99 親子わいわいすぽーつらんど（スポーツ振興課振興係） 

目的 
マット運動・ボール遊び・各種体操等を通して、平衡性、巧緻性などを養い、親子で体を

動かす楽しさを味わう機会を提供し、社会体育の振興を図る。 

内容 
講師、スポーツ推進協力員の指導のもとに開催し、幼児が親と一緒に運動を行う。（スポ

ーツ教室） 

対象 幼児、保護者  

期間 年２回 

100 少年スポーツ教室（スポーツ振興課振興係） 

目的 
スポーツに接する場を増やし、スポーツに関する知識や技術を身に付ける場を提供すると

ともに、スポーツ活動を通して心身の健全育成を図る。 

内容 
少年スポーツ教室を 20,000 円×４種目（軟式野球、ミニバスケットボール、剣道、サッ

カー）各競技連盟に委託して開催し、謝礼を払う。（スポーツ教室） 

対象 小学生 

期間 年 10 回 

 

（エ）学校・地域との連携 

101 放課後子ども教室（社会教育課社会教育係） 

目的 
子どもの安全・安心な居場所づくり、地域住民との交流による地域コミュニティの再生を

目的とする。 

内容 

行政、学校、地域住民、学童保育関係者などにより組織された運営委員会で事業計画を策

定し、コーディネーター（生涯学習推進アドバイザー）を中心に地域住民や保護者を指導

員やサポーターに迎え、学童保育と連携し、勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交

流を実施する。 

対象 放課後学校：登録児童、集合学習：市内小学生 

期間 通年 

102 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）（社会教育課社会教育係・学務課学校教育係） 

目的 
子どもに関わる学校や地域が一体となり、学校運営の改善や子どもの健全育成を推進す

る。 

内容 
学校運営に保護者や地域住民が参画することにより、学校と地域が目標を共有し、相互に

連携・協働しながらより良い教育活動を展開する。 

対象 学校運営協議会を設置した小中学校 

期間 通年 

103 地域学校協働本部（社会教育課社会教育係） 

目的 
地域と学校が相互に補完し合い、子どものより良い成長と持続可能な地域づくりに向けた

活動の推進を図る。 

内容 
地域と学校の様々なニーズに応えるために、より効果的な活動となるよう支援や助言も含

めたコーディネート機能を果たす。 

対象 学校、地域全般 

期間 通年 
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104 学習相談事業（社会教育課社会教育係） 

目的 市民自らが学習意欲を高め、主体的に生涯学習を行うことができる環境の整備を図る。 

内容 

地域で学習活動を行っている人の情報やグループ・サークルの活動内容、各種事業で活用し

た講師経歴などの情報一覧を作成し、この活用や、広く社会教育事業等で活動している講師

や他の機関を通じた講師紹介により、市民の要望に応じた情報提供や人材の紹介を行う。 

対象 市民全般 

期間 通年 

105 地域サークル活動推進事業（社会教育課社会教育係） 

目的 

各学校区を中心とした住民が「コミュニケーションを図る場」として学校の施設を有効に

活用し、「自主運営・自主管理」しながら、地域のつながりと子どもを育てるより良い環

境づくり、生涯学習の推進を通して地域教育力の向上を図る。 

内容 各学校に組織する運営委員会が、文化、スポーツ、レクリエーション活動を行う。 

対象 市民全般 

期間 通年 

 

 

④援護を要する子どもへの支援 

【施策の方向】 

砂川市子ども通園センターでは、心身の発達や成長に、遅れや心配のある児童や保護者に

対し、その発達を促すことを目的に、関係機関と連携しながら必要な療育指導、相談、援助

を行います。また、通級指導教室では、心身の発達に遅れや心配がある児童に対して、指導

を行っています。 

障がいや発達に心配がある児童に関しての相談についても、関係機関と連携を図り、発達

や進路など保護者や児童に助言を与える機会を設け、不安や悩みが軽減されるよう療育体制

の充実を図ります。 

また、就学時の関係機関による引継ぎなど、各機関が連携を取りながら子どもへの一貫し

た支援を進めます。 

 

（ア）発達に遅れや心配がある子どもの指導 

106 児童発達支援（子ども通園センター） 

目的 

心身の発達や成長に、遅れや心配のある児童に対し、その発達を促すことを目標に、関係

機関と連携しながら、必要な療育指導、相談、援助を行い、健やかな成長を家族と一緒に

目指す。 

内容 
対象児童及び保護者に一緒に通園してもらい、指導員が日常生活の基本動作や集団生活へ

の適応訓練、保護者に対する助言などのサービスを提供する。 

対象 
２市４町（砂川・歌志内・上砂川・奈井江・浦臼・新十津川）の市町が発行する受給者証

を持つ児童及びその保護者（０歳から小学生まで） 

期間 通年 
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107 通級指導教室（学務課総務係） 

目的 
心身の発達や成長に遅れや心配のある児童に対し、種々の困難を改善・克服するために必

要な知識、技能、態度及び習慣を養う。 

内容 
心身の発達や成長に遅れや心配がある児童に対して、困難の改善・克服のための指導を行

う。 

対象 
２市４町（砂川・歌志内・上砂川・奈井江・浦臼・新十津川）の小学校の通常の学級に在

籍していて、特別な指導を必要とする児童 

期間 通年 

108 特別支援教育支援員配置事業（学務課学校教育係） 

目的 通常の学級に在籍する特別な支援や配慮が必要と思われる児童生徒を支援する。 

内容 
通常の学級に在籍しながらも心身の発達や成長に遅れや心配がある児童生徒に対し、集団

の中で学習する上で必要な支援を行う。 

対象 小中学校の児童生徒 

期間 通年 

 

（イ）肢体不自由児への訓練・指導 

109 肢体不自由児療育訓練事業（社会福祉課子育て支援係） 

目的 

運動発達に遅れがみられる又は肢体に障がいのある児童（者）に対し、理学療法士による

適切な訓練を行うことにより、運動発達の促進や障がいの進行を抑制する。また、軽度の

障がいのある児童に対しては、日常生活に役立つ訓練を施し自立を促す。 

内容 

関係機関の理学療法士により、運動発達に遅れがみられる又は肢体に障がいのある児童

（者）に訓練を行う。また、今後は言語発達に遅れがみられる児童に対しても、言語聴覚

士により、療育訓練を行う。 

対象 
運動発達に遅れがみられる又は肢体に障がいのある児童（者）、言語発達に遅れがみられ

る児童 

期間 月１回程度 

 

（ウ）家庭に対する相談、指導 

110 巡回児童相談（社会福祉課子育て支援係） 

目的 

児童の養育に関することや、障がいや発達に心配がある児童に関して、専門的な立場から

相談を受けることにより、発達や進路など保護者や児童に指導、助言を与え育成を助長す

る。 

内容 
岩見沢児童相談所の職員（児童福祉司等）が、保護者からの相談に対し、専門的な診断を

実施し、助言する。 

対象 児童及び保護者  

期間 年７回程度 
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（エ）障がいを持つ児童への給付等 

111 日常生活用具費の助成（社会福祉課社会福祉係） 

目的 
身体障がい児に対して、日常生活を営む上での補助的な生活用具の費用を助成することに

より、当該障がい児の在宅生活を支援する。 

内容 
特殊マットなど対象者からの申請に対して給付・貸与に係る費用を助成する。（基準額内：

自己負担有） 

対象 身体障がい児であって、日常生活用具の給付・貸与が必要な児童 

期間 通年 

112 補装具費の助成（社会福祉課社会福祉係） 

目的 
身体障がい児に対して、失われた身体機能や身体の損傷を補うための用具の給付・修理・

借受に係る費用を助成することにより、当該児童の日常生活や社会生活の向上を図る。 

内容 
義肢・義眼・車椅子などの補装具が必要と判定された児童に対して給付・修理・借受に係

る費用を助成する。（基準額内：自己負担有） 

対象 身体障がい児であって、補装具の給付が必要な児童 

期間 通年 

113 介護給付費（社会福祉課社会福祉係） 

目的 

障がいのある児童が支給決定を受けた後、必要とする福祉サービスについて児童（保護者）

自ら事業者を選択することで、主体的に福祉に関わるとともに、費用を支援することで当

該児童の日常生活や社会生活の向上を図る。 

内容 
居宅介護・児童デイサービス・短期入所について、申請を審査の上、支給の可否を決定し、

受給決定者は事業者を選択して利用する。 

対象 居宅生活支援が必要な児童 

期間 通年 

114 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業（社会福祉課社会福祉係） 

目的 
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児の、言語の習得やコミュ

ニケーション能力の向上を支援する。 

内容 
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対し、補聴器の購入又

は修理に要する費用の一部を助成する。 

対象 
身体障害者手帳の交付対象外（両耳の聴力レベルが 30 デシベル以上である者）の児童で、

補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童 

期間 通年 

 

（オ）ノーマライゼーション理念の普及 

115 障がい者パンフレットの発行（社会福祉課社会福祉係） 

目的 
障がい者に関する制度やノーマライゼーション理念に関する小冊子を市民に配布するこ

とで、障がい者と健常者の相互理解の深化を図る。 

内容 小冊子に障がい児に対する福祉サービスも掲載することで、各制度の普及啓発を図る。 

対象 市民全般 

期間 通年 
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（カ）関係機関の連携 

116 地域療育推進協議会（子ども通園センター） 

目的 
砂川地域における障がい児の早期発見、早期療育の一貫した体制整備と関係者の密接な連

携を確保することで、総合的かつ効果的な地域療育の推進に努める。 

内容 

２市４町（砂川・歌志内・上砂川・奈井江・浦臼・新十津川）により構成する協議会にお

いて、障がい児療育等の企画調整、実態把握及び情報交換などを実施する。また、保護者

や関係機関の支援者を対象に研修等を実施し、支援に対する理解を深め資質の向上を図

る。 

対象 関係機関 

期間 総会(年１回)、研修会、学習会、部会など随時 

117 小学校・保育所による就学児童の引継ぎ（学務課指導主事・子ども通園センター） 

目的 

学校生活への適応が心配される児童などについて、保育所・子ども通園センターと小学校

との引継ぎを行い、学校生活の円滑なスタートと一貫した指導や支援を継続することによ

り、より望ましい成長・発達を図る。 

内容 

保護者の了承を得て、保育士、指導員、入学する小学校の教員、保健師、指導主事が、当

該就学児童についての引継ぎを行う。保育所では保育要録を作成し小学校へ引継ぐ。通園

センターでは保護者を対象とした就学に向けた学習会を開催している。 

対象 対象となる就学児童（次年度、小学校へ入学する児童） 

期間 １月～３月、学習会（年１回） 
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（５）子どもの人権擁護・安全なまちづくり 

【施策展開の基本方針】 

子どもや子育て家庭が安全かつ安心して暮らせるような施策などを推進します。 

 

【動向と課題】 

児童虐待については、発生予防から早期発見、早期対応、保護など総合的な支援ができる

よう、関係機関とのネットワーク構築と連携強化を図ることが必要です。児童虐待などの複

雑、多様化する児童に関する諸問題について、未然防止策や発生時の迅速な対応を図るため

平成 17 年に関係機関などから構成する要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関と問

題解決に向け協議を行っています。また、個別のケースにより、担当者による検討会議を随

時実施しています。 

少子化や核家族化の進行、経済的問題や離婚の増加などの社会環境の変化により、地域や

家庭での子育てを支援する環境や、周囲の育児への関わりが低下している中、いかに早期に

虐待を発見し解決するかが課題となっています。そのため、医療機関や保育所、学校など現

場での発見に向けた協力体制の構築、健診などの実施による地域に入った際の発見、地域に

住んでいる方々からの通報の喚起などを行い、早期に対応することが必要となっています。 

アンケート結果から、国や砂川市に期待する「政策」について、「子どもが安心して外で遊

んだり通学したりできるよう、防犯対策を充実させること」が就学前児童のいる世帯、小学

生のいる世帯ともに７割に達しており、子どもを守る対策が求められています。子どもの安

全・安心に向けた環境の整備として、夜間における犯罪の防止及び歩行者の安全を図るため、

町内会等が維持管理している防犯灯の補助の実施、あいさつ運動・子ども 110 番など地域

で子どもを見守る施策等を行い、安全・安心の確保に努めています。 

 

①子どもの人権擁護 

【施策の方向】 

近年、全国の児童虐待相談対応件数は増加が続いており、本市においても１年間の中で数

件相談事例が寄せられています。児童虐待の予防・早期発見・対応を図るため、ふれあいセ

ンターにおける健康診査、相談事業、家庭訪問などの母子保健活動や相談業務をはじめ、学

校・保育所・幼稚園など子どもに関わる機関の日常業務においても発生予防と早期発見に努

めます。 

また、市の関係機関のほか、児童相談所、保健所、民生児童委員協議会、警察署、医師会

などから構成する、砂川市要保護児童対策地域協議会において、児童虐待防止に向けて連携

を強化し、子どもへの虐待の予防や早期発見、家庭への支援体制の充実を図ります。 

  



86 

 

（ア）児童虐待の発生予防・早期発見・早期対応 

118 家庭児童相談（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
家庭における適正な児童養育、家庭児童福祉の向上を図るとともに、家庭児童福祉に関す

る相談指導業務の充実強化を目的とする。 

内容 
家庭児童相談員を配置し、児童養育など家庭からの相談に応じ助言・指導を行うとともに、

児童相談所、民生児童委員等と連携を取り、問題解決や児童の保護を図る。 

対象 児童及び保護者  

期間 通年 

119 砂川市要保護児童対策地域協議会（社会福祉課子育て支援係） 

目的 
児童虐待など複雑、多様化する児童に関する諸問題の未然防止や発生時の迅速な対応を図

るため関係機関が集い、児童虐待の未然防止や対策など協議を行う。 

内容 
要保護児童及びその保護者に関する情報の交換、支援の内容に関する協議、支援方策の具

体的な検討や支援を行う。 

対象 関係機関  

期間 代表者会議 年１回、ケース検討会議 必要の都度随時 

 

（イ）家庭・地域・学校の相互連携 

120 民生児童委員協議会（社会福祉課社会福祉係） 

目的 問題や悩みを持つ家庭（保護者・児童）に対して相談など通じて必要な援助を行う。 

内容 

主に町内会を単位とした市内 54 人の民生児童委員が、日頃から、問題や悩みを持つ家庭

からの相談を受け、必要な場合は市に情報提供を行い、３人の主任児童委員と共に援助を

行う。 

対象 市民全般 

期間 通年 

 

 

② 子どもの安全・安心の確保 

【施策の方向】 

子育てを安全・安心に行うには、のびのびと子育てができる生活空間や安全に配慮した住

環境が必要となります。このため、公共施設等においては、誰もが利用しやすいものとなる

よう、ユニバーサルデザインを推進します。 

また、子どもを悲惨な交通事故から守るため、子どもの発達に応じた段階的な交通安全教

室を実施し、子どもたちの交通安全意識の高揚と事故防止に努めます。 

さらに、子どもを犯罪などの被害から守るため、子どもに関する不審者情報の提供、共有

化に取り組み、子どもの安全確保と防犯対策の充実を図ります。 
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（ア）交通安全の推進 

121 チャイルドシートの貸し出し（市民生活課生活交通係） 

目的 
市民からチャイルドシート等の提供を受け、希望者に貸し出しを行うとともに、子どもた

ちの交通事故防止を図る。 

内容 希望する市民に対して、６か月を限度にチャイルドシート等の無料貸し出しを行う。 

対象 市民全般 

期間 通年 

122 交通安全教室（市民生活課生活交通係） 

目的 
保育所、幼稚園、小学校と連携を図りながら交通安全教室を開催し、子どもたちの交通安

全意識の高揚と事故防止を図る。 

内容 仮設信号機や交通標識などを活用して、横断歩道の渡り方や自転車の乗り方を指導する。 

対象 保育所児童・幼稚園児や小学生 

期間 通年 

 

（イ）防犯意識の高揚・非行化の未然防止 

123 市防犯協会への支援（市民生活課生活交通係） 

目的 子どもたちが犯罪の被害に遭わないように防犯意識の高揚を図る。 

内容 
広報活動の推進や市防犯協会による新入学児童への防犯ブザー寄贈、街頭啓発などを行い

防犯意識の高揚を図る。 

対象 市民全般   

期間 通年 

124 防犯灯の設置、維持費の補助（市民生活課生活交通係） 

目的 夜間における市民の交通安全と犯罪防止を図る。 

内容 町内会等が設置する防犯灯の設置及び維持費（電気料）を補助する。 

対象 町内会等単位  

期間 通年 

125 砂川市青少年指導センター（社会教育課社会教育係） 

目的 

市内小・中・高等学校の児童生徒の校外生活について、意見交換・情報交流等を密にし、

児童生徒の健全育成・非行防止・安全確保などを図るため、砂川市青少年指導センターを

設置する。 

内容 

指導センター推進員会議の開催（月１回実施し、情報交換や問題点の協議を行う） 

巡回指導（ＰＴＡ、警察の協力を得て、祭典や市民行事の際に巡回指導を行う） 

情報の提供（校外生活の心得の作成と配布、110番の家との連携） 

対象 小中高校生、保護者  

期間 通年 
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126 「あいさつ運動」の推進（社会教育課社会教育係） 

目的 

青少年の健全育成には、学校・家庭・地域が連携協力し安全・安心な環境を確保するとと

もに、豊かな体験とより良い人間関係を醸成することが基盤となる。日頃から子どもとの

関わりを深め、心の通い合う環境づくりを進めることが必要である。そのため、広く「あ

いさつ運動」を啓発展開し、心豊かな子どもの育成に努める。 

内容 

あいさつ運動強調週間の実施（春季、秋季の年２回）、物品の貸与（のぼり、腕章、たす

き、啓発用テープ）、各実施団体や参加者の計画に基づいた自主的・日常的な活動、各学

校における児童会（生徒会）やＰＴＡ等を中心としたあいさつ運動、日常における家庭で

のあいさつの励行、地域のおける自主的な活動を推進する。 

対象 小中高校生、保護者、市民全体 

期間 通年 

 

（ウ）安全・安心なまちづくり 

127 子ども 110 番の家（学務課指導主事） 

目的 

児童生徒が不審者から声をかけられるなど、危険を感じたときに避難することができる

「子ども 110 番の家」を指定し、安全確保の環境整備を図るとともに、地域で子どもの安

全を守る気運を高める。 

内容 

学校区ごとに「子ども 110番の家」を指定し、児童生徒の保護及び警察への通報、関連情

報の提供を要請するとともに、児童生徒にその所在及び避難・危険回避の方法について周

知指導する。 

対象 小中学生、市民全般 

期間 通年 

128 砂川市幼年消防クラブ（消防署予防課） 

目的 幼年期における防火教育の重要性を考え、社会教育の一環として防火防災思想の普及を図る。 

内容 消防庁舎見学などの研修、消防行事の参加を実施する。 

対象 保育所児童・幼稚園児 

期間 通年 

129 砂川市少年消防クラブ（消防署予防課） 

目的 
将来を担う小学生に対し、消防研修や職員とふれあうことにより、防火、防災への関心を

高め、災害のないまちづくりへ意識高揚を図る。 

内容 防火防災訓練、救急訓練、防火防災知識の向上を図る研修会等を実施する。 

対象 小学校４～６年生  

期間 通年 

130 安全な歩道など道路の整備（土木課土木係） 

目的 
安全で歩きやすい歩道の確保など、子どもや子育て家庭をはじめ、あらゆる人たちが安心

して外出できるような環境づくりを図る。 

内容 
歩道等の改修事業においてバリアフリー（段差解消）による整備や、ユニバーサルデザイ

ンに基づく市道整備を行う。 

対象 市民全般  

期間 通年 
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131 公営住宅の管理（建築住宅課住宅係） 

目的 
住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸し、生活の安定と社会福祉の増

進を図る。 

内容 

ユニバーサルデザインの視点に立ち、子育てに配慮した暮らしやすい部屋の大きさの確保

と世帯向けなど多様な形態に対応するよう建設した住宅について、引き続き維持管理して

いくとともに、公営住宅の入居者及び地域の子育て世帯が集う公園・遊具などの環境整備

を行う。 

対象 市民全般 

期間 通年 

 

（エ）安全を確認できる食材の利用 

132 安全を確認できる食材の利用（学校給食センター管理係・社会福祉課子ども保育係） 

目的 
地元の農産物など安全を確認できる食材を給食の素材として使用することで、子どもが食

物の安全性に対して理解と関心を高めるよう努める。 

内容 
地元産の米、野菜など安全を確認できる食材を給食の素材として使用するとともに、地産

地消の取組を進める。 

対象 保育所児童・小中学生 

期間 通年 

 

（オ）環境有害物質対策 

133 循環型社会の形成（市民生活課環境衛生係） 

目的 
廃棄物の処理を適正に進めるとともに、リサイクルや排出を抑制する取組を進め、「循環

型社会の形成」を目指す。 

内容 

ごみの分別徹底を図り減量化を推進するとともに、不法投棄の抑止、処理施設の適切な維

持管理により廃棄物の適正処理に努める。また、啓発活動や団体による資源回収の奨励に

よりリサイクルを推進するとともに、廃棄物排出抑制の取組を進める。 

対象 市民全般 

期間 通年 
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第５章 計画の推進に向けて 

１ 推進体制 

子ども・子育て支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、全庁をあげて子ども・子育て

支援に取り組みます。 

 

  

＜市民（市民団体を含む）＞ 

役 割 

○ 子どもの行動への見守り役 

○ 虐待等を早期に発見する目配り役 

 

地域 

 

 

 

役 割 

○ 就学児童の健やかな成長

と生きる力を養う教育・

体験の場 

○ 地域や家庭と連携しなが

ら子どもの成長を支援 

 

教育・保育施設事業者等 

 

子ども及びその保護者 

 

役 割 

○ 取組内容の評価 

○ 取組内容への意見提出 

 

砂川市子ども・子育て会議 

第２期砂川市子ども・子育て支援事業計画 推進体制図 

 

 

役 割 

○ 必要なサービスの提供・支

援を検討 

○ 相談支援 

○ 関係諸機関との連携 

○ 次世代育成支援対策事業の 

推進及び事務事業評価 

行政 

 

 

役 割 

○ 庁内調整 

○ 事業推進のための協議 

砂川市子ども・子育て支援 

事業計画策定推進委員会 
報告 

 助言等 

 

連 携 連 携 

連携 

支援 

支 援 

支援 
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２ 子ども・子育て支援事業計画の進行管理 

○個別事業の進捗状況（アウトプット）及び本計画全体の成果（アウトカム）について点検・

評価し、結果に基づく公表及び施策の改善等につなげていきます。 

○本計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するため、計画目標を基に毎

年の進捗状況を庁内で確認するとともに、子ども・子育て会議で協議しながら、事業の見直

しを含め、計画の着実な推進を図ります。 

 

 

 

○本計画は、砂川市子ども・子育て会議等を活用し、毎年度点検・評価します。 

○ホームページなどを活用し、本計画に基づく取組や事業の進捗状況を広く公表していくこと

で、住民への浸透を図ります。また、あらゆる機会で住民意見を把握し、利用者目線を生か

した施策・事業の推進を図ります。 

①計画の立案 

②計画の実施 

⑥次期計画の立案 

④評価結果公表 
（ホームページ等） 

 

⑤計画の見直し 

③アウトプット・アウト

カムによる点検・評価 

 

保護者などの 

住民意見 等 
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資料編 

１ 計画策定組織 

砂川市子ども・子育て支援事業計画策定推進委員会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

委 員 長 

副 委 員 長 

 

保育所長 

○ ワーキンググループ部会長 
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学
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課
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導
主
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社
会
教
育
課
長 

事務局長 

事務局次長 

事務局員 

○社会福祉課長 

保健福祉部長 

子育て支援係長

長 
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２ 砂川市子ども・子育て会議設置要綱 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律 65 号。以下「法」という。）第２条に定める

基本理念に則り、家庭、学校、地域、職域その他子ども・子育てに係る関係者による子育て支

援を、法第 61 条に定める市町村子ども・子育て支援事業計画により、総合的かつ効果的に

推進するため、法第 77 条第１項の規定に基づき、砂川市子ども・子育て会議（以下「子ど

も・子育て会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて、市

長に提言を行うものとする。 

(１) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。 

(２) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。 

(３) 砂川市子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(４) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。 

(５) その他子ども・子育て支援に関すること。 

 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する 10 人以内の委員

をもって組織する。 

(１) 子どもの保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者） 

(２) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(３) 学識経験者 

(４) その他市長が必要と認めた者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 副会長は、会長が指名する。 

４ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 子ども・子育て会議は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 
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３ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴くこと

ができる。 

 

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部社会福祉課が行う。 

 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、会長

が子ども・子育て会議に諮って定める。 

 

 

附 則 

この訓令は、平成 25 年 10 月 23 日から施行する。 

附 則 

この訓令は、平成 30 年４月１日から施行する。 
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３ 砂川市子ども・子育て会議委員名簿 

令和２年３月 31日現在  

役職 氏名 構成区分 

委員長 古 畑  聡 子 ３号委員（学識経験者） 

副委員長 平 田  聡 之 ３号委員（学識経験者） 

委 員 

八 戸  駿 １号委員（子どもの保護者） 

佐 藤  莉 那 １号委員（子どもの保護者） 

水 島  聖 一 １号委員（子どもの保護者） 

堀 松  伸 行 １号委員（子どもの保護者） 

千 田  裕 子 ２号委員（子ども・子育て支援に関する事業に従事する者） 

長 洞  奈 美 ２号委員（子ども・子育て支援に関する事業に従事する者） 

大 原  佳 子 ４号委員（公募） 

橋 口  愛 ４号委員（公募） 
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４ 砂川市子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査結果 

（１）調査の概要 

本計画の策定に当たり、教育・保育・子育て支援に関する「現在の利用状況」や「今後の

利用希望」などを把握し、子ども・子育て支援施策の検討に利用するため、対象者別に次の

２種類のアンケート調査を実施しました。 

なお、「平成 30 年度調査」とは本調査を指し、「平成 25 年度調査」とは、平成 26 年１

月に実施した「砂川市子ども・子育て支援事業計画策定ためのアンケート調査」のことを指

します。 

また、グラフ等の n 数（n=○○○）は、「Number of case」の略で、構成比算出の母数

を示しています。 

 

①就学前児童 

○調査対象：砂川市在住の就学前児童がいる家庭 470世帯 

○調査期間：平成 31 年１月９日～平成 31 年１月 25日 

○調査方法：郵送による配布・回収 

○配布・回収： 

配布数 回収数 回収率 

470 315 67.0％ 

 

②小学生 

○調査対象：砂川市在住の小学生がいる家庭 525 世帯 

○調査期間：平成 31 年１月９日～平成 31 年１月 25日 

○調査方法：郵送による配布・回収 

○配布・回収： 

配布数 回収数 回収率 

525 350 66.7％ 
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（２）調査結果 

①就学前児童 

≪問 1≫ お住まいの小学校区としてあてはまる答えの番号１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 2≫ あて名のお子さんの生年月をご記入ください。（[  ]内に数字でご記入ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 3≫ この調査票にお答えいただく方はどなたですか。あて名のお子さんからみた関係でお答

えください。あてはまる番号 1 つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 4≫ この調査票にお答えいただいている方の配偶関係についてお答えください。あてはまる

番号 1 つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 空知太小学校区 58 

2 北光小学校区 26 

3 中央小学校区 66 

4 砂川小学校区 115 

5 豊沼小学校区 45 

  無回答 5 

No. 回答項目 ｎ 

1 0 歳 53 

2 1 歳 63 

3 2 歳 41 

4 3 歳 36 

5 4 歳 44 

6 5 歳 31 

7 6 歳 44 

  無回答 3 

No. 回答項目 ｎ 

1 母親 267 

2 父親 45 

3 その他 1 

  無回答 2 

No. 回答項目 ｎ 

1 配偶者がいる 278 

2 配偶者はいない 35 

  無回答 2 

18.4%

8.3%

21.0%

36.5%

14.3%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空知太小学校区

北光小学校区

中央小学校区

砂川小学校区

豊沼小学校区

無回答

ｎ=315

84.8%

14.3%

0.3%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

父親

その他

無回答

ｎ=315

問3.この調査票にお答えいただく方

88.3%

11.1%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

ｎ=315

問4.この調査票にお答えいただいている方の配偶関係

16.8%

20.0%

13.0%

11.4%

14.0%

9.8%

14.0%

1.0%

0% 10% 20% 30%

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

無回答

ｎ=315

年齢
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≪問 5≫ あて名のお子さんの子育て（教育含む）を主に行っているのはどなたですか。お子さん

からみた関係であてはまる番号 1 つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 6≫ あて名のお子さんのご両親の就労状況（自営業の方とその家族従事者を含む）について

うかがいます。 

【父親の就労状況】 

 
 

 

 

 

 

 

【母親の就労状況】 

 
 

 

 

 

  

87.9%

0.3%

0.3%

0.0%

0.3%

0.0%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労しており、

育休・介護休業中ではない

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労していたが、

育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労しており、

育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労していたが、

育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

今まで就労したことがない

無回答

ｎ=315

問6.父親の就労状況

32.1%

10.2%

23.8%

1.6%

30.2%

1.6%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労していたが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労していたが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

今まで就労したことがない

無回答

ｎ=315

問6.母親の就労状況

No. 回答項目 ｎ 

1 父母両方 201 

2 主に母親 107 

3 主に父親 0 

4 主に祖父母 2 

5 その他 1 

  無回答 4 

No. 回答項目 ｎ 

1 フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労しており、育休・介護休業中ではない 277 

2 フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労していたが、育休・介護休業中である 1 

3 パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労しており、育休・介護休業中ではない 1 

4 パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労していたが、育休・介護休業中である 0 

5 以前は就労していたが、現在は就労していない 1 

6 今まで就労したことがない 0 

 無回答 35 

No. 回答項目 ｎ 

1 フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 101 

2 フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労していたが、産休・育休・介護休業中である 32 

3 パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 75 

4 パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労していたが、産休・育休・介護休業中である 5 

5 以前は就労していたが、現在は就労していない 95 

6 今まで就労したことがない 5 

 無回答 2 

63.8%

34.0%

0.0%

0.6%

0.3%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父母両方

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

ｎ=315

問5.お子さんの子育て（教育含む）を主に行っているのはどなたですか
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≪問 6-1≫ 問 6 で「３」または「４」（パート・アルバイト等で就労している）に○をつけた方

にうかがいます。今後の就労についての希望をお聞かせください。 

【父親の今後の就労についての希望】 

 

No. 回答項目 ｎ 

1 フルタイムへの転換を希望しており、実現の見込みがある 1 

2 フルタイムへの転換を希望しているが、実現は難しいと考えている 0 

3 パート・アルバイト等の就労を続けたい 0 

4 就労をやめ、子育てや家事などに専念したい 0 

  無回答 0 

 

【母親の今後の就労についての希望】 

 

No. 回答項目 ｎ 

1 フルタイムへの転換を希望しており、実現の見込みがある 8 

2 フルタイムへの転換を希望しているが、実現は難しいと考えている 10 

3 パート・アルバイト等の就労を続けたい 56 

4 就労をやめ、子育てや家事などに専念したい 5 

  無回答 1 

 

 

≪問 6-2≫ 問 6 で「５」または「６」（就労していない・就労したことがない）に○をつけた方

にうかがいます。今後の就労についての希望をお聞かせください。 

【父親の今後の就労希望】 

 
No. 回答項目 ｎ 

1 子育てや家事などに専念したい 1 

2 １年以上先に、一番下の子どもが［  ］歳になったころに就労したい 0 

3 すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 0 

  無回答 0 

 

  

100.0%0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイムへの転換を希望しており、実現の見込みがある

フルタイムへの転換を希望しているが、実現は難しいと考えている

パート・アルバイト等の就労を続けたい

就労をやめ、子育てや家事などに専念したい

無回答

ｎ=1

問6-1.父親の就労についての希望

10.0%

12.5%

70.0%

6.3%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイムへの転換を希望しており、実現の見込みがある

フルタイムへの転換を希望しているが、実現は難しいと考えている

パート・アルバイト等の就労を続けたい

就労をやめ、子育てや家事などに専念したい

無回答

ｎ=80

問6-1.母親の就労についての希望

100.0%0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育てや家事などに専念したい

１年以上先に、一番下の子どもが[ ]歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

ｎ=1

問6-2.父親の就労についての希望
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【母親の今後の就労希望】 

 
No. 回答項目 ｎ 

1 子育てや家事などに専念したい 8 

2 １年以上先に、一番下の子どもが［  ］歳になったころに就労したい 10 

3 すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 56 

  無回答 5 

 

【一番下の子どもの希望年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 6-3≫ 問 6-2 で「２」または「３」（就労したい）に○をつけた方にうかがいます。希望す

る就労形態をお答えください。 

【父親の希望する就労形態】 

該当者は１名で、「無回答」となっています。 

 

【母親の希望する就労形態】 

 

 

 

 

 

  

36.0%

33.0%

21.0%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育てや家事などに専念したい

１年以上先に、一番下の子どもが[ ]歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答

ｎ=100

問6-2.母親の就労についての希望

9.3%

72.2%

18.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）

パート・アルバイト等（フルタイム以外）

無回答

ｎ=54

問6-3母親の希望する就労形態

No. 回答項目 ｎ 

1 ０歳～１歳 0 

2 ２歳～３歳 9 

3 ４歳～５歳 6 

4 ６歳～７歳 10 

5 ８歳～９歳 1 

6 10 歳～11 歳 2 

7 12 歳～13 歳 1 

8 14 歳～15 歳 0 

9 16 歳～17 歳 0 

10 18 歳以上 0 

  無回答 4 

No. 回答項目 ｎ 

1 フルタイム（週５日程度・１日８時間程度） 5 

2 パート・アルバイト等（フルタイム以外） 39 

  無回答 10 

0.0%

27.3%

18.2%

30.3%

3.0%

6.1%

3.0%

0.0%

0.0%

12.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０歳～１歳

２歳～３歳

４歳～５歳

６歳～７歳

８歳～９歳

10歳～11歳

12歳～13歳

14歳～15歳

16歳～17歳

18歳以上

無回答

ｎ=33

問6-2.母親.歳

0.0%
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【母親：１週あたり／日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親：１日あたり／時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 7≫ あて名のお子さんは現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育事業」を利用さ

れていますか。あてはまる番号 1 つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日 1 

3 ３日 12 

4 ４日 12 

5 ５日 8 

6 ６日 0 

7 ７日 0 

  無回答 6 

No. 回答項目 ｎ 

1 １時間 0 

2 ２時間 0 

3 ３時間 1 

4 ４時間 17 

5 ５時間 7 

6 ６時間 6 

7 ７時間 1 

8 ８時間以上 1 

  無回答 6 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用している 207 

2 利用していない 107 

  無回答 1 

0.0%

2.6%

30.8%

30.8%

20.5%

0.0%

0.0%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答

ｎ=39

問6-3.母親.日

0.0%

0.0%

2.6%

43.6%

17.9%

15.4%

2.6%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１時間

２時間

３時間

４時間

５時間

６時間

７時間

８時間以上

無回答

ｎ=39

問6-3.母親.時間

15.4%

65.7%

34.0%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している

利用していない

無回答

ｎ=315

問7.現在、幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育事業」を利用されていますか
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≪問 7-1≫ 問 7-1～問 7-3 は、問 7 で「1.利用している」に○をつけた方にうかがいます。あ

て名のお子さんは、平日どのような教育・保育事業を利用していますか。年間を通じて

「定期的に」利用している事業をお答えください。あてはまる番号すべてに○をつけて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 7-2≫ 平日に定期的に利用している教育・保育事業について、どのくらい利用しています

か。また、希望としてはどのくらい利用したいですか。1 週あたり何日、１日あたり何

時間（何時から何時まで）かを、[   ]内に具体的な数字でご記入ください。時間は、

必ず（例）９時～18 時のように 24 時間制でご記入ください。 

【現在：１週あたり／日】 

 

 

 

 

 

 

 

【現在：１日あたり／時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 幼稚園 69 

2 幼稚園の預かり保育 24 

3 認可保育所 100 

4 家庭的保育 0 

5 認定こども園 0 

6 事業所内保育施設 30 

7 自治体の承認・認定保育施設 0 

8 その他の認可外の保育施設（託児所等） 1 

9 居宅訪問型保育 0 

10 子育て支援センター 12 

11 ファミリー・サポート・センター 2 

12 その他 2 

  無回答 0 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 8 

2 ２日 4 

3 ３日 2 

4 ４日 1 

5 ５日 176 

  無回答 16 

No. 回答項目 ｎ 

1 ４時間未満 11 

2 ４時間～５時間未満 5 

3 ５時間～６時間未満 36 

4 ６時間～７時間 14 

5 ７時間～８時間 9 

6 ８時間～９時間 38 

7 ９時間～10 時間 44 

8 10 時間以上 41 

  無回答 9 

33.3%

11.6%

48.3%

0.0%

0.0%

14.5%

0.0%

0.5%

0.0%

5.8%

1.0%

1.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

家庭的保育

認定こども園

事業所内保育施設

自治体の承認・認定保育施設

その他の認可外の保育施設（託児所等）

居宅訪問型保育

子育て支援センター

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

ｎ=207

問7-1.お子さんは、平日どのような教育・保育事業を利用していますか

3.9%

1.9%

1.0%

0.5%

85.0%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

ｎ=207

問7-2(1).現在の利用状況（日）

5.3%

2.4%

17.4%

6.8%

4.3%

18.4%

21.3%

19.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間

７時間～８時間

８時間～９時間

９時間～10時間

10時間以上

無回答

ｎ=207

問7-2(1).現在の利用状況（時間）

4.3%
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【現在：始まりの時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現在：終わりの時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【希望：１週あたり／日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 ７時前 0 

2 ７時台 6 

3 ８時台 80 

4 ９時台 69 

5 10 時台 11 

6 11 時台 0 

7 12 時台 0 

8 13 時以降 6 

  無回答 35 

No. 回答項目 ｎ 

1 13 時前 3 

2 13 時台 0 

3 14 時台 44 

4 15 時台 11 

5 16 時台 33 

6 17 時台 40 

7 18 時台 39 

8 19 時台 5 

9 20 時台 0 

10 21 時以降 0 

  無回答 32 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 2 

2 ２日 3 

3 ３日 2 

4 ４日 1 

5 ５日 137 

  無回答 62 

0.0%

2.9%

38.6%

33.3%

5.3%

0.0%

0.0%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

ｎ=207

問7-2(1).現在の利用状況（時から）

16.9%

1.4%

0.0%

21.3%

5.3%

15.9%

19.3%

18.8%

2.4%

0.0%

15.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

13時前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

ｎ=207

問7-2(1).現在の利用状況（時まで）

0.0%

1.0%

1.4%

1.0%

0.5%

66.2%

30.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

ｎ=207

問7-2(2).現在の利用状況（日）
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【希望：１日あたり／時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【希望：始まりの時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【希望：終わりの時間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 ４時間未満 6 

2 ４時間～５時間未満 1 

3 ５時間～６時間未満 11 

4 ６時間～７時間 15 

5 ７時間～８時間 11 

6 ８時間～９時間 23 

7 ９時間～10 時間 40 

8 10 時間以上 38 

  無回答 62 

No. 回答項目 ｎ 

1 ７時前 0 

2 ７時台 9 

3 ８時台 73 

4 ９時台 42 

5 10 時台 5 

6 11 時台 0 

7 12 時台 0 

8 13 時以降 2 

  無回答 76 

No. 回答項目 ｎ 

1 13 時前 1 

2 13 時台 0 

3 14 時台 14 

4 15 時台 13 

5 16 時台 23 

6 17 時台 38 

7 18 時台 39 

8 19 時台 6 

9 20 時台 0 

10 21 時以降 1 

  無回答 72 

2.9%

0.5%

5.3%

7.2%

5.3%

11.1%

19.3%

18.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

４時間未満

４時間～５時間未満

５時間～６時間未満

６時間～７時間

７時間～８時間

８時間～９時間

９時間～10時間

10時間以上

無回答

ｎ=207

問7-2(2).現在の利用状況（時間）

30.0%

0.0%

4.3%

35.3%

20.3%

2.4%

0.0%

0.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

ｎ=207

問7-2(2).現在の利用状況（時から）

36.7%

0.5%

0.0%

6.8%

6.3%

11.1%

18.4%

18.8%

2.9%

0.5%

34.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

13時前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

ｎ=207

問7-2(2).現在の利用状況（時まで）

0.0%
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≪問 7-3≫ 問 7 で「１．利用している」に○をつけた方にうかがいます。現在、平日に利用して

いる幼稚園や保育所（定期的に利用する教育・保育事業）などの実施場所についてうか

がいます。「１．砂川市内」「２.ほかの市町村」のいずれかに○をつけて、「２.ほかの市

町村」はその主な理由もお答えください。 

【利用している幼稚園・保育所等の実施場所】 

 

 

 

 

 

 

【ほかの市町村で利用している最も大きい理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 7-4≫ すべての方に、今後の平日における「定期的な教育・保育事業」の利用についてうか

がいます。 

（１）今後、平日に幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育事業」を利用したいですか。あて

はまる番号１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 184 

2 ほかの市町村 19 

  無回答 4 

No. 回答項目 ｎ 

1 教育・保育の内容 5 

2 利便性（距離が近いなど） 3 

3 利用料 0 

4 市内に利用希望施設がない 1 

5 勤務先がある 4 

6 通勤経路 0 

7 家族（祖父母等）等がいる 0 

8 その他 1 

  無回答 5 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したい 298 

2 利用は考えていない 13 

  無回答 4 

88.9%

9.2%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

ｎ=207

問7-3.平日に利用している幼稚園や保育所などの実施場所

26.3%

15.8%

0.0%

5.3%

21.1%

0.0%

0.0%

5.3%

26.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教育・保育の内容

利便性（距離が近いなど）

利用料

市内に利用希望施設がない

勤務先がある

通勤経路

家族（祖父母等）等がいる

その他

無回答

ｎ=19

問7-3_2.ほかの市町村で利用している最も大きい理由

94.6%

4.1%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したい

利用は考えていない

無回答

ｎ=315

問7-4(1)今後、平日に幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育事業」を利用したいですか
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（２）利用したいとお答えの方にうかがいます。それぞれ１つずつ○をつけてください。 

【利用を希望する施設】 

 

【希望する所在地】 

 

 

 

 

 

 

【ほかの市町村を希望する最も大きい理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44.3%

50.3%

2.3%

0.3%

0.7%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

幼稚園

認可保育所

認定こども園

認可外保育施設

その他

無回答

ｎ=298

問7-4(2)-1.利用を希望する施設

No. 回答項目 ｎ 

1 幼稚園 132 

2 認可保育所 150 

3 認定こども園 7 

4 認可外保育施設 1 

5 その他 2 

 無回答 6 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 263 

2 ほかの市町村 26 

  無回答 9 

No. 回答項目 ｎ 

1 教育・保育の内容 13 

2 利便性（距離が近いなど） 4 

3 利用料 0 

4 市内に利用希望施設がない 1 

5 勤務先がある 2 

6 通勤経路 1 

7 家族（祖父母等）等がいる 1 

8 その他 1 

  無回答 3 

88.3%

8.7%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

ｎ=298

問7-4(2)-2.希望する所在地

50.0%

15.4%

0.0%

3.8%

7.7%

3.8%

3.8%

3.8%

11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教育・保育の内容

利便性（距離が近いなど）

利用料

市内に利用希望施設がない

勤務先がある

通勤経路

家族（祖父母等）等がいる

その他

無回答

ｎ=26

問7-4(2)-2_2.ほかの市町村を希望する最も大きい理由
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≪問 7-5≫ 問 7 で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。利用していない理

由は何ですか。理由として当てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの希望年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.0%

4.7%

0.9%

7.5%

3.7%

1.9%

1.9%

45.8%

8.4%

12.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用する必要がない（母親か父親が就労していないなどの理由）

子どもの祖父母や親戚の人がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため （ [ ]歳くらいになったら

利用しようと考えている）

その他

無回答

ｎ=107

問7-5.利用していない理由

No. 回答項目 ｎ 

1 利用する必要がない（母親か父親が就労していないなどの理由） 46 

2 子どもの祖父母や親戚の人がみている 5 

3 近所の人や父母の友人・知人がみている 1 

4 利用したいが、保育・教育の事業に空きがない 8 

5 利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 4 

6 利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 2 

7 利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がない 2 

8 子どもがまだ小さいため（［  ］歳くらいになったら利用しようと考えている） 49 

9 その他 9 

  無回答 13 

No. 回答項目 ｎ 

1 １歳未満 0 

2 １歳 10 

3 ２歳 4 

4 ３歳 24 

5 ４歳 4 

6 ５歳以上 0 

  無回答 7 

0.0%

20.4%

8.2%

49.0%

8.2%

0.0%

14.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１歳未満

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳以上

無回答

ｎ=49

問7-5.歳
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≪問 8≫ すべての方にうかがいます。現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて

名のお子さんの平日の教育・保育事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお答

えください。あてはまる番号すべてに○をつけてください。なお、これらの事業の利用に

は、一定の利用者負担が発生します。また、定員の関係により希望の保育所を利用できな

い場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 幼稚園 167 

2 幼稚園の預かり保育 88 

3 認可保育所 165 

4 認定こども園 37 

5 小規模な保育施設 8 

6 家庭的保育 5 

7 事業所内保育施設 28 

8 自治体の承認・認定保育施設 5 

9 その他の認可外の保育施設（託児所等） 1 

10 居宅訪問型保育 6 

11 ファミリー・サポート・センター 21 

12 その他 1 

  無回答 7 

53.0%

27.9%

52.4%

11.7%

2.5%

1.6%

8.9%

1.6%

0.3%

1.9%

6.7%

0.3%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の承認・認定保育施設

その他の認可外の保育施設（託児所等）

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

ｎ=315
問8.平日の教育・保育事業として、「定期的に」利用したいと考える事業
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≪問 8-1≫ すべての方にうかがいます。子育て支援事業について今までの利用実績と今後の希

望について、あてはまるものそれぞれ１つずつに○をつけてください。実施場所につい

ては、数字に○をつけてください。ほかの市町村の場合は、市町村名もお書きください。 

【現状：利用実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.0%

35.2%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

地域子育て支援拠点事業

0.0%

89.2%

10.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

子育て短期支援事業

7.0%

84.1%

8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

ファミリー・サポート・センター

15.6%

75.6%

8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

一時預かり

2.5%

87.0%

10.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

休日保育

3.5%

87.9%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

病児・病後児保育

 子育て短期支援事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 0 

2 無 281 

  無回答 34 

 

 地域子育て支援拠点事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 192 

2 無 111 

  無回答 12 

 
 ファミリー・サポート・センター 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 22 

2 無 265 

  無回答 28 

 

 一時預かり 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 49 

2 無 238 

  無回答 28 

 
 休日保育 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 8 

2 無 274 

  無回答 33 

 

 病児・病後児保育 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 11 

2 無 277 

  無回答 27 
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【現状：実施場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.4%

4.5%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

ファミリー・サポート・センター

81.6%

2.0%

16.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

一時預かり

87.0%

1.6%

11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

（さくら保育園に併設）

ほかの市町村

無回答

地域子育て支援拠点事業 子育て短期支援事業

（実績なし）

72.7%

0.0%

27.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

病児・病後児保育

0.0%

50.0%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

休日保育

 子育て短期支援事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 0 

2 ほかの市町村 0 

  無回答 0 

 

 地域子育て支援拠点事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内（さくら保育園に併設） 167 

2 ほかの市町村 3 

  無回答 22 

 
 ファミリー・サポート・センター 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 19 

2 ほかの市町村 1 

  無回答 2 

 

 一時預かり 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 40 

2 ほかの市町村 1 

  無回答 8 

 
 休日保育 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 0 

2 ほかの市町村 4 

  無回答 4 

 

 病児・病後児保育 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 8 

2 ほかの市町村 0 

  無回答 3 
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【今後：利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47.3%

36.5%

16.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

地域子育て支援拠点事業

8.9%

70.8%

20.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

子育て短期支援事業

19.4%

63.5%

17.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

ファミリー・サポート・センター

27.3%

56.2%

16.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

一時預かり

24.8%

57.8%

17.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

休日保育

37.5%

46.3%

16.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有

無

無回答

病児・病後児保育

 子育て短期支援事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 28 

2 無 223 

  無回答 64 

 

 地域子育て支援拠点事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 149 

2 無 115 

  無回答 51 

 
 ファミリー・サポート・センター 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 61 

2 無 200 

  無回答 54 

 

 一時預かり 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 86 

2 無 177 

  無回答 52 

 
 休日保育 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 78 

2 無 182 

  無回答 55 

 

 病児・病後児保育 

No. 回答項目 ｎ 

1 有 118 

2 無 146 

  無回答 51 

 



112 

 

【今後：希望実施場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

91.8%

0.0%

8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

ファミリー・サポート・センター

86.0%

1.2%

12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

一時預かり

89.7%

1.3%

9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

休日保育

88.1%

0.0%

11.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

病児・病後児保育

89.3%

0.0%

10.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

子育て短期支援事業

85.9%

1.3%

12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

砂川市内

ほかの市町村

無回答

地域子育て支援拠点事業

 子育て短期支援事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 25 

2 ほかの市町村 0 

  無回答 3 

 

 地域子育て支援拠点事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内（さくら保育園に併設） 128 

2 ほかの市町村 2 

  無回答 19 

 
 ファミリー・サポート・センター 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 56 

2 ほかの市町村 0 

  無回答 5 

 

 一時預かり 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 74 

2 ほかの市町村 1 

  無回答 11 

 
 休日保育 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 70 

2 ほかの市町村 1 

  無回答 7 

 

 病児・病後児保育 

No. 回答項目 ｎ 

1 砂川市内 104 

2 ほかの市町村 0 

  無回答 14 
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≪問 9≫ あて名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相

談をしたり、情報提供を受けたりする場で、「子育て支援センター」「つどいの広場」等と

呼ばれています）を利用していますか。次の中から、あてはまる番号１つに○をつけてく

ださい。また、おおよその利用回数（頻度）を[  ]内に数字でご記入ください。 

【地域子育て支援拠点事業の利用】 

 
 

 

 

 

 

【利用している回数／週】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用している回数／月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.2%

76.2%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域子育て支援拠点事業「子育て支援センター」

を利用している

利用していない

無回答

No. 回答項目 ｎ 

1 地域子育て支援拠点事業「子育て支援センター」を利用している 73 

2 利用していない 240 

  無回答 2 

No. 回答項目 ｎ 

1 1 回 7 

2 2 回 4 

3 3 回 2 

4 4 回 0 

5 5 回 0 

6 6 回 0 

7 7 回 0 

  無回答 60 

No. 回答項目 ｎ 

1 1 回 21 

2 2 回 9 

3 3 回 1 

4 4 回 2 

5 5 回 0 

6 6 回 1 

7 7 回以上 0 

  無回答 39 

9.6%

5.5%

2.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

82.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

ｎ=73

問9.週あたりの回数

28.8%

12.3%

1.4%

2.7%

0.0%

1.4%

0.0%

53.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

ｎ=73

問9.月あたりの回数
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≪問 10≫ 問 9 のような地域子育て支援拠点事業について、今は利用していないが、できれば今

後利用したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか。あてはまる番号 1 つに

○をつけて、おおよその利用回数（頻度）を[  ]内に数字でご記入ください。 

【地域子育て支援拠点事業の今後の利用意向】 

 
No. 回答項目 ｎ 

1 利用していないが、今後利用したい 78 

2 すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい 45 

3 新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない 178 

  無回答 14 

 

【利用していないが今後利用したい回数／週】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用していないが今後利用したい回数／月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.8%

14.3%

56.5%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない

無回答

ｎ=315

問10.地域子育て支援拠点事業について、今は利用していないが、できれば今後利用したい、あるいは、利用日数を増やしたいと思いますか

No. 回答項目 ｎ 

1 1 回 18 

2 2 回 4 

3 3 回 1 

4 4 回 0 

5 5 回 2 

6 6 回 0 

7 7 回 0 

  無回答 53 

No. 回答項目 ｎ 

1 1 回 24 

2 2 回 7 

3 3 回 5 

4 4 回 4 

5 5 回 1 

6 6 回 0 

7 7 回以上 3 

  無回答 34 

23.1%

5.1%

1.3%

0.0%

2.6%

0.0%

0.0%

67.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

ｎ=78

問10_1.週あたりの回数

30.8%

9.0%

6.4%

5.1%

1.3%

0.0%

3.8%

43.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

ｎ=78

問10_1.月あたりの回数
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【今後利用日数を増やしたい回数／週】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後利用日数を増やしたい回数／月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 1 回 10 

2 2 回 2 

3 3 回 2 

4 4 回 0 

5 5 回 0 

6 6 回 0 

7 7 回 0 

  無回答 31 

No. 回答項目 ｎ 

1 1 回 8 

2 2 回 4 

3 3 回 2 

4 4 回 4 

5 5 回 0 

6 6 回 1 

7 7 回以上 1 

  無回答 25 

22.2%

4.4%

4.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

68.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

無回答

ｎ=45

問10_2.週あたりの回数

17.8%

8.9%

4.4%

8.9%

0.0%

2.2%

2.2%

55.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

無回答

ｎ=45

問10_2.月あたりの回数
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≪問 11≫ あて名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育事業の利

用希望はありますか（一時的な利用は除きます）。あてはまる番号１つに○をつけて、希

望がある場合は、利用したい時間帯を、(例)9 時～18 時のように 24 時間制でご記入

ください。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生する場合がありま

す。 

【定期的な教育・保育事業の利用希望：土曜日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土曜日：利用したい時間帯始め】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土曜日：利用したい時間帯終わり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 ほぼ毎週利用したい 50 

2 月に１～２回は利用したい 87 

3 利用する必要はない 172 

  無回答 6 

No. 回答項目 ｎ 

1 ７時前 0 

2 ７時台 12 

3 ８時台 65 

4 ９時台 43 

5 10 時台 4 

6 11 時台 0 

7 12 時台 0 

8 13 時以降 1 

  無回答 12 

No. 回答項目 ｎ 

1 13 時前 7 

2 13 時台 4 

3 14 時台 7 

4 15 時台 7 

5 16 時台 15 

6 17 時台 39 

7 18 時台 44 

8 19 時台 5 

9 20 時台 0 

10 21 時以降 0 

  無回答 9 

15.9%

27.6%

54.6%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

利用する必要はない

無回答

ｎ=315

問11(1)土曜日に定期的な教育・保育事業の利用希望はありますか

0.0%

8.8%

47.4%

31.4%

2.9%

0.0%

0.0%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

ｎ=137

問11(1).時から

8.8%

5.1%

2.9%

5.1%

5.1%

10.9%

28.5%

32.1%

3.6%

0.0%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

13時前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

ｎ=137

問11(1).時まで

0.0%
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【定期的な教育・保育事業の利用希望：日・祝日】 

 

 

 

 

 

 

 

【日・祝日：利用したい時間帯始め】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日・祝日：利用したい時間帯終わり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 ほぼ毎週利用したい 10 

2 月に１～２回は利用したい 78 

3 利用する必要はない 222 

  無回答 5 

No. 回答項目 ｎ 

1 ７時前 0 

2 ７時台 10 

3 ８時台 37 

4 ９時台 30 

5 10 時台 2 

6 11 時台 0 

7 12 時台 0 

8 13 時以降 0 

  無回答 9 

No. 回答項目 ｎ 

1 13 時前 1 

2 13 時台 1 

3 14 時台 1 

4 15 時台 1 

5 16 時台 11 

6 17 時台 25 

7 18 時台 38 

8 19 時台 4 

9 20 時台 0 

10 21 時以降 0 

  無回答 6 

3.2%

24.8%

70.5%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい

利用する必要はない

無回答

ｎ=315

問11(2)日曜日・祝日に定期的な教育・保育事業の利用希望はありますか

0.0%

11.4%

42.0%

34.1%

2.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

ｎ=88

問11(2).時から

10.2%

1.1%

1.1%

1.1%

1.1%

12.5%

28.4%

43.2%

4.5%

0.0%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

13時前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

ｎ=88

問11(2).時まで

0.0%
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≪問 11-1≫ 土曜日または日曜日・祝日に「保育所」の利用を希望されている方にうかがいます。

土曜日または日曜日・祝日の就労状況（自営業の方とその家族従事者を含む）につい

てお答えください。ひとり親の方は、ご自身に関する設問のみお答えください。 

【土曜日または日曜日・祝日の父親の就労状況】 

 

No. 回答項目 ｎ 

1 土曜日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している 73 

2 土曜日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している 1 

3 日曜日・祝日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している 35 

4 日曜日・祝日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している 2 

5 土曜日、自営業・農業等に就労している 4 

6 日曜日・祝日、自営業・農業等に就労している 4 

7 土曜日、日曜日・祝日は、基本就労していない（隔週、臨時就労等を除く） 28 

  無回答 37 

 

【土曜日または日曜日・祝日の母親の就労状況】 

 

No. 回答項目 ｎ 

1 土曜日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している 53 

2 土曜日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している 23 

3 日曜日・祝日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している 27 

4 日曜日・祝日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している 11 

5 土曜日、自営業・農業等に就労している 4 

6 日曜日・祝日、自営業・農業等に就労している 4 

7 土曜日、日曜日・祝日は、基本就労していない（隔週、臨時就労等を除く） 42 

  無回答 18 

 

  

51.0%

0.7%

24.5%

1.4%

2.8%

2.8%

19.6%

25.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

土曜日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している

土曜日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している

日曜日・祝日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している

日曜日・祝日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している

土曜日、自営業・農業等に就労している

日曜日・祝日、自営業・農業等に就労している

土曜日、日曜日・祝日は、基本就労していない

無回答

ｎ=143

問11-1.父親の土曜日または日曜日・祝日の就労状況

37.1%

16.1%

18.9%

7.7%

2.8%

2.8%

29.4%

12.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

土曜日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している

土曜日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している

日曜日・祝日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している

日曜日・祝日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している

土曜日、自営業・農業等に就労している

日曜日・祝日、自営業・農業等に就労している

土曜日、日曜日・祝日は、基本就労していない

無回答

ｎ=143

問11-1.母親の土曜日または日曜日・祝日の就労状況
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≪問 12≫ 「幼稚園」を利用されている方にうかがいます。あて名のお子さんについて、通われて

いる幼稚園は、市内・市外のどちらですか。また、夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中

の教育・保育事業の利用を希望しますか。あてはまる番号それぞれに○をつけて、希望が

ある場合は、利用したい時間帯を、(例)９時～18 時のように 24 時間制でご記入くださ

い。なお、これらの事業の利用には、一定の利用者負担が発生する場合があります。 

【通っている幼稚園】 

 

 

 

 

 

 

【長期休暇期間中の教育・保育事業の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

【利用したい時間帯始め】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用したい時間帯終わり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 回答項目 ｎ 

1 市内です 56 

2 市外です 11 

  無回答 2 

No. 回答項目 ｎ 

1 休みの期間中、ほぼ毎日利用したい 11 

2 休みの期間中、週に数日利用したい 25 

3 利用する必要はない 26 

  無回答 7 

No. 回答項目 ｎ 

1 ７時前 0 

2 ７時台 2 

3 ８時台 14 

4 ９時台 18 

5 10 時台 0 

6 11 時台 0 

7 12 時台 0 

8 13 時以降 0 

  無回答 2 

No. 回答項目 ｎ 

1 13 時前 2 

2 13 時台 1 

3 14 時台 7 

4 15 時台 3 

5 16 時台 5 

6 17 時台 8 

7 18 時台 7 

8 19 時台 1 

9 20 時台 0 

10 21 時以降 0 

  無回答 2 

81.2%

15.9%

2.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市内です

市外です

利用する必要はない

無回答

ｎ=69

問12.通われている幼稚園は、市内・市外のどちらですか

15.9%

36.2%

37.7%

10.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい

利用する必要はない

無回答

ｎ=69

問12-1.夏休み・冬休みなど長期の休暇期間中の教育・保育事業の利用を希望しますか

0.0%

5.6%

38.9%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

７時前

７時台

８時台

９時台

10時台

11時台

12時台

13時以降

無回答

ｎ=36

問12-1.時から

5.6%

5.6%

2.8%

19.4%

8.3%

13.9%

22.2%

19.4%

2.8%

0.0%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

13時前

13時台

14時台

15時台

16時台

17時台

18時台

19時台

20時台

21時以降

無回答

ｎ=36

問12-1.時まで

0.0%
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≪問 13≫ 平日の定期的な教育・保育事業を利用していると答えた保護者の方（問 7 で「１．利

用している」に○をつけた方）にうかがいます。利用していらっしゃらない方は、問 14

にお進みください。この 1 年間に、あて名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用

できなかったことはありますか。 

 

 

 

 

 

 

≪問 13-1≫ あて名のお子さんが病気やケガでふだん利用している教育・保育事業が利用できな

かった場合に、この 1 年間に行った対処方法としてあてはまる番号すべてに○をつ

け、それぞれの日数も[  ]内に数字でご記入ください（半日程度の対応の場合も 1

日とカウントしてください。）。 

【お子さんが病気やケガでふだん利用している教育・保育事業が利用できなかった場合の対処方法】 

 

 

  

34.4%

81.1%

41.8%

14.8%

5.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.8%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人（同居者を含む）に子どもをみてもらった

父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた

病児・病後児保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

ｎ=122

問13-1.この１年間に行った対処方法

No. 回答項目 ｎ 

1 あった 122 

2 なかった 70 

  無回答 15 

No. 回答項目 ｎ 

1 父親が休んだ 42 

2 母親が休んだ 99 

3 親族・知人（同居者を含む）に子どもをみてもらった 51 

4 父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた 18 

5 病児・病後児保育を利用した 7 

6 ベビーシッターを利用した 0 

7 ファミリー・サポート・センターを利用した 0 

8 仕方なく子どもだけで留守番をさせた 0 

9 その他 1 

  無回答 1 

58.9%

33.8%

7.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あった

なかった

無回答

ｎ=207

13.この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことはありますか
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【対処方法ごとの年間日数】 

 

 

 

 

 

  

23.8%

19.0%

19.0%

9.5%

11.9%

2.4%

14.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

父親が休んだ日数

9.1%

25.3%

13.1%

7.1%

23.2%

7.1%

15.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

母親が休んだ日数

21.6%

29.4%

19.6%

2.0%

13.7%

7.8%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

親族・知人（同居者を含む）に子どもをみてもらった日数

11.1%

5.6%

16.7%

5.6%

27.8%

11.1%

22.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた日数

28.6%

14.3%

28.6%

14.3%

0.0%

14.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

病児・病後児保育を利用した日数

ファミリーサポートセンターを利用した日数

（該当者なし）

ベビーシッターを利用した日数

（該当者なし）

仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数

（該当者なし）

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

その他の日数
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 母親が休んだ日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 9 

2 ２日～３日 25 

3 ４日～５日 13 

4 ６日～９日 7 

5 10～19 日 23 

6 20 日以上 7 

  無回答 15 

 

 父親が休んだ日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 10 

2 ２日～３日 8 

3 ４日～５日 8 

4 ６日～９日 4 

5 10～19 日 5 

6 20 日以上 1 

  無回答 6 

 
 父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 2 

2 ２日～３日 1 

3 ４日～５日 3 

4 ６日～９日 1 

5 10～19 日 5 

6 20 日以上 2 

  無回答 4 

 

 親族（同居者を含む）に子どもをみてもらった日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 11 

2 ２日～３日 15 

3 ４日～５日 10 

4 ６日～９日 1 

5 10～19 日 7 

6 20 日以上 4 

  無回答 3 

 
 ベビーシッターを利用した日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日～３日 0 

3 ４日～５日 0 

4 ６日～９日 0 

5 10～19 日 0 

6 20 日以上 0 

  無回答 0 

 

 病児・病後児保育を利用した日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 2 

2 ２日～３日 1 

3 ４日～５日 2 

4 ６日～９日 1 

5 10～19 日 0 

6 20 日以上 1 

  無回答 0 

 
 仕方なく子どもだけで留守番をさせた日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日～３日 0 

3 ４日～５日 0 

4 ６日～９日 0 

5 10～19 日 0 

6 20 日以上 0 

  無回答 0 

 

 ファミリー・サポート・センターを利用した日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日～３日 0 

3 ４日～５日 0 

4 ６日～９日 0 

5 10～19 日 0 

6 20 日以上 0 

  無回答 0 

 
 その他の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日～３日 0 

3 ４日～５日 0 

4 ６日～９日 1 

5 10～19 日 0 

6 20 日以上 0 

  無回答 0 
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≪問 13-2≫ 問 13-1 で「１．父親が休んだ」「２．母親が休んだ」のいずれかに回答した方に

うかがいます。その際、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したい」と

思われましたか。あてはまる番号 1 つに○をつけ、日数についても[  ]内に数字で

ご記入ください。なお、病児・病後児のための事業等の利用には、一定の利用料がか

かり、利用前にかかりつけ医の受診が必要となります。 

【病児・病後児のための保育施設等の利用意向】 

 
№ 回答項目 ｎ 

1 できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 44 

2 利用したいとは思わない 57 

  無回答 1 

 

【利用希望日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 13-3≫ 問 13-2 で「１.できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」に○をつけた方

にうかがいます。上記の目的で子どもを預ける場合、下記のいずれの事業形態が望ま

しいと思われますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

43.1%

55.9%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

ｎ=102

問13-2.できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したいと思われましたか

56.8%

68.2%

2.3%

2.3%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほかの施設に併設した施設で子どもを保育する事業

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業

その他

無回答

ｎ=44

問13-3.子どもを預ける場合、望ましい事業形態

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 3 

2 ２日～３日 11 

3 ４日～５日 6 

4 ６日～９日 1 

5 10～19 日 6 

6 20 日以上 2 

  無回答 15 

No. 回答項目 ｎ 

1 ほかの施設に併設した施設で子どもを保育する事業 25 

2 小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 30 

3 地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業 1 

4 その他 1 

  無回答 1 

6.8%

25.0%

13.6%

2.3%

13.6%

4.5%

34.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

ｎ=44

問13-2.日
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≪問 13-4≫ 問 13-2 で「２．利用したいとは思わない」に○をつけた方にうかがいます。そう

思われる理由についてあてはまる番号すべてに○をつけてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

≪問 14≫ あて名のお子さんについて、日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通

院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している事業はありますか。ある場合は、あ

てはまる番号すべてに○をつけ、1 年間の利用日数（おおよそ）も[  ]内に数字でご

記入ください。 

【不定期に利用している事業の利用状況】 

 

 

  

43.9%

7.0%

10.5%

28.1%

1.8%

66.7%

24.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病児・病後児を他人にみてもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用方法がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

無回答

ｎ=57

問13-4.そう思われる理由

7.6%

9.2%

1.9%

0.0%

0.0%

1.0%

81.6%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一時保育

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

ｎ=315

問14.利用している事業

No. 回答項目 ｎ 

1 病児・病後児を他人にみてもらうのは不安 25 

2 地域の事業の質に不安がある 4 

3 地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない 6 

4 利用料がかかる・高い 16 

5 利用方法がわからない 1 

6 親が仕事を休んで対応する 38 

7 その他 14 

  無回答 0 

No. 回答項目 ｎ 

1 一時保育 24 

2 幼稚園の預かり保育 29 

3 ファミリー・サポート・センター 6 

4 夜間養護等事業：トワイライトステイ 0 

5 ベビーシッター 0 

6 その他 3 

7 利用していない 257 

  無回答 5 
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【事業ごとの年間日数】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2%

16.7%

8.3%

4.2%

20.8%

20.8%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

一時保育の日数

3.4%

13.8%

13.8%

10.3%

20.7%

24.1%

13.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

幼稚園の預かり保育の日数

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

16.7%

0.0%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

ファミリー・サポート・センターの日数

ベビーシッターの日数

（該当者なし）

夜間養護等事業：トワイライトステイの日数

（該当者なし）

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

33.3%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

その他の日数

 幼稚園の預かり保育の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 1 

2 ２日～３日 4 

3 ４日～５日 4 

4 ６日～９日 3 

5 10～19 日 6 

6 20 日以上 7 

  無回答 4 

 

 一時保育の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 1 

2 ２日～３日 4 

3 ４日～５日 2 

4 ６日～９日 1 

5 10～19 日 5 

6 20 日以上 5 

  無回答 6 
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≪問 14-1≫ 問 14 で「７．利用していない」と回答した方にうかがいます。現在利用していな

い理由は何ですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 特に利用する必要がない 214 

2 利用したい事業が地域にない 11 

3 地域の事業の質に不安がある 8 

4 地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない 4 

5 利用料がかかる・高い 26 

6 利用料がわからない 18 

7 自分が事業の対象者になるのかどうかわからない 12 

8 事業の利用方法（手続き等）がわからない 22 

9 その他 16 

 無回答 5 

 夜間養護等事業：トワイライトステイの日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日～３日 0 

3 ４日～５日 0 

4 ６日～９日 0 

5 10～19 日 0 

6 20 日以上 0 

  無回答 0 

 

 ファミリー・サポート・センターの日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日～３日 3 

3 ４日～５日 0 

4 ６日～９日 0 

5 10～19 日 1 

6 20 日以上 0 

  無回答 2 

 
 その他の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日～３日 1 

3 ４日～５日 0 

4 ６日～９日 0 

5 10～19 日 0 

6 20 日以上 1 

  無回答 1 

 

 ベビーシッターの日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日～３日 0 

3 ４日～５日 0 

4 ６日～９日 0 

5 10～19 日 0 

6 20 日以上 0 

  無回答 0 

 

83.3%

4.3%

3.1%

1.6%

10.1%

7.0%

4.7%

8.6%

6.2%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に利用する必要がない

利用したい事業が地域にない

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用可能時間・日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

その他

無回答

ｎ=257

問14-1.現在利用していない理由
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≪問 15≫ あて名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、年間何日く

らい事業を利用する必要があると思いますか。あてはまる番号すべてに○をつけ、必要

な日数をご記入ください。（利用したい日数の合計と、目的別の内訳の日数を[  ]内に

数字でご記入ください。）なお事業の利用にあたっては、一定の利用料がかかります。 

【不定期に利用している事業の利用意向】 

 

 

 

 

 

 

【利用目的】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【合計日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したい 122 

2 利用する必要はない 176 

  無回答 17 

No. 回答項目 ｎ 

1 私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、リフレッシュ目的 90 

2 冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の通院等 77 

3 不定期の就労 40 

4 その他 7 

  無回答 2 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日～３日 5 

3 ４日～５日 7 

4 ６日～９日 7 

5 10～19 日 30 

6 20 日以上 22 

  無回答 51 

38.7%

55.9%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したい

利用する必要はない

無回答

ｎ=315

問15.私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、事業を利用したいですか

63.9%

59.8%

29.5%

1.6%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

私用（買物、子ども（兄弟姉妹を含む）や親の習い事等）、

リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子ども（兄弟姉妹を含む）や

親の通院等

不定期の就労

その他

無回答

ｎ=122

問15_1.利用したい目的

0.0%

4.1%

5.7%

5.7%

24.6%

18.0%

41.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

ｎ=122

問15_1.利用したい合計日数
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【目的ごとの年間日数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.7%

10.3%

17.9%

3.8%

35.9%

15.4%

9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

私用、リフレッシュ目的の日数

5.5%

24.7%

21.9%

8.2%

20.5%

6.8%

12.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等の日数

2.8%

16.7%

13.9%

8.3%

33.3%

19.4%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

不定期の就労の日数

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%
0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日～３日

４日～５日

６日～９日

10日～19日

20日以上

無回答

その他の日数

 冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院等の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 4 

2 ２日～３日 18 

3 ４日～５日 16 

4 ６日～９日 6 

5 10～19 日 15 

6 20 日以上 5 

  無回答 9 

 

 私用、リフレッシュ目的の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 6 

2 ２日～３日 8 

3 ４日～５日 14 

4 ６日～９日 3 

5 10～19 日 28 

6 20 日以上 12 

  無回答 7 

 
 その他の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日～３日 0 

3 ４日～５日 0 

4 ６日～９日 0 

5 10～19 日 2 

6 20 日以上 0 

  無回答 0 

 

 不定期の就労の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 1 

2 ２日～３日 6 

3 ４日～５日 5 

4 ６日～９日 3 

5 10～19 日 12 

6 20 日以上 7 

  無回答 2 
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≪問 16≫ この 1 年間に、保護者の用事（冠婚葬祭、保護者・家族の病気など）により、あて名

のお子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか

（預け先が見つからなかった場合も含みます）。あった場合は、この 1 年間の対処方法

としてあてはまる番号すべてに○をつけ、それぞれの日数も[  ]内に数字でご記入く

ださい。 

【お子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないこと】 

 

 

 

 

 

 

【１年間の対処方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対処方法ごとの年間日数】 

 

 

  

28.9%

33.3%

8.9%

11.1%

6.7%

4.4%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１泊

２泊～３泊

４泊～５泊

６泊～９泊

10泊～19泊

20泊以上

無回答

親族・知人（同居者を含む）にみてもらった泊数

No. 回答項目 ｎ 

1 あった 56 

2 なかった 250 

  無回答 9 

No. 回答項目 ｎ 

1 親族・知人（同居者を含む）にみてもらった 45 

2 短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した 1 

3 

短期入所生活援助事業以外の保育事業（認可外保育施設、

ベビーシッター等）を利用した 
0 

4 仕方なく子どもを同行させた 10 

5 仕方なく子どもだけで留守番をさせた 0 

6 その他 2 

 無回答 1 

17.8%

79.4%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あった

なかった

無回答

ｎ=315

問16.お子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありましたか

80.4%

1.8%

0.0%

17.9%

0.0%

3.6%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

親族・知人（同居者を含む）にみてもらった

短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した

短期入所生活援助事業以外の保育事業（認可外保育施設、

ベビーシッター等）を利用した

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

ｎ=56

問16_1.1年間の対処方法

短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した泊数

（該当者１名、「無回答」）
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短期入所生活援助事業以外の保育事業を利用した泊数

（該当者なし）

仕方なく子どもだけで留守番をさせた泊数

（該当者なし）

60.0%

30.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１泊

２泊～３泊

４泊～５泊

６泊～９泊

10泊～19泊

20泊以上

無回答

仕方なく子どもを同行させた泊数

 短期入所生活援助事業（ショートステイ）を利用した泊数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １泊 0 

2 ２泊～３泊 0 

3 ４泊～５泊 0 

4 ６泊～９泊 0 

5 10～19 泊 0 

6 20 泊以上 0 

  無回答 1 

 

 親族・知人（同居者を含む）にみてもらった泊数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １泊 13 

2 ２泊～３泊 15 

3 ４泊～５泊 4 

4 ６泊～９泊 5 

5 10～19 泊 3 

6 20 泊以上 2 

  無回答 3 

 
 仕方なく子どもを同行させた泊数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １泊 6 

2 ２泊～３泊 3 

3 ４泊～５泊 0 

4 ６泊～９泊 0 

5 10～19 泊 0 

6 20 泊以上 0 

  無回答 1 

 

 短期入所生活援助事業以外の保育事業を利用した泊数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １泊 0 

2 ２泊～３泊 0 

3 ４泊～５泊 0 

4 ６泊～９泊 0 

5 10～19 泊 0 

6 20 泊以上 0 

  無回答 0 

 

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１泊

２泊～３泊

４泊～５泊

６泊～９泊

10泊～19泊

20泊以上

無回答

その他の泊数

 その他の泊数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １泊 0 

2 ２泊～３泊 1 

3 ４泊～５泊 0 

4 ６泊～９泊 0 

5 10～19 泊 1 

6 20 泊以上 0 

  無回答 0 

 

 仕方なく子どもだけで留守番をさせた泊数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １泊 0 

2 ２泊～３泊 0 

3 ４泊～５泊 0 

4 ６泊～９泊 0 

5 10～19 泊 0 

6 20 泊以上 0 

  無回答 0 
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≪問 17≫ あて名のお子さんが小学校に入学した後、放課後（平日の小学校終了後）の時間をど

のような場所で過ごさせたいと思いますか。低学年と高学年、それぞれの期間について

あてはまる番号すべてに○をつけてください。（現在、お持ちのイメージでお答えくだ

さい。）また、利用を希望する日数（学童保育所の場合は利用希望時間も）[  ]内に数

字でご記入ください。※時間は必ず(例)18 時のように 24 時間制でご記入ください。 

【放課後過ごさせたい場所：低学年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居場所ごとの週間日数：低学年】 

 

 

21.7%

8.7%

26.1%

13.0%

26.1%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

自宅の日数

33.3%

20.0%

13.3%

13.3%

13.3%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

祖父母宅や友人・知人宅の日数

46.2%

30.8%

19.2%

3.8%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

習い事の日数

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

66.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

児童館の日数

No. 回答項目 ｎ 

1 自宅 23 

2 祖父母宅や友人・知人宅 15 

3 習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など） 26 

4 児童館 3 

5 放課後学校 11 

6 学童保育所（放課後児童クラブ） 33 

7 ファミリー・サポート・センター 0 

8 その他（公民館、公園など） 4 

  無回答 8 

37.7%

24.6%

42.6%

4.9%

18.0%

54.1%

0.0%

6.6%

13.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）

児童館

放課後学校

学童保育所（放課後児童クラブ）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

ｎ=61

問17.お子さんが小学校に入学した後、放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか／低学年
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45.5%

0.0%

0.0%

0.0%

45.5%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

放課後学校の日数

9.1%

12.1%

15.2%

6.1%

45.5%

12.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

学童保育所の日数

ファミリー・サポート・センターの日数

（該当者なし）

25.0%

75.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

その他の日数

 祖父母宅や友人・知人宅の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 5 

2 ２日 3 

3 ３日 2 

4 ４日 2 

5 ５日 2 

  無回答 1 

 

 自宅の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 5 

2 ２日 2 

3 ３日 6 

4 ４日 3 

5 ５日 6 

  無回答 1 

 
 児童館の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日 0 

3 ３日 1 

4 ４日 0 

5 ５日 2 

  無回答 0 

 

 習い事の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 12 

2 ２日 8 

3 ３日 5 

4 ４日 1 

5 ５日 0 

  無回答 0 

 
 学童保育所の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 3 

2 ２日 4 

3 ３日 5 

4 ４日 2 

5 ５日 15 

  無回答 4 

 

 放課後学校の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 5 

2 ２日 0 

3 ３日 0 

4 ４日 0 

5 ５日 5 

  無回答 1 

 
 その他の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 1 

2 ２日 3 

3 ３日 0 

4 ４日 0 

5 ５日 0 

  無回答 0 

 

 ファミリー・サポート・センターの日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日 0 

3 ３日 0 

4 ４日 0 

5 ５日 0 

  無回答 0 
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【学童保育所を利用したい時間帯終わり：低学年】 

 

 

【放課後過ごさせたい場所：高学年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居場所ごとの週間日数：高学年】 

 

0.0%

3.0%

33.3%

54.5%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

ｎ=33

問17-6.低学年時に過ごさせたい日数（学童保育所）.時まで

37.7%

16.4%

39.3%

4.9%

14.8%

27.9%

0.0%

6.6%

31.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）

児童館

放課後学校

学童保育所（放課後児童クラブ）

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

ｎ=61

問17.お子さんが小学校に入学した後、放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか／高学年

13.0%

8.7%

26.1%

13.0%

34.8%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

自宅の日数

50.0%

30.0%

10.0%

10.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

祖父母宅や友人・知人宅の日数

No. 回答項目 ｎ 

1 15 時台 0 

2 16 時台 1 

3 17 時台 11 

4 18 時以降 18 

  無回答 3 

No. 回答項目 ｎ 

1 自宅 23 

2 祖父母宅や友人・知人宅 10 

3 習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など） 24 

4 児童館 3 

5 放課後学校 9 

6 学童保育所（放課後児童クラブ） 17 

7 ファミリー・サポート・センター 0 

8 その他（公民館、公園など） 4 

  無回答 19 
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37.5%

33.3%

25.0%

0.0%

4.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

習い事の日数

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

66.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

児童館の日数

33.3%

0.0%

11.1%

0.0%

55.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

放課後学校の日数

23.5%

23.5%

17.6%

0.0%

23.5%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

学童保育所の日数

25.0%

50.0%

0.0%

0.0%

25.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

その他の日数

 祖父母宅や友人・知人宅の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 5 

2 ２日 3 

3 ３日 1 

4 ４日 1 

5 ５日 0 

  無回答 0 

 

 自宅の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 3 

2 ２日 2 

3 ３日 6 

4 ４日 3 

5 ５日 8 

  無回答 1 

 
 児童館の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 1 

2 ２日 0 

3 ３日 0 

4 ４日 0 

5 ５日 2 

  無回答 0 

 

 習い事の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 9 

2 ２日 8 

3 ３日 6 

4 ４日 0 

5 ５日 1 

  無回答 0 
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【学童保育所を利用したい時間帯終わり：高学年】 

 

 

≪問 18≫ あなたは、子育てに関して不安や負担を感じますか。あてはまる番号 1 つに○をつ

けてください。 

 

 

 

 

 

  

0.0%

0.0%

35.3%

52.9%

11.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15時台

16時台

17時台

18時以降

無回答

ｎ=17

問17-6.高学年時に過ごさせたい日数（学童保育所）.時まで

No. 回答項目 ｎ 

1 15 時台 0 

2 16 時台 0 

3 17 時台 6 

4 18 時以降 9 

  無回答 2 

No. 回答項目 ｎ 

1 とても不安や負担を感じる 16 

2 やや不安や負担を感じる 83 

3 あまり不安や負担は感じない 175 

4 まったく感じない 37 

  無回答 4 

 学童保育所の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 4 

2 ２日 4 

3 ３日 3 

4 ４日 0 

5 ５日 4 

  無回答 2 

 

 放課後学校の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 3 

2 ２日 0 

3 ３日 1 

4 ４日 0 

5 ５日 5 

  無回答 0 

 
 その他の日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 1 

2 ２日 2 

3 ３日 0 

4 ４日 0 

5 ５日 1 

  無回答 0 

 

 ファミリー・サポート・センターの日数 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 0 

2 ２日 0 

3 ３日 0 

4 ４日 0 

5 ５日 0 

  無回答 0 

 

5.1%

26.3%

55.6%

11.7%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても不安や負担を感じる

やや不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない

まったく感じない

無回答

ｎ=315

問18.子育てに関して不安や負担を感じますか
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≪問 19≫ あなたは、子育てについての悩みはありますか。主なもの3つまで○をつけてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 20≫ 砂川市は、子育てのしやすい環境だと感じますか。あてはまる番号１つに○をつけて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 21≫ お子さんを保育所に生後何か月から預けたいと思いますか、もしくは思いましたか。

あてはまる番号１つに○をつけてください。※この設問は、利用下限６か月未満の希

望をお聞きしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 子どもの知的・精神的な発育 47 

2 子どもの勉強や進学のこと 84 

3 相談する相手がいない 6 

4 しつけがうまくいかない 42 

5 育児の方法がよくわからない 14 

6 育児の方針が家庭内で食い違う 12 

7 育児で疲れる 66 

8 自分の時間を十分もてない 89 

9 子どもとの時間を十分もてない 69 

10 経済的な不安・負担が大きい 78 

11 その他 8 

12 特にない 75 

  無回答 3 

No. 回答項目 ｎ 

1 とても子育てしやすいと思う 27 

2 まあまあ子育てしやすいと思う 148 

3 どちらともいえない 93 

4 あまり子育てしやすいとは思わない 34 

5 子育てしやすいとは思わない 11 

  無回答 2 

No. 回答項目 ｎ 

1 生後２か月から 5 

2 生後３か月から 9 

3 生後４か月から 3 

4 生後５か月から 19 

5 特になし 262 

  無回答 17 

14.9%

26.7%

1.9%

13.3%

4.4%

3.8%

21.0%

28.3%

21.9%

24.8%

2.5%

23.8%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの知的・精神的な発育

子どもの勉強や進学のこと

相談する相手がいない

しつけがうまくいかない

育児の方法がよくわからない

育児の方針が家庭内で食い違う

育児で疲れる

自分の時間を十分もてない

子どもとの時間を十分もてない

経済的な不安・負担が大きい

その他

特にない

無回答

ｎ=315問19.子育てについての悩みはありますか

8.6%

47.0%

29.5%

10.8%

3.5%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても子育てしやすいと思う

まあまあ子育てしやすいと思う

どちらともいえない

あまり子育てしやすいとは思わない

子育てしやすいとは思わない

無回答

ｎ=315

問20.砂川市は、子育てのしやすい環境だと感じますか

1.6%

2.9%

1.0%

6.0%

83.2%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生後２か月から

生後３か月から

生後４か月から

生後５か月から

特になし

無回答

ｎ=315

問21.お子さんを保育所に生後何か月から預けたいと思いますか
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≪問 22≫ あて名のお子さんが生まれた時、育児休業を取得しましたか。あてはまる番号１つに

○をつけてください。ひとり親の方は、ご自身に関する設問のみお答えください。 

【父親の育児休業の取得】 

 

【母親の育児休業の取得】 

 

≪問 23≫ 問 22「３.取得していない」と答えた方にうかがいます。育児休業を取得していない

理由は何ですか。次の中からあてはまる番号すべてに○をつけてください。ひとり

親の方は、ご自身に関する設問のみお答えください。 

【父親の育児休業を取得していない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3%

2.9%

82.2%

14.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働いていなかった

取得した（取得中を含む）

取得していない

無回答

ｎ=315

問22.父親は育児休業を取得しましたか

49.8%

32.7%

14.6%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働いていなかった

取得した（取得中を含む）

取得していない

無回答

ｎ=315

問22.母親は育児休業を取得しましたか

No. 回答項目 ｎ 

1 働いていなかった 1 

2 取得した（取得中を含む） 9 

3 取得していない 259 

  無回答 46 

No. 回答項目 ｎ 

1 働いていなかった 157 

2 取得した（取得中を含む） 103 

3 取得していない 46 

  無回答 9 

No. 回答項目 ｎ No. 回答項目 ｎ 

1 職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 65 9 
配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった 
97 

2 仕事が忙しかった 74 10 子育てや家事に専念するため退職した 1 

3 
（育児休業後または産休後に）仕事に早く復帰したか

った 
0 11 職場に育児休業の制度がなかった 25 

4 仕事に戻るのが難しそうだった 7 12 有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 0 

5 昇給・昇格などが遅れそうだった 11 13 育児休業を取得できることを知らなかった 4 

6 収入減となり、経済的に苦しくなる 54 14 自営業・農業等に就労しているため 16 

7 保育所などに預けることができた 6 15 その他 12 

8 配偶者が育児休業制度を利用した 71  無回答 12 

25.1%

28.6%

0.0%

2.7%

4.2%

20.8%

2.3%

27.4%

37.5%

0.4%

9.7%

0.0%

1.5%

6.2%

4.6%

4.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（育児休業後または産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に就業規則の定めがなかった

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

自営業・農業等に就労しているため

その他

無回答

ｎ=259

問23.父親が育児休業を取得していない理由は何ですか
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【母親の育児休業を取得していない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 24≫ 子育てをするうえで、近所や地域に望むことはありますか。主なもの３つまで○をつ

けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 25≫ あなたは、より子どもを生み育てやすくするために、国や砂川市にどのような「政

策」を期待しますか。次の中からあなたが特に強く期待するものについて、あてはま

る番号すべてに○をつけてください。 

No. 回答項目 ｎ No. 回答項目 ｎ 

1 職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 3 9 
配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった 
5 

2 仕事が忙しかった 3 10 子育てや家事に専念するため退職した 14 

3 
（育児休業後または産休後に）仕事に早く復帰したか

った 
3 11 職場に育児休業の制度がなかった 4 

4 仕事に戻るのが難しそうだった 2 12 有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 3 

5 昇給・昇格などが遅れそうだった 0 13 育児休業を取得できることを知らなかった 1 

6 収入減となり、経済的に苦しくなる 7 14 自営業・農業等に就労しているため 7 

7 保育所などに預けることができた 4 15 その他 4 

8 配偶者が育児休業制度を利用した 0  無回答 2 

No. 回答項目 ｎ 

1 出会ったときに気軽に声をかけあうなど、子どもにかかわってほしい 76 

2 子どもが良くないことをしているのを見かけたときは、注意してほしい 130 

3 子どもを対象とした遊びや活動などにかかわってほしい 28 

4 育児などで困ったことがあった場合には相談に乗ってほしい 14 

5 子どもが危険な目にあいそうなときは手助けや保護をしてほしい 219 

6 緊急の用事などのときに一時的に子どもをあずかってほしい 35 

7 子ども連れで交通機関や施設を利用するときに困っていたら手助けしてほしい 99 

8 その他 11 

9 特にない 49 

  無回答 4 

6.5%

6.5%

6.5%

4.3%

0.0%

15.2%

8.7%

0.0%

10.9%

30.4%

8.7%

6.5%

2.2%

15.2%

8.7%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（育児休業後または産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に就業規則の定めがなかった

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

自営業・農業等に就労しているため

その他

無回答

ｎ=46
問23.母親が育児休業を取得していない理由は何ですか

24.1%

41.3%

8.9%

4.4%

69.5%

11.1%

31.4%

3.5%

15.6%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

出会ったときに気軽に声をかけあうなど、子どもにかかわってほしい

子どもが良くないことをしているのを見かけたときは、注意してほしい

子どもを対象とした遊びや活動などにかかわってほしい

育児などで困ったことがあった場合には相談に乗ってほしい

子どもが危険な目にあいそうなときは手助けや保護をしてほしい

緊急の用事などの時に一時的に子どもをあずかってほしい

子ども連れで交通機関や施設を利用するときに困っていたら手助けしてほしい

その他

特にない

無回答

ｎ=315

問24.子育てをするうえで、近所や地域に望むことはありますか
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No. 回答項目 ｎ No. 回答項目 ｎ 

1 必要な時にいつでも受診できる小児医療体制を確立すること 244 14 
放課後に小学校で生活の場を提供する学童保育所（放課後児童ク

ラブ）の施設を充実させること 
134 

2 子どもの成長や発達などについて相談しやすい体制をつくること 107 15 
育児短時間勤務制度やフレックスタイム制などの柔軟な働き方の

推進を事業所に働きかけること 
113 

3 障がい児やその家族に対する支援を充実すること 100 16 
産休や育児休業などがとりやすくなるよう、事業所に働きかける

こと 
129 

4 
妊娠、育児、教育などについて気軽に相談できる面談、電話相談、

メール相談を充実させること 
65 17 幼稚園や保育所（園）における教育や保育の内容を充実させること 155 

5 
子育てアプリやメール配信等による、子育てに関する情報提供を

充実させること 
44 18 

小中高生が放課後や長期休業中に利用できる居場所（児童館やこ

ども館など）を整備すること 
154 

6 
産後のお母さんの心身ケア、乳児ケア、育児サポートなど、出産前

後のサポートを充実させること 
113 19 子どもが地域の祭りや行事などに参加する機会を増やすこと 89 

7 
乳幼児を連れて気軽に集うことができ、保護者同士も交流できる

施設を増やすこと 
111 20 

子どもが学ぶ力や社会参加に必要な力を身につける機会を増やす

こと 
127 

8 私用や緊急時に子どもを預けられる施設を増やすこと 162 21 
いろいろな仕事や職業について地域の大人に教えてもらえる機会

をつくること 
88 

9 
乳幼児がいても安心して街を歩けるような都市基盤の整備を進め

ること 
98 22 

児童虐待、いじめ、不登校などの予防、緊急避難などの子どもを守

る対策を進めること 
187 

10 
子どもが気軽に集い、遊びやスポーツなどができるスポーツ施設

や公園を増やすこと 
201 23 

インターネットやＳＮＳなどによる犯罪や依存から子どもを守る

ために、子どもや保護者への講座や啓発などの対策を進めること 
108 

11 
子どもが安心して外で遊んだり通学したりできるよう、防犯対策

を充実させること 
233 24 特にない 30 

12 
保護者が子育てと仕事を両立できるよう、認可保育所を整備する

こと 
114 25 その他 16 

13 
保護者の多様な就労条件に対応できるよう、休日保育や夜間保育

を充実させること 
135  無回答 2 

77.5%

34.0%

31.7%

20.6%

14.0%

35.9%

35.2%

51.4%

31.1%

63.8%

74.0%

36.2%

42.9%

42.5%

35.9%

41.0%

49.2%

48.9%

28.3%

40.3%

27.9%

59.4%

34.3%

9.5%

5.1%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要な時にいつでも受診できる小児医療体制を確立すること

子どもの成長や発達などについて相談しやすい体制をつくること

障がい児やその家族に対する支援を充実すること

妊娠、育児、教育などについて気軽に相談できる面談、電話相談、

メール相談を充実させること

子育てアプリやメール配信等による、子育てに関する情報提供を

充実させること

産後のお母さんの心身ケア、乳児ケア、育児サポートなど、出産前後の

サポートを充実させること

乳幼児を連れて気軽に集うことができ、保護者同士も交流できる施設を

増やすこと

私用や緊急時に子どもを預けられる施設を増やすこと

乳幼児がいても安心して街を歩けるような都市基盤の整備を進めること

子どもが気軽に集い、遊びやスポーツなどができるスポーツ施設や

公園を増やすこと

子どもが安心して外で遊んだり通学したりできるよう、防犯対策を

充実させること

保護者が子育てと仕事を両立できるよう、認可保育所を整備すること

保護者の多様な就労条件に対応できるよう、休日保育や夜間保育を

充実させること

放課後に小学校で生活の場を提供する学童保育所（放課後児童クラブ）の

施設を充実させること

育児短時間勤務制度やフレックスタイム制などの柔軟な働き方の推進を

事業所に働きかけること

産休や育児休業などがとりやすくなるよう、事業所に働きかけること

幼稚園や保育所（園）における教育や保育の内容を充実させること

小中高生が放課後や長期休業中に利用できる居場所（児童館や

こども館など）を整備すること

子どもが地域の祭りや行事などに参加する機会を増やすこと

子どもが学ぶ力や社会参加に必要な力を身につける機会を増やすこと

いろいろな仕事や職業について地域の大人に教えてもらえる機会を

つくること

児童虐待、いじめ、不登校などの予防、緊急避難などの子どもを

守る対策を進めること

インターネットやＳＮＳなどによる犯罪や依存から子どもを守るために、

子どもや保護者への講座や啓発などの対策を進めること

特にない

その他

無回答

ｎ=315問25.より子どもを生み育てやすくするために、国や砂川市にどのような「政策」を期待しますか
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≪問 26≫ 砂川市の子育て関連の支援事業についてご存知ですか。次の事業ごとに、あてはまる

番号１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

3.2%

45.1%

48.9%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

特定不妊治療費助成事業

81.0%

12.4%

5.1%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

妊婦健診費用助成事業

10.8%

34.0%

53.0%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

妊婦歯科健診助成事業

6.3%

68.9%

22.9%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

陣痛タクシー利用助成事業

26.7%

40.3%

30.5%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

マザークラス参加費助成事業

71.4%

14.0%

12.7%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

こんにちは赤ちゃん事業

44.4%

37.1%

16.8%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

乳児おむつ無料クーポン券支給事業

87.3%

6.7%

4.1%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

子育て支援指定ごみ袋配布事業
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73.0%

9.5%

16.2%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

ブックスタート事業

34.0%

55.6%

8.9%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

保育所開放事業

91.7%

4.4%

2.5%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

乳幼児等医療費助成事業

68.9%

25.7%

3.8%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

フッ素塗布事業

51.1%

21.3%

25.1%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

フッ化物洗口事業

23.8%

28.3%

45.4%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

幼稚園就園奨励費補助金

27.6%

27.9%

41.0%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

幼稚園保育料負担軽減補助金

27.0%

45.1%

26.3%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

多子世帯保育料負担軽減
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63.8%

20.3%

14.6%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

インフルエンザ予防接種費用助成事業

5.7%

34.0%

57.8%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

放課後学習サポート事業

17.1%

43.8%

36.5%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

子育て支援補助金（住宅建設・購入・改修）

2.9%

15.9%

79.4%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

中学生のピロリ菌検査等補助事業

1.3%

18.1%

78.7%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

砂川高校支援事業

 妊婦健診費用助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 255 

2 知っているが、利用したことはない 39 

3 知らなかった 16 

  無回答 5 

 

 特定不妊治療費助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 10 

2 知っているが、利用したことはない 142 

3 知らなかった 154 

  無回答 9 

 
 陣痛タクシー利用助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 20 

2 知っているが、利用したことはない 217 

3 知らなかった 72 

  無回答 6 

 

 妊婦歯科健診助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 34 

2 知っているが、利用したことはない 107 

3 知らなかった 167 

  無回答 7 

 
 こんにちは赤ちゃん事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 225 

2 知っているが、利用したことはない 44 

3 知らなかった 40 

  無回答 6 

 

 マザークラス参加費助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 84 

2 知っているが、利用したことはない 127 

3 知らなかった 96 

  無回答 8 
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 子育て支援指定ごみ袋配布事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 275 

2 知っているが、利用したことはない 21 

3 知らなかった 13 

  無回答 6 

 

 乳児おむつ無料クーポン券支給事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 140 

2 知っているが、利用したことはない 117 

3 知らなかった 53 

  無回答 5 

 

 保育所開放事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 107 

2 知っているが、利用したことはない 175 

3 知らなかった 28 

  無回答 5 

 

 ブックスタート事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 230 

2 知っているが、利用したことはない 30 

3 知らなかった 51 

  無回答 4 

 

 フッ素塗布事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 217 

2 知っているが、利用したことはない 81 

3 知らなかった 12 

  無回答 5 

 

 乳幼児等医療費助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 289 

2 知っているが、利用したことはない 14 

3 知らなかった 8 

  無回答 4 

 

 幼稚園就園奨励費補助金 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 75 

2 知っているが、利用したことはない 89 

3 知らなかった 143 

  無回答 8 

 

 フッ化物洗口事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 161 

2 知っているが、利用したことはない 67 

3 知らなかった 79 

  無回答 8 

 

 多子世帯保育料負担軽減 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 85 

2 知っているが、利用したことはない 142 

3 知らなかった 83 

  無回答 5 

 

 幼稚園保育料負担軽減補助金 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 87 

2 知っているが、利用したことはない 88 

3 知らなかった 129 

  無回答 11 

 

 放課後学習サポート事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 18 

2 知っているが、利用したことはない 107 

3 知らなかった 182 

  無回答 8 

 

 インフルエンザ予防接種費用助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 201 

2 知っているが、利用したことはない 64 

3 知らなかった 46 

  無回答 4 

 

 中学生のピロリ菌検査等補助事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 9 

2 知っているが、利用したことはない 50 

3 知らなかった 250 

  無回答 6 

 

 子育て支援補助金（住宅建設・購入・改修） 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 54 

2 知っているが、利用したことはない 138 

3 知らなかった 115 

  無回答 8 

 

砂川高校支援事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 4 

2 知っているが、利用したことはない 57 

3 知らなかった 248 

  無回答 6 
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≪問 27≫ 砂川市では、今年度より「北海道子どもの国」の大人有料エリアに無料で入場できる

「ふしぎの森利用料無料クーポン券」を配付しました。このクーポン券を利用しました

か。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 27-1≫ 問 27 で「２．利用しなかった」に○をつけた方にうかがいます。クーポン券を利

用しなかった理由は何ですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

 

 

  

34.3%

5.1%

6.1%

6.1%

14.1%

44.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「北海道子どもの国」に行く時間がないから

「北海道子どもの国」を利用する必要がないから

「北海道子どもの国」は利用するが、「ふしぎの森」に

魅力を感じないから

クーポン券自体に魅力を感じないから

特に理由はない

その他

無回答

ｎ=99

問27-1.クーポン券を利用しなかった理由

No. 回答項目 ｎ 

1 利用した 215 

2 利用しなかった 99 

  無回答 1 

No. 回答項目 ｎ 

1 「北海道子どもの国」に行く時間がないから 34 

2 「北海道子どもの国」を利用する必要がないから 5 

3 「北海道子どもの国」は利用するが、「ふしぎの森」に魅力を感じないから 6 

4 クーポン券自体に魅力を感じないから 6 

5 特に理由はない 14 

6 その他 44 

  無回答 0 

68.3%

31.4%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用した

利用しなかった

無回答

ｎ=315

問27.「ふしぎの森利用料無料クーポン券」のクーポン券を利用しましたか
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②小学生 

≪問 1≫ お住まいの小学校区としてあてはまる番号 1 つに○をつけてください。 

 

 

≪問 2≫ あて名のお子さんの学年をご記入ください。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

 

 

≪問 3≫ この調査票にお答えいただく方はどなたですか。あて名のお子さんからみた関係でお答

えください。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

 

 

≪問 4≫ この調査票にお答えいただいている方の配偶関係についてお答えください。あてはまる

番号１つに○をつけてください。 

 

18.0%

8.0%

23.7%

35.7%

14.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空知太小学校区

北光小学校区

中央小学校区

砂川小学校区

豊沼小学校区

無回答

ｎ=350

問1.お住まいの小学校区

16.6%

21.1%

17.7%

18.6%

12.9%

12.9%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年生

小学５年生

小学６年生

無回答

ｎ=350

問2.お子さんの学年

78.9%

19.7%

1.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

父親

その他

無回答

ｎ=350

問3.この調査票にお答えいただく方

85.7%

14.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配偶者がいる

配偶者はいない

無回答

ｎ=350

問4.この調査票にお答えいただいている方の配偶関係

No. 回答項目 ｎ 

1 空知太小学校区 63 

2 北光小学校区 28 

3 中央小学校区 83 

4 砂川小学校区 125 

5 豊沼小学校区 51 

  無回答 0 

No. 回答項目 ｎ 

1 小学１年生 58 

2 小学２年生 74 

3 小学３年生 62 

4 小学４年生 65 

5 小学５年生 45 

6 小学６年生 45 

  無回答 1 

No. 回答項目 ｎ 

1 母親 276 

2 父親 69 

3 その他 5 

  無回答 0 

No. 回答項目 ｎ 

1 配偶者がいる 300 

2 配偶者はいない 50 

  無回答 0 
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≪問 5≫ あて名のお子さんの子育て（教育含む）を主に行っているのはどなたですか。お子さん

からみた関係であてはまる番号 1 つに○をつけてください。 

 

 

≪問 6≫ あて名のお子さんのご両親の就労状況（自営業の方とその家族従事者を含む）について

うかがいます。 

【父親の就労状況】 

 

 

 

 

 

 

 

【母親の就労状況】 

 

64.0%

30.9%

2.9%

2.0%

0.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父母両方

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

ｎ=350

問5.お子さんの子育て（教育含む）を主に行っているのはどなたですか

87.1%

0.0%

0.9%

0.0%

0.6%

0.0%

11.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労しており、

育休・介護休業中ではない

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労していたが、

育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労しており、

育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労していたが、

育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

今まで就労したことがない

無回答

ｎ=350

問6.父親の就労状況

36.3%

1.1%

38.9%

0.9%

16.3%

2.9%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労していたが、

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労していたが、

産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

今まで就労したことがない

無回答

ｎ=350

問6.母親の就労状況

No. 回答項目 ｎ 

1 父母両方 224 

2 主に母親 108 

3 主に父親 10 

4 主に祖父母 7 

5 その他 1 

  無回答 0 

No. 回答項目 ｎ 

1 フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労しており、育休・介護休業中ではない 305 

2 フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労していたが、育休・介護休業中である 0 

3 パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労しており、育休・介護休業中ではない 3 

4 パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労していたが、育休・介護休業中である 0 

5 以前は就労していたが、現在は就労していない 2 

6 今まで就労したことがない 0 

 無回答 40 
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≪問 7≫ 日ごろ、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。あてはまる番号すべ

てに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 7-1≫ 問 7 で「１．日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」または「２．緊急時もしくは

用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」に○をつけた方にうかがいます。祖父母

等の親族にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。あてはまる番号

すべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

  

37.7%

54.0%

1.7%

15.4%

8.9%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

ｎ=350

問7.お子さんをみてもらえる親族・知人はいますか

62.8%

19.5%

14.8%

24.5%

4.4%

3.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を

心配することなく、安心してみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答

ｎ=298

問7-1.祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況

No. 回答項目 ｎ 

1 フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 127 

2 フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労していたが、産休・育休・介護休業中である 4 

3 パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 136 

4 パート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労していたが、産休・育休・介護休業中である 3 

5 以前は就労していたが、現在は就労していない 57 

6 今まで就労したことがない 10 

 無回答 13 

No. 回答項目 ｎ 

1 日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 132 

2 緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 189 

3 日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 6 

4 緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる 54 

5 いずれもいない 31 

 無回答 5 

No. 回答項目 ｎ 

1 祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心してみてもらえる 187 

2 祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である 58 

3 祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 44 

4 自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 73 

5 子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 13 

6 その他 11 

 無回答 0 
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≪問 7-2≫ 問 7 で「３．日常的に子どもを見てもらえる友人・知人がいる」または「４．緊急時

もしくは用事の際には子どもを見てもらえる友人・知人がいる」に○をつけた方にうか

がいます。友人・知人にお子さんをみてもらっている状況についてお答えください。あ

てはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 8≫ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。

また、相談できる場所はありますか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

 
  

37.9%

5.2%

19.0%

32.8%

0.0%

6.9%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を

心配することなく、安心してみてもらえる

友人・知人の身体的負担が大きく心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発育にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答

ｎ=58

問7-2.友人・知人にお子さんをみてもらっている状況

90.3%

6.6%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる／ある

いない／ない

無回答

ｎ=350

問8.子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか

No. 回答項目 ｎ 

1 友人・知人の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心してみてもらえる 22 

2 友人・知人の身体的負担が大きく心配である 3 

3 友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である 11 

4 自分たち親の立場として、負担をかけていることが心苦しい 19 

5 子どもの教育や発育にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある 0 

6 その他 4 

 無回答 5 

No. 回答項目 ｎ 

1 いる／ある 316 

2 いない／ない 23 

 無回答 11 
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≪問 8-1≫ 問 8 で「１．いる／ある」に○をつけた方にうかがいます。お子さんの子育て（教育

を含む）に関して、気軽に相談できる相手先は、誰（どこ）ですか。あてはまる番号す

べてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 9≫ 現在、学童保育所（放課後児童クラブ）を利用していますか。あてはまる番号１つに○

をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 9-1≫ 問 9 で「１．利用している」に○をつけた方にうかがいます。 

（１）学童保育所（放課後児童クラブ）の利用日数をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 祖父母等の親族 261 

2 友人や知人 252 

3 近所の人 17 

4 子育て支援センター 15 

5 保健所・ふれあいセンター 7 

6 子ども通園センター 13 

7 学校の先生 109 

8 保育士・幼稚園教諭 7 

9 民生委員・児童委員 2 

10 かかりつけの医師 13 

11 自治体の子育て関連担当窓口 2 

12 その他 11 

 無回答 0 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用している 101 

2 利用していない 248 

 無回答 1 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 17 

2 ２日 4 

3 ３日 6 

4 ４日 4 

5 ５日 51 

 無回答 19 

82.6%

79.7%

5.4%

4.7%

2.2%

4.1%

34.5%

2.2%

0.6%

4.1%

0.6%

3.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援センター

保健所・ふれあいセンター

子ども通園センター

学校の先生

保育士・幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

無回答

ｎ=316

問8-1.お子さんの子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる相手先は、誰（どこ）ですか

28.9%

70.9%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している

利用していない

無回答

ｎ=350

問9.現在、学童保育所（放課後児童クラブ）を利用していますか

16.8%

4.0%

5.9%

4.0%

50.5%

18.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

ｎ=101

問9-1(1).学童保育所（放課後児童クラブ）の利用日数
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≪問 9-1≫（２）学童保育所（放課後児童クラブ）を利用している主な理由は何ですか。あてはま

る番号１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学童保育所（放課後児童クラブ）を日曜日に実施した場合、利用したいとお考えですか。あ

てはまる番号１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

≪問 9-2≫ 問 9 で「２．利用していない」に○をつけた方にうかがいます。お子さんについて、

今後、学童保育所（放課後児童クラブ）を利用したいとお考えですか。あてはまる番号

１つに○をつけてください。また、利用したい方は、利用日数と日曜日の希望もお答え

ください。 

【今後の学童保育所（放課後児童クラブ）の利用意向】 

 

 

 

 

 

 

【週あたりの利用希望日数】 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 現在就労している 99 

2 就労予定がある／求職中である 1 

3 家族・親族などを介護しなければならない 0 

4 病気や障がいを持っている 0 

5 学生である 0 

6 その他 0 

 無回答 1 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したい 101 

2 利用は考えていない 248 

 無回答 1 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したい 26 

2 今後も利用しない 219 

 無回答 3 

No. 回答項目 ｎ 

1 １日 4 

2 ２日 2 

3 ３日 3 

4 ４日 0 

5 ５日 8 

 無回答 9 

20.8%

78.2%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したい

利用は考えていない

無回答

ｎ=101

問9-1(3).学童保育所（放課後児童クラブ）を日曜日に実施した場合、利用したいとお考えですか

10.5%

88.3%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したい

今後も利用しない

無回答

ｎ=248

問9-2.今後、学童保育所（放課後児童クラブ）を利用したいとお考えですか

15.4%

7.7%

11.5%

0.0%

30.8%

34.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

無回答

ｎ=26

問9-2.日

98.0%1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在就労している

就労予定がある／求職中である

家族・親族などを介護しなければならない

病気や障がいを持っている

学生である

その他

無回答

ｎ=101

問9-1(2).学童保育所（放課後児童クラブ）を利用している主な理由
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【土曜日の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

【日曜日の利用希望】 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 9-3≫ 問 9-2 で「１．利用したい」を選んだ方にうかがいます。今後、学童保育所（放課

後児童クラブ）を利用したい主な理由は何ですか。あてはまる番号１つに○をつけてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.8%

19.2%

0.0%

0.0%

0.0%

19.2%

15.4%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在就労している

就労予定がある／求職中である

家族・親族などを介護しなければならない

病気や障がいを持っている

学生である

就労していないが、子どもの教育などのために預けたい

その他

無回答

ｎ=26

問9-3.今後、学童保育所（放課後児童クラブ）を利用したい主な理由

No. 回答項目 ｎ 

1 ある 12 

2 ない 7 

 無回答 7 

No. 回答項目 ｎ 

1 ある 3 

2 ない 6 

 無回答 17 

No. 回答項目 ｎ 

1 現在就労している 8 

2 就労予定がある／求職中である 5 

3 家族・親族などを介護しなければならない 0 

4 病気や障がいを持っている 0 

5 学生である 0 

6 就労していないが、子どもの教育などのために預けたい 5 

7 その他 4 

 無回答 4 

46.2%

26.9%

26.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある

ない

無回答

ｎ=26

問9-2_1.土曜日

11.5%

23.1%

65.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある

ない

無回答

ｎ=26

問9-2_1.日曜日
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≪問 9-4≫ 土曜日または日曜日・祝日に学童保育所（放課後児童クラブ）の利用を希望されてい

る方にうかがいます。土曜日または日曜日・祝日の就労状況（自営業の方とその家族従

事者を含む）についてお答えください。ひとり親の方は、ご自身に関する設問のみお答

えください。 

【土曜日または日曜日・祝日の父親の就労状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土曜日または日曜日・祝日の母親の就労状況】 

 

 

 

 

 

 

 

  

45.5%

3.0%

27.3%

3.0%

6.1%

6.1%

6.1%

39.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

土曜日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している

土曜日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している

日曜日・祝日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している

日曜日・祝日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している

土曜日、自営業・農業等に就労している

日曜日・祝日、自営業・農業等に就労している

土曜日、日曜日・祝日は、基本就労していない

無回答

ｎ=33

問9-4.父親の土曜日または日曜日・祝日の就労状況

36.4%

24.2%

36.4%

21.2%

9.1%

6.1%

15.2%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

土曜日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している

土曜日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している

日曜日・祝日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している

日曜日・祝日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している

土曜日、自営業・農業等に就労している

日曜日・祝日、自営業・農業等に就労している

土曜日、日曜日・祝日は、基本就労していない

無回答

ｎ=33

問9-4.母親の土曜日または日曜日・祝日の就労状況

No. 回答項目 ｎ 

1 土曜日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している 15 

2 土曜日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している 1 

3 日曜日・祝日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している 9 

4 日曜日・祝日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している 1 

5 土曜日、自営業・農業等に就労している 2 

6 日曜日・祝日、自営業・農業等に就労している 2 

7 土曜日、日曜日・祝日は、基本就労していない 2 

 無回答 13 

No. 回答項目 ｎ 

1 土曜日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している 12 

2 土曜日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している 8 

3 日曜日・祝日にフルタイム（１日８時間程度）で就労している 12 

4 日曜日・祝日にパート・アルバイト等（フルタイム以外）で就労している 7 

5 土曜日、自営業・農業等に就労している 3 

6 日曜日・祝日、自営業・農業等に就労している 2 

7 土曜日、日曜日・祝日は、基本就労していない 5 

 無回答 1 
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≪問 10≫ すべての方にうかがいます。あて名のお子さんは放課後どのように過ごしていますか。

主なもの２つまで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 11≫ すべての方にうかがいます。現在、国では「新・放課後子ども総合プラン」を策定し、

学童保育と放課後学校の一体的又は連携した運営を進めていますが、「放課後学校」を

ご存知ですか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 12≫ すべての方にうかがいます。「放課後学校」に参加したいと思いますか。あてはまる番

号１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 学童保育所で過ごす 75 

2 放課後学校で過ごす 24 

3 スポーツ少年団等に参加している 62 

4 習いごとをしている 92 

5 友人と遊んでいる 116 

6 家で家族（祖父母等）と過ごす 145 

7 家でひとり（兄弟のみ）で過ごす 80 

8 その他 19 

 無回答 0 

No. 回答項目 ｎ 

1 知っている 171 

2 知らない 178 

 無回答 1 

No. 回答項目 ｎ 

1 参加したいと思う 124 

2 参加したいと思わない 60 

3 わからない 165 

 無回答 1 

21.4%

6.9%

17.7%

26.3%

33.1%

41.4%

22.9%

5.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学童保育所で過ごす

放課後学校で過ごす

スポーツ少年団等に参加している

習いごとをしている

友人と遊んでいる

家で家族（祖父母等）と過ごす

家でひとり（兄弟のみ）で過ごす

その他

無回答

ｎ=350

問10.お子さんは放課後どのように過ごしていますか

48.9%

50.9%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている

知らない

無回答

ｎ=350

問11.「放課後学校」をご存知ですか

35.4%

17.1%

47.1%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加したいと思う

参加したいと思わない

わからない

無回答

ｎ=350

問12.「放課後学校」に参加したいと思いますか
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≪問 12-1≫ 問 12 で「１.参加したいと思う」に○をつけた方にうかがいます。「放課後学校」

に対する希望はありますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 13≫ 子育てに関して不安や負担を感じますか。あてはまる番号 1 つに○をつけてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 14≫ 子育てについての悩みはありますか。主なもの３つまで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 回答項目 ｎ 

1 実施場所を増やしてほしい 33 

2 実施回数を増やしてほしい 49 

3 実施時間を増やしてほしい 13 

4 学童保育所と連携してほしい 39 

5 活動内容を充実させてほしい 43 

6 その他 11 

7 特になし 17 

 無回答 0 

No. 回答項目 ｎ 

1 とても不安や負担を感じる 15 

2 やや不安や負担を感じる 100 

3 あまり不安や負担は感じない 208 

4 まったく感じない 24 

 無回答 3 

No. 回答項目 ｎ 

1 子どもの知的・精神的な発育 58 

2 子どもの勉強や進学のこと 185 

3 相談する相手がいない 4 

4 しつけがうまくいかない 33 

5 育児の方法がよくわからない 5 

6 育児の方針が家庭内で食い違う 17 

7 育児で疲れる 17 

8 自分の時間を十分もてない 41 

9 子どもとの時間を十分もてない 86 

10 経済的な不安・負担が大きい 102 

11 その他 18 

12 特にない 82 

 無回答 3 

26.6%

39.5%

10.5%

31.5%

34.7%

8.9%

13.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施場所を増やしてほしい

実施回数を増やしてほしい

実施時間を増やしてほしい

学童保育所と連携してほしい

活動内容を充実させてほしい

その他

特になし

無回答

ｎ=124

問12-1.「放課後学校」に対する希望

4.3%

28.6%

59.4%

6.9%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても不安や負担を感じる

やや不安や負担を感じる

あまり不安や負担は感じない

まったく感じない

無回答

ｎ=350

問13.子育てに関して不安や負担を感じますか

16.6%

52.9%

1.1%

9.4%

1.4%

4.9%

4.9%

11.7%

24.6%

29.1%

5.1%

23.4%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの知的・精神的な発育

子どもの勉強や進学のこと

相談する相手がいない

しつけがうまくいかない

育児の方法がよくわからない

育児の方針が家庭内で食い違う

育児で疲れる

自分の時間を十分もてない

子どもとの時間を十分もてない

経済的な不安・負担が大きい

その他

特にない

無回答

ｎ=350
問14.子育てについての悩みはありますか
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≪問 15≫ 砂川市は、子育てのしやすい環境だと感じますか。あてはまる番号１つに○をつけて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 16≫ 子育てをするうえで、近所や地域に望むことはありますか。主なもの３つまで○をつ

けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 17≫ あなたは、より子どもを生み育てやすくするために、国や砂川市にどのような「政策」

を期待しますか。次の中からあなたが特に強く期待するものについて、あてはまる番号

すべてに○をつけてください。 

  

23.7%

54.9%

6.9%

3.1%

72.3%

7.1%

16.0%

4.3%

16.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

出会ったときに気軽に声をかけあうなど、子どもにかかわってほしい

子どもが良くないことをしているのを見かけたときは、注意してほしい

子どもを対象とした遊びや活動などにかかわってほしい

育児などで困ったことがあった場合には相談に乗ってほしい

子どもが危険な目にあいそうなときは手助けや保護をしてほしい

緊急の用事などのときに一時的に子どもをあずかってほしい

子ども連れで交通機関や施設を利用するときに困っていたら手助けしてほしい

その他

特にない

無回答

ｎ=350

問16.子育てをするうえで、近所や地域に望むことはありますか

No. 回答項目 ｎ 

1 とても子育てしやすいと思う 18 

2 まあまあ子育てしやすいと思う 141 

3 どちらともいえない 121 

4 あまり子育てしやすいとは思わない 42 

5 子育てしやすいとは思わない 25 

 無回答 3 

No. 回答項目 ｎ 

1 出会ったときに気軽に声をかけあうなど、子どもにかかわってほしい 83 

2 子どもが良くないことをしているのを見かけたときは、注意してほしい 192 

3 子どもを対象とした遊びや活動などにかかわってほしい 24 

4 育児などで困ったことがあった場合には相談に乗ってほしい 11 

5 子どもが危険な目にあいそうなときは手助けや保護をしてほしい 253 

6 緊急の用事などのときに一時的に子どもをあずかってほしい 25 

7 子ども連れで交通機関や施設を利用するときに困っていたら手助けしてほしい 56 

8 その他 15 

9 特にない 56 

  無回答 3 

5.1%

40.3%

34.6%

12.0%

7.1%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても子育てしやすいと思う

まあまあ子育てしやすいと思う

どちらともいえない

あまり子育てしやすいとは思わない

子育てしやすいとは思わない

無回答

ｎ=350

問15.砂川市は、子育てのしやすい環境だと感じますか
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No. 回答項目 ｎ No. 回答項目 ｎ 

1 必要な時にいつでも受診できる小児医療体制を確立すること 260 15 
育児短時間勤務制度やフレックスタイム制などの柔軟な働き方の推

進を事業所に働きかけること 
110 

2 子どもの成長や発達などについて相談しやすい体制をつくること 93 16 産休や育児休業などがとりやすくなるよう、事業所に働きかけること 108 

3 障がい児やその家族に対する支援を充実すること 88 17 幼稚園や保育所（園）における教育や保育の内容を充実させること 76 

4 
妊娠、育児、教育などについて気軽に相談できる面談、電話相談、

メール相談を充実させること 
55 18 

小中高生が放課後や長期休業中に利用できる居場所（児童館やこども

館など）を整備すること 
185 

5 
子育てアプリやメール配信等による、子育てに関する情報提供を

充実させること 
56 19 子どもが地域の祭りや行事などに参加する機会を増やすこと 99 

6 
産後のお母さんの心身ケア、乳児ケア、育児サポートなど、出産前

後のサポートを充実させること 
74 20 

子どもが学ぶ力や社会参加に必要な力を身につける機会を増やすこ

と 
170 

7 
乳幼児を連れて気軽に集うことができ、保護者同士も交流できる

施設を増やすこと 
63 21 

いろいろな仕事や職業について地域の大人に教えてもらえる機会を

つくること 
117 

8 私用や緊急時に子どもを預けられる施設を増やすこと 150 22 
児童虐待、いじめ、不登校などの予防、緊急避難などの子どもを守る

対策を進めること 
180 

9 
乳幼児がいても安心して街を歩けるような都市基盤の整備を進め

ること 
72 23 

インターネットやＳＮＳなどによる犯罪や依存から子どもを守るた

めに、子どもや保護者への講座や啓発などの対策を進めること 
107 

10 
子どもが気軽に集い、遊びやスポーツなどができるスポーツ施設

や公園を増やすこと 
194 24 

市が小学校４～６年生の希望者に開設している無料の学習塾（放課後

学習サポート事業）の実施回数、海上、受講科目などについて充実さ

せること 

136 

11 
子どもが安心して外で遊んだり通学したりできるよう、防犯対策

を充実させること 
245 24 特にない 32 

12 
保護者が子育てと仕事を両立できるよう、認可保育所を整備する

こと 
70 25 その他 27 

13 
保護者の多様な就労条件に対応できるよう、休日保育や夜間保育

を充実させること 
110  無回答 4 

14 
放課後に小学校で生活の場を提供する学童保育所（放課後児童ク

ラブ）の施設を充実させること 
119  

74.3%

26.6%

25.1%

15.7%

16.0%

21.1%

18.0%

42.9%

20.6%

55.4%

70.0%

20.0%

31.4%

34.0%

31.4%

30.9%

21.7%

52.9%

28.3%

48.6%

33.4%

51.4%

30.6%

38.9%

9.1%

7.7%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要な時にいつでも受診できる小児医療体制を確立すること

子どもの成長や発達などについて相談しやすい体制をつくること

障がい児やその家族に対する支援を充実すること

妊娠、育児、教育などについて気軽に相談できる面談、電話相談、

メール相談を充実させること

子育てアプリやメール配信等による、子育てに関する情報提供を

充実させること

産後のお母さんの心身ケア、乳児ケア、育児サポートなど、出産前後の

サポートを充実させること

乳幼児を連れて気軽に集うことができ、保護者同士も交流できる施設を

増やすこと

私用や緊急時に子どもを預けられる施設を増やすこと

乳幼児がいても安心して街を歩けるような都市基盤の整備を進めること

子どもが気軽に集い、遊びやスポーツなどができるスポーツ施設や

公園を増やすこと

子どもが安心して外で遊んだり通学したりできるよう、防犯対策を

充実させること

保護者が子育てと仕事を両立できるよう、認可保育所を整備すること

保護者の多様な就労条件に対応できるよう、休日保育や夜間保育を

充実させること

放課後に小学校で生活の場を提供する学童保育所（放課後児童クラブ）の

施設を充実させること

育児短時間勤務制度やフレックスタイム制などの柔軟な働き方の推進を

事業所に働きかけること

産休や育児休業などがとりやすくなるよう、事業所に働きかけること

幼稚園や保育所（園）における教育や保育の内容を充実させること

小中高生が放課後や長期休業中に利用できる居場所（児童館や

こども館など）を整備すること

子どもが地域の祭りや行事などに参加する機会を増やすこと

子どもが学ぶ力や社会参加に必要な力を身につける機会を増やすこと

いろいろな仕事や職業について地域の大人に教えてもらえる機会を

つくること

児童虐待、いじめ、不登校などの予防、緊急避難などの子どもを

守る対策を進めること

インターネットやＳＮＳなどによる犯罪や依存から子どもを守るために、

子どもや保護者への講座や啓発などの対策を進めること

市が小学校４～６年生の希望者に開設している無料の学習塾（放課後学習

サポート事業）の実施回数、会場、受講科目などについて充実させること

特にない

その他

無回答

ｎ=350問17.より子どもを生み育てやすくするために、国や砂川市にどのような「政策」を期待しますか
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≪問 18≫ 砂川市の子育て関連の支援事業についてご存知ですか。次の事業ごとに、あてはまる

番号１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

  

2.6%

35.7%

61.1%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

特定不妊治療費助成事業

59.4%

19.4%

20.0%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

妊婦健診費用助成事業

4.3%

25.1%

70.0%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

妊婦歯科健診助成事業

0.6%

46.0%

52.0%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

陣痛タクシー利用助成事業

8.6%

28.3%

62.3%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

マザークラス参加費助成事業

56.9%

18.3%

23.7%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

こんにちは赤ちゃん事業

10.0%

49.4%

39.7%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

乳児おむつ無料クーポン券支給事業

24.6%

35.7%

39.1%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

子育て支援指定ごみ袋配布事業
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26.0%

19.7%

54.0%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

ブックスタート事業

27.4%

49.7%

22.3%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

保育所開放事業

77.1%

11.7%

10.0%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

乳幼児等医療費助成事業

78.3%

14.6%

6.9%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

フッ素塗布事業

88.0%

7.1%

4.3%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

フッ化物洗口事業

31.4%

28.9%

38.9%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

幼稚園就園奨励費補助金

31.7%

29.4%

37.7%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

幼稚園保育料負担軽減補助金

25.4%

39.1%

34.6%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

多子世帯保育料負担軽減
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73.1%

13.4%

12.0%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

インフルエンザ予防接種費用助成事業

24.0%

50.9%

24.3%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

放課後学習サポート事業

11.7%

46.6%

41.1%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

子育て支援補助金（住宅建設・購入・改修）

15.1%

17.1%

66.9%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

中学生のピロリ菌検査等補助事業

3.4%

28.3%

67.7%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある

知っているが、利用

したことはない

知らなかった

無回答

砂川高校支援事業

 妊婦健診費用助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 208 

2 知っているが、利用したことはない 68 

3 知らなかった 70 

  無回答 4 

 

 特定不妊治療費助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 9 

2 知っているが、利用したことはない 125 

3 知らなかった 214 

  無回答 2 

 
 陣痛タクシー利用助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 2 

2 知っているが、利用したことはない 161 

3 知らなかった 182 

  無回答 5 

 

 妊婦歯科健診助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 15 

2 知っているが、利用したことはない 88 

3 知らなかった 245 

  無回答 2 

 
 こんにちは赤ちゃん事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 199 

2 知っているが、利用したことはない 64 

3 知らなかった 83 

  無回答 4 

 

 マザークラス参加費助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 30 

2 知っているが、利用したことはない 99 

3 知らなかった 218 

  無回答 3 
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 子育て支援指定ごみ袋配布事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 86 

2 知っているが、利用したことはない 125 

3 知らなかった 137 

  無回答 2 

 

 乳児おむつ無料クーポン券支給事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 35 

2 知っているが、利用したことはない 173 

3 知らなかった 139 

  無回答 3 

 

 保育所開放事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 96 

2 知っているが、利用したことはない 174 

3 知らなかった 78 

  無回答 2 

 

 ブックスタート事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 91 

2 知っているが、利用したことはない 69 

3 知らなかった 189 

  無回答 1 

 

 フッ素塗布事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 274 

2 知っているが、利用したことはない 51 

3 知らなかった 24 

  無回答 1 

 

 乳幼児等医療費助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 270 

2 知っているが、利用したことはない 41 

3 知らなかった 35 

  無回答 4 

 

 幼稚園就園奨励費補助金 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 110 

2 知っているが、利用したことはない 101 

3 知らなかった 136 

  無回答 3 

 

 フッ化物洗口事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 308 

2 知っているが、利用したことはない 25 

3 知らなかった 15 

  無回答 2 

 

 多子世帯保育料負担軽減 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 89 

2 知っているが、利用したことはない 137 

3 知らなかった 121 

  無回答 3 

 

 幼稚園保育料負担軽減補助金 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 111 

2 知っているが、利用したことはない 103 

3 知らなかった 132 

  無回答 4 

 

 放課後学習サポート事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 84 

2 知っているが、利用したことはない 178 

3 知らなかった 85 

  無回答 3 

 

 インフルエンザ予防接種費用助成事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 256 

2 知っているが、利用したことはない 47 

3 知らなかった 42 

  無回答 5 

 

 中学生のピロリ菌検査等補助事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 53 

2 知っているが、利用したことはない 60 

3 知らなかった 234 

  無回答 3 

 

 子育て支援補助金（住宅建設・購入・改修） 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 41 

2 知っているが、利用したことはない 163 

3 知らなかった 144 

  無回答 2 

 

砂川高校支援事業 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用したことがある 12 

2 知っているが、利用したことはない 99 

3 知らなかった 237 

  無回答 2 
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≪問 19≫ 砂川市では、今年度より「北海道子どもの国」の大人有料エリアに無料で入場できる

「ふしぎの森利用料無料クーポン券」を配付しました。このクーポン券を利用しました

か。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 19-1≫ 問 19 で「２．利用しなかった」に○をつけた方にうかがいます。クーポン券を利

用しなかった理由は何ですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 回答項目 ｎ 

1 利用した 184 

2 利用しなかった 166 

  無回答 0 

No. 回答項目 ｎ 

1 「北海道子どもの国」に行く時間がないから 89 

2 「北海道子どもの国」を利用する必要がないから 15 

3 「北海道子どもの国」は利用するが、「ふしぎの森」に魅力を感じないから 11 

4 クーポン券自体に魅力を感じないから 11 

5 特に理由はない 32 

6 その他 33 

  無回答 0 

52.6%

47.4%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用した

利用しなかった

無回答

ｎ=350

問19.「ふしぎの森利用料無料クーポン券」のクーポン券を利用しましたか

53.6%

9.0%

6.6%

6.6%

19.3%

19.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「北海道子どもの国」に行く時間がないから

「北海道子どもの国」を利用する必要がないから

「北海道子どもの国」は利用するが、「ふしぎの森」に

魅力を感じないから

クーポン券自体に魅力を感じないから

特に理由はない

その他

無回答

ｎ=166

問19-1.クーポン券を利用しなかった理由
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